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第一部　総　　　論
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第一章　電力構造改革の概要

　第一部においては、現在の電気事業制度を捉える基本的な視座を提供す
るため、これまでの電気事業制度の改革を概観することとする。また、法
律、政省令、ガイドライン等の一連の行政ルールをとりまとめて整理した
ものであり、特に法律については第二部において各条文について逐条的に
解説を加えている。
（注）�　関連する資料等は、資源エネルギー庁のホームページにて公表して

いる（トップページ「政策について」から「電気料金及び電気事業制
度について」を選択。）。

一　平成７年電気事業法改正（第１次電力構造改革）

　電気事業においては、規模の経済性を前提に、電気を供給する事業を営
む電気事業者に対して発送電一貫の独占的供給を認め、一方で料金規制等
によってその弊害を排除するという形の事業規制を実施することが、国民
経済的に見て最適であるということが、従来からの「常識」とされてきた。
この「常識」の見直しの第一歩が、平成７年の改革である。
　すなわち、（ａ）国民生活の変化に伴う電力需給逼迫化の傾向、（ｂ）電
力供給コストの上昇傾向と内外価格差の指摘、（ｃ）発電部門への新規事
業者の参入可能性の拡大等電気事業を巡る状況が変化したことを受け、電
気事業法制定後30年を経て初めての抜本的な見直しを行ったものだが、そ
の概要は次のとおりである。
①　発電部門への新規参入の拡大
　卸電気事業に係る参入許可の原則撤廃、一般電気事業者の電源調達に
ついての入札制度導入、卸託送に係る制度の整備
②　特定の供給地点における電力小売事業の制度化（特定電気事業制度）
　特定の供給地点における需要に応じ電力小売事業を営む能力を有する
事業者の参入を可能とするための、特定電気事業に係る制度の創設
③　料金規制の見直し
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めに行っているのか、という視点が常にあったことは言うまでもない。
　①　送配電部門の調整機能の確保
　　　小売自由化が進展すれば、系統利用者が増大することは避けられな

い。このような中で、託送制度が利用しにくい、カリフォルニアの例
を他山の石とした制度設計とすべき、長期固定電源への配慮が必要、
電源開発投資環境整備が必要、公益的課題への対応が必要、といった
各種の指摘に応える方途として、まず注目されたのが一般電気事業者
の送配電部門の果たす役割である。すなわち、電気という財の特性に
鑑みれば電力の安定供給の確保の観点に加えて、多様な系統利用者の
競争基盤の観点からも、電力系統は常に安定的な運用が不可欠であり、
送配電部門の調整機能が確保・強化されることが必要であるとされた
のである。託送制度を如何に利用し易くするか、安定供給を如何に確
保するか、長期固定電源にどのような配慮を行うか等はいずれも送配
電部門を通じて調整することが可能であり、また、送配電部門が公平
性・透明性をもって調整機能を確保していれば、電源開発投資を行う
者にとっての予見可能性の確保にも資するのであり、こうした取組は、
「経営と行政の分水嶺」の視点を踏まえ、民間の自主性に委ねられる
こととなった。

　②　全国規模の電力流通の活性化
　　　託送制度の下においては、電源さえ確保できれば電気事業遂行上最

も困難な「送配電設備の建設」を行わずとも電気事業に参入ができる。
したがって、全国規模の電力流通の活性化は、電源開発投資環境の整
備に資することとなる。これは、長期固定電源についても当てはまる
ものである。と同時に、全国規模の電力流通の活性化は、当時実現し
ていなかった一般電気事業者間の既存の供給区域を越えた電力供給な
ど供給区域を越えた電力供給の容易化につながるものであり、供給先
の範囲が拡大するということは、即ち需要家の選択肢の拡大にもつな
がるものであることから、発電分野・小売分野双方の一層の競争の促
進にも資するものとして、かつ、特に政策的な措置として、規制部門
への悪影響に留意しつつ、全国規模の電力流通の活性化を図る措置を
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講ずるべきとの結論に至った。
　③　電源開発投資環境の整備
　　　先述の①・②はいずれも電源開発投資環境の整備の一翼を担うもの

であるが、特定規模電気事業者のシェアが期待したほど高まっていな
い大きな理由は、託送制度の問題よりも、そもそも電源の確保が困難
であったことが大きい。また、カリフォルニアの電力危機、競争が進
展する中で長期固定電源への投資の困難化が指摘されていたこと等も
踏まえ、競争を活性化しつつも、一方で電源開発投資環境の整備の必
要性が強く認識されたところである。

　④　供給力確保や需給調整に関する役割分担ルールの見直し
　　　託送制度が利用しにくいとの指摘に対しては、多様化する系統利用

ニーズと効率的な系統利用・系統安定のバランスを如何に確保するか
という観点から課題が再設定され、いわゆる同時同量の確保に関して
も系統利用者と系統運用者の役割分担の見直しを図ることにより、供
給力確保、需給調整等の系統安定の要請との両立を図ることが適当で
あるとされた。

　⑤　供給源の多様性の確保
　　　特定規模電気事業者の電源の不足、託送制度によらない供給システ

ムの構築、需要家選択肢の拡大等の観点からは、供給源の多様性とい
う切り口が提示された。また、供給源の多様化は、電力危機のリスク
を低減する安定供給対策としても位置付け得るものであった。

　⑥　行政の市場監視・紛争処理機能の整備
　　　最後に、行政と経営の分水嶺を維持しつつ、競争環境の整備と公益

課題への対応の双方を進めるためには、行政の事後的な監視能力や、
市場において生じた紛争を事後的に処理する機能の強化が不可欠であ
ると認識された。

⑷　なお、小売自由化範囲の拡大は、競争の拡大、需要家選択肢の拡大に
直接的に資するものでもあり、第２次電力構造改革が成果を挙げたこと
もあるが、一方で、需要家保護の観点も指摘された。すなわち、小売全
面自由化は、独占規制の解除と同義であり、市場環境の整備及び公益的
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課題の達成など独占規制を解除するに足りる環境が整っていなければ独
占の弊害の懸念が払拭できないとの視点である。このため、自由化範囲
の拡大は段階的に行うこととし、全面自由化については、独占規制の解
除に足りる環境が整うか否かという視点を基本として、平成19年４月頃
を目途に検討を開始することとされた。逆に言えば、第３次電力改革に
おける、広域流通の活性化、供給源の多様性の確保等の各種の措置は、
ユニバーサルサービス等の公益的課題とともに独占規制の解除を可能と
する環境整備を進めるとの位置付けも持つものであると言える。
⑸　以上述べたように、第２次電力構造改革までに設定された部分自由化
をめぐる基本的な枠組みを維持しつつ、これをさらに有効なものとする
ために、そしてさらには第２次電力構造改革後に生じた様々な事象・指
摘等をも踏まえ、上記の再設定された課題から導かれた内容は、誤解を
恐れずに一言で総括するならば、「電気の特性に応じた安定性・公平性
を確保する仕組と企業の自由な活動との調和」であり、これを達成する
ための「電力供給システムの強化」である。すなわち、第３次電力構造
改革の趣旨は、エネルギー政策基本法を踏まえ、供給システム改革によ
る安定供給の確保、環境への適合及びこれらの下での電力供給に関する
需要家選択肢の拡大を図ることにあり、その中で、川上から川下まで一
貫した体制で確実に電力の供給を行う一般電気事業者制度を存続し、構
造規制を採用しないこととされたのである。その具体的な制度設計は、
次のとおりである。
　①　送配電部門の調整機能の確保
　　ⅰ：中立機関によるルール策定・監視
　　　　中立的第三者機関が送配電部門に係るルールの策定や紛争処理を

行うことにより、送配電部門の調整機能の確保を図ることとした。
これは後述の行為規制とともに、構造分離の代替措置とも言えるも
のである。

　　ⅱ：送配電部門の公平性・透明性を確保するための行為規制
　　　　送配電部門の調整機能が実効性を持つためには、送配電部門の公

平性・透明性が確保され、多様な系統利用者の信頼が得られること
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が必要である。このため、送配電部門について、情報の目的外利用
の禁止、内部相互補助の禁止及び差別的取扱いの禁止を義務付ける
こととした。

　②　全国規模の電力流通の活性化
　　ⅰ：�供給区域を跨ぐごとに課金される方式の見直し（いわゆるパン

ケーキ問題の解消）
　　　　全国規模の電力流通を活性化するための政策的措置として、振替

供給料金について、コスト回収の確実性、コスト負担の公平性及び
電源の遠隔立地の抑制の三点を確保することを前提として、これを
廃止することとした。

　　ⅱ：効率化インセンティブのある系統利用料金制度の確保
　　　　コストの適正回収を保障しつつ、系統利用料金の低廉化に向けた

効率化インセンティブのある系統利用料金制度を構築することと
し、具体的には、届出制を維持しつつ変更命令発動基準を明確化す
ること、いわゆる電源線コストについて託送コストから除外し電源
側コストとすることにより、系統利用の円滑化と系統を維持・運用
する者の効率化インセンティブ確保の双方の要請に応えることとし
た。

　③　電源開発投資環境の整備
　　ⅰ：全国規模の卸電力取引市場の整備
　　　　総括原価主義が提供していた電源開発投資に係る枠組みに代わる

ものの一つとして、個々の事業者の需給ギャップリスクの解消を図
る観点から、卸電力取引市場を整備することとされた。これは、供
給先・供給元の選択肢の増大のほか、価格指標として機能すること
が投資判断の枠組みを構成することも企図したものである。

　　ⅱ：長期固定電源の安定運転のための環境整備
　　　　具体的には、優先給電指令制度に係る発動要件の明確化及び送電

容量の確保を図ることとされた。このほか、原子力発電に係るバッ
クエンド事業については、別に制度的措置を講ずる観点からの枠組
みが検討された。
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　　ⅲ：小売自由化スケジュールの明示
　　　　小売自由化範囲の拡大は、直接的に需要家の選択肢の拡大を図る

ものであるが、同時に電源開発投資を行う事業者の予見可能性を確
保する観点からも、小売自由化スケジュールの明示が必要であり、
小売自由化範囲拡大スケジュールは、具体的には、それまで特別高
圧に限定されていた小売自由化範囲について、平成16年４月に高圧
500kW以上、平成17年４月には全ての高圧需要に拡大することと
され、さらに、全面自由化についての検討を平成19年４月を目途に
開始することとされた。

　④　供給力確保・需給調整に関する役割分担ルール見直し
　　ⅰ：系統利用ルールの再設定
　　　　従来の30分３パーセントの同時同量を基本としつつ、その要件を

緩和し、一方、系統秩序維持へのインセンティブを確保するため、
系統への負担が多い利用形態についてはペナルティ的料金を導入す
る等の措置を講じた。

　　ⅱ：電力需給の効率的な計量
　　　　自由化範囲が拡大するにつれ、多大な需要監視コストが発生する

ことを踏まえ、利用可能な需給情報の適切な活用を図ることとした
（一定の要件の下での需要家データの開示等）。

　　ⅲ：市場取引にも対応した柔軟な系統利用制度
　　　　卸電力取引市場の創設や、特定規模電気事業者の事業規模拡大等

に対応し、一定の規律は維持しつつも、より柔軟な系統利用制度へ
と見直しを図ることとし、具体的には、容量確保要件の見直し、一
発電所複数契約を可能とすること等を図った。

　⑤　供給源の多様性の確保
　　　分散型電源による電力供給を容易にすることとし、二重投資による

著しい社会的弊害の防止、系統連系による悪影響防止等の措置を講じ
つつ、いわゆる自営線供給を弾力的に認めていくこととした。

　⑥　行政の市場監視・紛争処理機能の整備
　　　第２次電力構造改革により導入された公正取引委員会・経済産業省
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連名による独禁法・電気事業法の運用に係るガイドラインの枠組みを
維持しつつ、さらに、経済産業省において、市場監視・紛争処理等の
事後措置に係る制度運用をより強化するための体制整備を行うことと
した。

⑹　平成13年10月の「我が国経済活動及び国民生活の基盤となる電力の安
定供給を効率的に達成しうる公正かつ実効性あるシステムの構築に向け
て、今後の電気事業制度はいかにあるべきか。」との諮問により議論が
スタートした第３次電力改革は、以上の枠組みを基本とすることが平成
15年２月の電気事業分科会報告「今後の望ましい電気事業制度の骨格に
ついて」において答申され、このうち法律上の手当を要するものについ
ての措置を講じた改正法が平成15年６月に成立した。さらに引き続き電
気事業分科会において詳細設計に係る議論が行われ、平成15年12月の電
気事業分科会中間報告「今後の望ましい電気事業制度の詳細設計につい
て」及び平成16年５月の電気事業分科会報告「今後の望ましい電気事業
制度の詳細設計について」において答申された。これらを踏まえ、平成
15年11月に卸電力取引所が設立され、平成16年６月には電力系統利用協
議会（ESCJ）が送配電等業務支援機関（中立機関）に指定され、平成
17年４月の改正電気事業法施行にあわせて、第３次電力改革の全ての内
容が実施されることとなったところである。
⑺　なお、既に述べたように、電気事業分科会報告においては、需要家の
選択肢の確保状況等を踏まえ、①供給信頼度の確保、②エネルギー・セ
キュリティや環境保全等の課題との両立、③最終保障、ユニバーサルサー
ビスの確保、④実務的課題等について検討を行った上で全面自由化を実
施することが適当であるとされ、新制度施行から更に２年程度経過した
平成19年４月頃を目途に全面自由化の実施について検討を開始すること
とされた。平成15年改正法附則においても、法施行後３年を経過した時
点における施行状況を勘案し、必要に応じて制度を検証することを求め
ている。
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四　平成20年制度改正（第４次電力構造改革）

　第４次電力構造改革においては、小売部門の全面自由化範囲の拡大は見
送り、５年後を目途に範囲拡大の是非について改めて検討することとなっ
た。結果、電気事業法の改正は行わなかったが、以下の３点についての制
度整備が行われた。
⑴　卸電力取引所の取引活性化に向け、スポット市場（一日前市場）、先
渡し市場（一定期間後に受け渡しする電気を取引する市場）に加え、｢
時間前市場｣ が創設された。
⑵　特定規模電気事業の競争条件を改善する観点から、同時同量制度、イ
ンバランス料金の見直しが実施された。具体的には、
　・インバランス料金を一般電気事業者と特定規模電気事業者が公平に負

担
　・変動範囲外インバランス料金（同時同量の不足電力量が契約電力の３

パーセントを超過する場合のインバランス料金）を変動範囲内料金の
３倍に設定

　・裾切り制度（一定期間に限り、新たな系統エリアに参入した特定規模
電気事業者が変動範囲外インバランスを発生させた場合であっても、
一定の範囲内であれば変動範囲外インバランス料金を適用しない制
度）の導入

　が行われた。
⑶　託送料金については、変更の認可申請命令に係る発動基準を見直し、
｢ストック管理方式｣ が導入された。｢ストック管理方式｣ とは、超過利
潤及び欠損の累積額が一定水準を超えた場合に当該命令を発動する仕組
みである。また、託送収支の超過利潤については、設備投資原資として
内部留保することを一定程度認めつつ、その一部を利用者に還元する制
度が導入された。
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五　平成23年電気事業法改正（再生可能エネルギーの固定価格買取
制度導入に伴う外生的・固定的なコストの変動に起因する料金改
定手続の整備等）

⑴　簡易かつ機動的な料金改定手続
　再生可能エネルギーの固定価格買取制度が導入され、電気料金に賦課
金（サーチャージ）が課されるようになることに伴い、こうした外生的・
固定的なコストの変動に起因する料金改定手続が整備された。具体的に
は、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合で
あって、一般電気事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく
困難な場合に限り、事前の届出による料金値上げが可能とされた。
⑵　特定電気事業者が利用できる託送制度の整備等
　特定電気事業者が送配電ネットワークを経由して再生可能エネルギー
等の外部電源を調達できるよう、特定規模電気事業だけでなく、特定電
気事業者も接続供給を利用できるよう、託送制度が整備された。
⑶　送配電ネットワークの利用ルールの運用体制の整備
　再生可能エネルギーの固定価格買取制度により、送配電ネットワーク
に接続する発電設備が増加し、その接続の可否、接続地点等についての
紛争が増加すると予想されるため、送配電ネットワークの利用ルールの
策定とその運用状況の監視、発電を行う者と送配電ネットワーク運用者
（一般電気事業者）との間の紛争解決に係る業務が、電力系統利用協議
会が行うべきものとして追加された。

六　平成25年電気事業法改正（電力システム改革第１段階改正）

⑴　改正の背景及び措置事項
　平成23年３月の東日本大震災の発生を受けて、我が国電力供給システ
ムの脆弱性が顕在化した。具体的には、同年に東京電力管内で発生した
電力不足に際しては、①我が国の電力系統の運用が一般電気事業者の供
給区域単位で行われていること、②広域的な電力融通を前提とした設備
形成がなされていないこと（東西の周波数変換設備や一般電気事業者間
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の連系線容量が非常に小さいこと）等により、他の一般電気事業者の供
給区域における余剰電力を東京電力管内に効率的に融通することが困難
であった。その結果、他の一般電気事業者の供給区域においては余剰電
力があるにもかかわらず、東京電力管内では計画停電を実施せざるを得
ない状況に追い込まれるなど、国民生活や経済活動に多大な負担を強い
ることとなった。
　このように、「分割された供給区域内における電力供給」に重点が置
かれ、全国規模での最適な電力需給構造を構築する視点に乏しかった我
が国の電力供給システムを見直し、供給区域を越えた電源の効率的な活
用や緊急時における供給区域間の電力融通を柔軟に行うことができる環
境を整備することが喫緊の課題となっていた。
　このため、①電力系統利用協議会に代わる新たな組織として、推進機
関の創設、②経済産業大臣による供給命令対象の拡充、③自己託送の制
度化、等を内容とする電気事業法の一部改正を行うことにより、供給力
の広域的な活用を可能とする電力供給システムの構築を通じて、今後の
電気の安定供給確保に万全を期すこととされた。
⑵　電力システム改革に係る議論について
　総合資源エネルギー調査会電力システム改革専門委員会において取り
まとめられた「電力システム改革の基本方針」（平成24年７月）におい
ては、いわゆる発送電分離を行うこと、小売全面自由化を実施すること、
電気事業に関する規制機関の独立性や専門性を高めるための新たな機関
の創設や既存機関の機能強化について検討すること等が提言された。
　また、「今後のエネルギー環境政策について」（平成24年９月19日閣議
決定）においては、今後のエネルギー・環境戦略は「革新的エネルギー・
環境戦略」（平成24年９月14日エネルギー環境会議決定）を踏まえて遂
行することとされており、また、同戦略においては、①原発に依存しな
い社会の１日も早い実現、②グリーンエネルギー革命の実現、③エネル
ギーの安定供給の３本柱を実現する観点から「電力システム改革」を断
行することとされており、具体的には、小売市場の全面自由化、発送電
分離による送配電部門の中立化、地域をまたいで系統を運用する中立的
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な機関の創設による送配電網の広域化等を実施することとされていた。
　さらに、同戦略においては、上記の内容をより具現化した戦略を策定
し、国民に提示することとされていたことから、「電力システムに関す
る改革方針」（平成25年４月２日閣議決定）を策定し、電力システム改
革の実施を３段階に分けるとともに、各措置事項の法案提出時期や施行
時期等に係る工程が明らかにされた。
　平成25年改正法においては、供給力の広域的な活用を可能とする電力
供給システムの構築を通じて電気の安定供給の確保に万全を期す観点か
ら、推進機関の設置等を行うことが予定されていたが、「革新的エネル
ギー・環境戦略」において示されている小売市場の全面自由化、発送電
分離による送配電部門の中立化、地域をまたいで系統を運用する中立的
な機関の創設による送配電網の広域化等の措置は、上記①②③を実現す
るために本来一体的に措置することが求められるものである。
　このため、平成25年改正法の附則においては、「平成二十八年を目途に、
電気の小売業への参入の全面自由化を実施するものとし、このために必
要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出する」、「平成
三十年から平成三十二年までの間を目途に、変電、送電及び配電に係る
業務（中略）の運営における中立性（中略）の一層の確保を図るための
措置（中略）並びに電気の小売に係る料金の全面自由化を実施するもの
とし、このために必要な法律案を平成二十七年に開会される国会の常会
に提出することを目指す」旨の規定を設けることにより、「革新的エネ
ルギー・環境戦略」において示されている政府の新しいエネルギー政策
の一体的実現に係る要請にも応えることとされた。

七　平成26年電気事業法改正（電力システム改革第２段階改正）

⑴　改正前の制度の枠組み
　平成26年改正前の電気事業法第２条第１項第１号において一般電気事
業とは、「一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう」こととされて
おり、また、同項第２号において一般電気事業者とは、「一般電気事業
を営むことについて次条第一項の許可を受けた者」とされていた。
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　一般電気事業者がその一般電気事業を営むに当たっては、供給区域を
設定する必要があるが（第４条第１項第２号及び第６条第２項第３号）、
第18条第５項においては、「一般電気事業者は、その供給区域以外の地
域における一般の需要に応じ、又はその供給区域内の事業開始地点にお
ける需要に応じ電気を供給してはならない」こととされていたため、一
般電気事業者は他の一般電気事業者の供給区域における一般の需要に応
じて電気の供給を行うことが禁じられていた。
　また、第３条第１項の許可を取得した一般電気事業者の供給区域にお
ける一般の需要に応じて、当該一般電気事業者以外の者（一般電気事業
者である者を除く。）が電気を供給しようとする場合には、当該者は新
たに同項の許可を取得する必要があるが、第５条第５号に規定される許
可の基準においては、「その事業の開始によつてその供給区域の全部又
は一部について一般電気事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とな
らないこと」と規定されていたため、同一の供給区域に複数の一般電気
事業者が存在することが公共の利益の増進に資することになると認めら
れない限り、経済産業大臣がこのような者に一般電気事業者としての許
可を与えることはなかった。
　このように、平成26年改正前においては、一般電気事業者の供給区域
における一般の需要、すなわち不特定多数の需要に応じた電気の供給に
ついては、当該一般電気事業者しかなし得ないことが事実上担保されて
おり、こうした制度的独占の弊害から電気の使用者の利益を保護するた
め、一般電気事業者に対しては、その供給区域における一般の需要に対
する供給義務が課されるとともに（第18条第１項）、一般の需要に応ず
る電気の供給に係る料金その他の供給条件について供給約款を定め、経
済産業大臣の認可を受けることが必要とされるなど（第19条第１項）、
各種の厳格な規制が課せられていた。
　また、一般電気事業者が供給義務を履行することができる主体である
ことを制度的に担保するため、第５条第４号においてはその許可基準と
して、「その事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域におけ
る電気の需要に応ずることができるものであること。」と規定し、一般
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電気事業者が供給義務を履行するための発電設備及び送配電設備を有す
ることを求めていたところであり、こうしたことからも一般電気事業者
は、発送電一貫体制の事業者であることが制度的に求められていた。
⑵　改正の背景・必要性
　東日本大震災の発生に伴う原子力発電所事故やその後の電力受給の
ひっ迫を契機として、従来の電力システムが抱える様々な課題が明らか
となった。
　具体的には、平成26年改正前においては、家庭等の需要家は一般電気
事業者からしか電気の供給を受けることができないが、東日本大震災以
降、一般電気事業者から決められた価格で電気の供給を受けることを当
然だと考えない需要家が増加し、自らに電気を供給する事業者や料金メ
ニュー等を自由に選択したいと考える需要家が増加していた。
　また、平成26年改正前の電力システムは、一般電気事業者による安定
的な投資回収を制度的に保証することにより、一般電気事業者が「需要
に応じていくらでも供給力を積み増す」ことで電気の安定供給を確保す
ることを前提とした制度であるが、東日本大震災の発生に伴う電力需給
のひっ迫を受けて、例えば、電力需要のピーク時に高い電気料金を柔軟
に設定し、価格メカニズムを通じた需要家の節電を促すことによって電
気の安定供給を確保することの重要性が指摘されていた。
　さらに、平成26年改正前の電力システムにおいては、家庭等の需要家
への電気の供給に係る一般電気事業者の制度的独占が担保されていると
ころ、原子力発電設備の長期停止や燃料コストの増加等による電気料金
の上昇圧力がある中、電気事業者間の競争を促進することにより、電気
料金を最大限抑制することが重要と考えられた。
　これらの課題は、平成26年改正前において、一般の需要、すなわち不
特定多数の需要に応じた電気の供給は当該一般の需要が属する供給区域
における一般電気事業者しかなし得ず、一般電気事業者による制度的独
占が事実上担保されていることに起因するものであるため、これを改め
ることとされた。
　具体的には、第185回臨時国会で成立した平成25年改正法附則第11条
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第１項第１号に規定される「電気の小売業への参入の全面自由化」とし
て、一般の需要、すなわち不特定多数の需要に応ずる電気の供給につい
ては、①平成26年改正前の制度のような一般電気事業者という特定の者
による制度的独占を廃止し、②発電設備や送配電設備を持たない前提で
電気の小売供給を行う場合であっても、経済産業大臣の登録を受けて小
売業に参入することが可能となった。
　また、平成26年改正前における一般電気事業者に係る参入規制は、一
般電気事業者が発送電一貫体制の事業者であり、こうした事業形態は自
然独占をもたらすという考え方に基づき、二重投資及び過剰投資による
弊害を防止する観点から厳格な許可制を敷いているところであるが、上
記のとおり、発電設備や送配電設備を持たない前提で電気の小売供給を
行う場合であっても小売業に参入することを可能とするため、③平成26
年改正前の許可制という厳しい参入規制を取り払い、事業の健全性を必
要以上に求めないこととし、すなわち、これらの①②③の改正は、一般
電気事業者制度の廃止を意味するところとなった。

八　平成27年電気事業法改正（電力システム改革第３段階改正）

⑴　改正の背景
　第186回通常国会で成立した平成26年改正法においては、平成28年を
目途に、小売全面自由化を実施することとしているが、小売全面自由化
の実施後、多様な事業者の参入を促し、実質的な競争を促進させるため
には、送配電等業務の運営における中立性を一層確保することにより、
公平で中立的な電力市場を整備することが必要不可欠である。
　この点、平成26年改正法においては、改正後の電気事業法における新
たな事業類型として、小売電気事業、一般送配電事業、発電事業等を設
けているところであるが、これらの事業に係る兼業については特段の規
制措置を講じていないがゆえに、小売全面自由化後は、平成26年改正前
の電気事業法における一般電気事業者であった者が、小売電気事業、一
般送配電事業、発電事業のいずれも営む者として、引き続き、発送電一
貫体制を維持することが可能な制度となっており、新たに小売電気事業
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又は発電事業を営もうとする者からは、「送配電部門の中立性に疑義が
ある」等の指摘も寄せられていた。
　このため、平成25年改正法附則第11条第１項第２号においては、以下
のとおり、平成30年から平成32年までの間を目途に、送配電等業務の運
営における中立性の一層の確保を図るための措置（以下「中立性確保措
置」という。）を講ずるものとし、このために必要な法律案を平成27年
に開会される国会の常会に提出することを目指す旨が規定されており、
また、同条第２項においては、以下のとおり、当該中立性確保措置は、
法的分離によって実施することを前提として進める旨が規定されている
ところである。
　また、法的分離は、一般送配電事業を営む主体と、小売電気事業又は
発電事業を営む主体が別の主体であることを求める措置であるが、一般
送配電事業を営む主体と、小売電気事業又は発電事業を営む主体との間
に資本関係が存在することを許容する措置であるため、これらの主体が
親子会社となる形や持株会社の子会社となる形でのいわゆるグループ会
社を構成している場合には、一般送配電事業を営む主体がグループ内の
小売電気事業又は発電事業を営む主体を有利に取り扱うことなどによ
り、送配電等業務の運営における中立性が確保されないことも想定され
るところである。このため、平成25年改正法附則第11条第３項第１号に
おいては、以下のとおり、中立性確保措置を法的分離によって実施する
場合には、一般送配電事業者の役員の兼職規制など、送配電等業務の運
営における中立性の一層の確保を図るために法的分離と併せて講ずるこ
とが必要な規制措置（以下「行為規制」という。）を講ずることとされ
ている。
⑵　措置内容
　平成27年改正法においては、法的分離を実現するための所要の規定を
整備するとともに、送配電等業務の運営における中立性の一層の確保を
図るため、行為規制として、一般送配電事業者の取締役の兼職規制など
に係る規定を設けることとされた。
　なお、中立性確保措置としては、所有権分離（送配電部門の別会社化
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に加え、発電部門及び小売部門との資本関係も解消する方式）や機能分
離（送配電設備を発送電一貫体制の事業者に残したまま、送配電設備の
運用・指令機能（系統運用機能）だけを別の組織に分離する方式）とい
う方式も存在し、平成25年改正法附則第11条第２項においては、以下の
とおり、「法的分離の実施に向けた検討の過程でその実施を困難にする
新たな課題が生じた場合には、必要に応じて、中立性確保措置を機能分
離によって実施することを検討する」旨が規定されているところである。
この点、法的分離と機能分離を比較した場合、法的分離は、送配電設備
が一体的に開発、保守、運用することができ、電気の安定供給の確保や
保安の面において優位であることに加え、平成27年改正時点で「法的分
離の実施を困難にする新たな課題」は生じていないことから、所有権分
離や機能分離ではなく、法的分離によって中立性確保措置を講ずること
とされた。

九　平成29年・平成30年制度改正

　電力システム改革が進められる中で、更なる競争の活性化を図るため、
公平・公正な競争環境を整備するための方策や、エネルギー政策との整合
性を確保し、安定供給、環境適合等の公益的課題の克服を図るための方策
について検討する必要があったことから、主に以下の点について制度整備
が行われた（なお、本稿執筆時点で制度設計中のものも含まれる。）。また、
電力系統を取り巻く環境変化を踏まえ、託送料金の最大限抑制と将来に向
けた投資確保を両立させるべく、託送料金制度改革の方向性が打ち出され
ている。

⑴　更なる競争活性化等に向けた市場・ルールの整備
　①　連系線利用ルールの見直し及び間接送電権
　　ａ．間接オークション

　地域間連系線の利用については、「先着優先」と「空おさえの禁止」
を原則として、推進機関によって利用計画が管理されていたところ、
先着優先ルールを継続する場合、一刻一秒を争って申込み順位を争
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う不毛な競争が生じる恐れがある。また、我が国の電力需要が今後
大きな伸びを期待できないことを考慮すれば、既存の連系線設備を
より効率的に利用できるルールの整備が重要である。
　このため、連系線利用ルールを市場原理に基づきスポット市場を
介して行う「間接オークション」へと変更することとされた。
　制度検討作業部会において、長期固定電源の取扱い、経過措置等
が議論され、平成30年10月にルールが変更された。

　　ｂ．間接送電権
　先着優先から間接オークションへの移行や、ベースロード市場等
の卸電力市場活性化策の実施に伴い、事業者のエリア間値差（JEPX
の前日スポット市場において、連系線混雑を考慮した約定処理をし
た結果、エリアごとに計算される約定価格が異なる場合（市場分断）
の当該価格の差異）の負担リスクを減少させる仕組みを整備する必
要がある。
　このため、JEPXにおいて間接送電権（市場参加者が卸電力取引
に伴って値差清算を受ける権利）を発行、取引することとされた。

　②　ベースロード市場
　ベースロード電源（発電コストが低廉で、安定的に発電することが
でき、昼夜を問わず稼働できる電源。地熱、一般水力（流れ込み式）、
原子力、石炭を指す。）については、旧一般電気事業者が大部分を保
有又は長期契約で調達しているため、新規参入者のアクセスは限定的
となっている。その結果、新規参入者は LNG火力等のミドル電源で
その不足分を代替しており、旧一般電気事業者と比して十分な競争力
を有しない。
　このため、新規参入者のベースロード電源へのアクセスを可能とす
るための新たな市場として、ベースロード市場を創設し、ベースロー
ド電源を保有する旧一般電気事業者等が発電した電気の一部を、適正
な価格で当該市場に供出することを制度的に措置することとされた。

　③　容量市場
　発電投資に関しては、小売全面自由化以降、原則として市場取引を
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通じて、又は市場価格を指標とした相対取引の中で投資回収されてい
く仕組みに移行していくと考えられるため、大部分の電源に係る投資
回収の予見性は規制下と比して低下すると考えられる。また、再生可
能エネルギーの拡大による電源の稼働率や売電収入の低下に伴って、
将来収入見通しの不確実性が高まり、事業者の適切なタイミングにお
ける発電投資意欲が減退する可能性がある。
　このため、中長期的な供給力不足への対処や、再生可能エネルギー
の主力電源化を実現するために必要な調整力の確保を目的として、発
電事業者の投資回収の予見性を高める制度として容量市場が創設され
た。
　制度検討作業部会において、いわゆる集中型の容量市場とすること、
推進機関を市場管理者とすること、容量市場における取引の仕組み等
について議論され、令和２年度から市場が開設された。

　④　非化石価値取引市場
　高度化法に基づく非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の
判断の基準（平成28年経済産業省告示第112号）により、小売電気事
業者は、自ら調達する電気の非化石電源比率を令和２年度に44パーセ
ント以上にすることが求められている。しかし、JEPXでは非化石電
源と化石電源の区別がされないため、取引所取引の割合が比較的多い
新規参入者にとって非化石電源を調達する手段が限定される状況に
なっており、高度化法の目標達成が困難な面がある。
　また、FIT電気（固定価格買取制度に基づき買い取られた電気）の
持つ環境価値については、賦課金負担に応じて全需要家に均等に帰属
するものと整理されているものの、取引所では非化石電源と化石電源
の区別がされないため、その価値が埋没しており、国民負担の軽減を
図る観点からは、その価値を顕在化するような制度設計の在り方を検
討する必要があった。
　このため、①非化石価値（高度化法上の非化石電源比率の算定時に
非化石電源として計上できる価値）を顕在化し、電気とは別に取引す
ることを可能とすることで、小売電気事業者の非化石電源調達目標の
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響評価に関する取組が始まった。発電所の環境影響評価については、通商
産業省は昭和52年に「発電所の立地に関する環境影響調査および環境審査
の強化について」を省議決定し、発電所の環境影響評価制度の構築・充実
を図ってきた。また、昭和59年８月「環境影響評価の実施について」の閣
議決定が行われ、政府として統一的なルールに基づく環境影響評価が実施
されることに伴い、発電所については当該閣議決定の趣旨を踏まえつつ引
き続き省議決定に基づく環境影響評価（以下「省議アセス」という。）が
行われてきた。その後、平成６年12月の環境基本計画における「内外の制
度の実施状況等に関し、関係省庁一体となって調査研究を進め、その結果
等を踏まえ、法制化も含め所要の見直しを行う」との政府方針が示され、
それに沿って「環境影響評価制度総合研究会」が設置され、平成８年６月
に「環境影響評価制度の現状と課題について」と題する報告書がとりまと
められた。平成８年６月には中央環境審議会に対し「今後の環境影響評価
制度の在り方について」が諮問され、環境影響評価制度の法制化について
審議がなされ、平成９年２月の答申を受けて、平成９年６月に「環境影響
評価法」が制定された。
　この「環境影響評価法」の制定に伴い、発電所の環境影響評価も同法の
対象となったが、
　ア　過去20年間、電源立地の円滑化のため、通商産業省の省議アセス制

度において、手続の各段階から国が監督指導し、十分な実績を上げて
きている

　イ　民間事業者の個別事業が電力の安定供給という国の施策と強い関わ
りを持つという特殊な性格を有するものである

等の理由により、環境影響評価法の規定する手続に加えて、手続の各段階
で国が関与する特例を設けるよう平成９年に電気事業法が改正され、平成
11年６月の環境影響評価法全施行と同日付けで施行された。
　新制度の発電所に係る環境影響評価の手続において、一般ルールについ
ては環境影響評価法で規定し、発電所固有の手続については電気事業法で
規定している。
　図１に環境影響評価法及び電気事業法における発電所に係る環境影響評
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価の手続のフロー図を示す。なお、環境影響評価の手続を要する第一種事
業、第二種事業の発電所の規模は以下のとおりである。
　　　　　　　　　第一種事業　　　　　　第二種事業
　水力発電所　　　３万 kW以上　　２.25万 kW以上３万 kW未満
　火力発電所　　　15万 kW以上　　11.25万 kW以上15万 kW未満
　地熱発電所　　　１万 kW以上　　０.75万 kW以上１万 kW未満
　原子力発電所　　全て
　太陽電池発電所　４万 kW以上　　　３万 kW以上４万 kW未満
　風力発電所　　　１万 kW以上　　０.75万 kW以上１万 kW未満
　また、以下に発電所の固有の手続を示す。
　①　第二種事業の判定に当たり、簡易な環境影響評価の実施
　②　環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載した書

類（環境影響評価方法書）に対する経済産業大臣の勧告
　③　対象事業に係る事業計画、環境の現況、環境保全対策、環境への影

響の予測・評価等を記載した書類（環境影響評価準備書）に対する経
済産業大臣の勧告

　④　環境影響評価書に対する経済産業大臣の変更命令
　⑤　環境影響評価準備書・環境影響評価書に勧告・変更命令の内容を記

載
　⑥　環境影響評価結果の工事計画の認可（届出）要件化
　⑦　発電所の設置又は変更の工事のみならず、維持及び運用における環

境保全の適正な配慮

三　官民の役割分担を見直した合理的な電力安全規制システムの構
築～平成11年電気事業法改正

　電気工作物に係る安全規制の体系が確立されて以降、技術進歩や、設置
者等による自主的な安全対策の充実等を背景に、事故の減少等、安全水準
が大幅に向上してきた。一方、我が国社会は、国際的に開かれ、自己責任
原則と市場メカニズムに立脚した自由な経済社会を目指すことが必要とさ
れるとともに、経済構造改革の推進のため、民間能力の活用及び、市場が
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健全に機能するための環境整備が必要とされた。こうした状況下において、
安全規制についても、基準・認証制度全体の見直しの中で、自己責任を原
則としながら、国の関与を必要最小限の範囲・内容とすること等の統一的
な観点から、制度の点検が行われた。
　電力安全分野においても、基準・認証制度全体の見直しや電気事業規制
見直しとの整合を図りつつ、安全レベルを維持あるいは向上させることを
大前提に、新たな電力安全確保システムの在り方について検討を行うべく、
産業構造審議会基準認証部会及び電気事業審議会基本政策部会の下に電力
安全問題検討合同小委員会が設置され、平成10年10月から議論が重ねられ
た。その際、近年重要性を増しつつある政策決定過程の一層の透明化を図
る観点から、多様な意見を電力安全問題検討合同小委員会における検討に
反映させるためパブリックコメントの募集が行われた。これらを踏まえ、
下記を主たる内容とする電気事業法の改正が行われ、平成11年８月に可決
成立した。

⑴　政府認証から自己確認への移行
　原子力発電設備を除く事業用電気工作物については、工事計画認可が
原則として廃止（届出化）された。また国による使用前検査、溶接検査
（原子力発電設備に係るものを含む。）、定期検査を廃止し、技術基準へ
の適合確認を設置者が自ら行うことを基本とするとともに、設置者に対
し、検査、記録の作成・保存が義務付けられた（法定自主検査化）。
⑵　事業用電気工作物設置者における自主検査の実施に係る体制について
審査する仕組の導入
　法令上検査記録の作成・保存が義務付けられる事業用電気工作物の設
置者に対し、当該電気工作物に係る自主検査の実施に係る体制について、
国が行う審査を受ける義務が課された（安全管理審査制度の創設）。当
該審査については、それぞれの設置者の自主検査の実施に係る体制（組
織、検査の方法、工程管理等）に応じ、国による審査頻度に差を設ける
等、設置者の安全性の向上に向けた取組を促す仕組みとされた。
⑶　指定代行機関の活用及び民間企業の参入
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　安全管理審査について、その業務を国が指定する指定代行機関（「指
定安全管理審査機関」）に行わせることができるものとした。また、そ
の業務を行う指定安全管理審査機関及び一般用電気工作物に係る調査を
行う指定調査機関等については、公益法人に限らず民間企業の参入を可
能とした。

　この法律改正に伴い、特に、新たに創設された安全管理審査制度の詳細
設計を行うため、電気事業審議会基本政策部会の下に電力安全問題検討小
委員会が設置され、平成11年９月から審議が行われ同年12月に報告が取り
まとめられた。この報告を受けて平成12年６月に関係政省令の整備がなさ
れ、平成12年７月１日に改正電気事業法が施行された。

四　原子力発電設備に係る保安体制の見直しに係る改正～平成14年
電気事業法改正

⑴　東京電力不正問題を契機とする改正
　原子力施設に関する検査の在り方については、平成13年12月に総合資
源エネルギー調査会原子力安全・保安部会の下に「検査の在り方に関す
る検討会」を設置し、平成14年６月に「原子力施設の検査制度の見直し
の方向性について」の中間報告を取りまとめた。原子力安全・保安院は、
これを受けて、品質保証体制を導入し、監査型の検査を行うこと、検査
主体として独立行政法人を活用することなど、検査制度の見直しの具体
的作業に着手したところ、平成14年夏に大きな社会問題となった東京電
力株式会社による原子力発電所の原子炉内シュラウド（炉心隔壁）等の
検査・自主点検等に関する不正事案が発生した。これは、原子力安全規
制や原子力事業に対する国民の信頼を大きく損なうものであり、前述の
検査制度の見直しの必要性を改めて確認する結果となった。これを受け、
原子力安全・保安院では、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安
部会の下に有識者から成る「原子力安全規制法制検討小委員会」を開催
し、不正の背景を分析し、法的な整理等を行った。この結果、不正の背
景として、以下のような要因があるとされた。

20-11-084　第1部.indd   3220-11-084　第1部.indd   32 2021/03/13   10:45:592021/03/13   10:45:59



33

　【事業者側の要因】
○「原子力村」の限られた者による独善的な判断を行うことが習慣化し
ていたこと。
○経営トップ、原子力部門以外の部門からの十分な監査が及ばなかった
こと。
○品質保証活動の重要性についての認識が欠如していたこと。
【国側の要因】
○自主点検の規制上の位置付けがなく、国によるチェックが行われな
かったこと。
○技術基準等の適用方法、運転開始後の健全性確認の方法が不明確だっ
たこと。
○組織的不正に対する罰則が不十分だったこと。

　こうした不正事案について法的な観点から整理を行うと、次のように
なる。
○原子炉の炉心内のシュラウド等についての電気事業法の技術基準等は
あるものの、技術基準を維持しているかどうかを確認する事業者の自
主点検について法令上に規定がなかったこと。
○自主点検の記録及びその保存義務がないため、技術基準適合義務違反
のおそれがあった設備等が取り替えられた後は、取替え以前に法令違
反の状態が存在したのかどうか確認できなかったこと。
○事業者が自主点検で安全であると判断したひび割れ等の兆候につい
て、そのような限度のひび割れ等があっても技術基準上問題がないか
どうかを判断するための方法が不明確であるため、国への報告や対外
的公表による社会的影響を恐れ、隠蔽等に及んだこと。
○事業者の組織における安全性の判断を含む意思決定とチェック体制が
一部の原子力専門技術者の間に限定され、独善的な判断を招くなど不
正を抑止する体制が事業者の組織内にきちんと整備されていなかった
こと。
○組織的不正に対する罰則等が相当程度軽かったため、事業者の法令遵
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守意識や安全確保に対する意識を万全のものとするには十分な効果を
持っていなかったこと。

　これらを踏まえ、電気事業法の一部を改正し、原子力発電設備につい
ては、従前の安全上の重要な電気工作物に対して行う定期検査に加え、
従来、事業者が自主的に行っていた点検を「定期事業者検査」として法
律に位置付け、その実施体制について、定期安全管理審査として独立行
政法人原子力安全基盤機構（後述）による審査及び国による評定を行う
など事業者検査の実効性を向上させること、事業者に設備の健全性評価
を義務付けること、経済産業大臣は審査や検査などの規制の実施状況に
ついて原子力安全委員会に報告し、その意見を聴いて保安の確保のため
に必要な措置を講ずるなど原子力安全規制に関するダブルチェック体制
の強化を図ること、罰則を強化して不正行為に対する抑止力を強化する
こと等の措置を講じたものである。
　また、同時に、原子力の安全確保に関する社会的関心の高さを踏まえ、
原子力発電所以外の原子力施設についても、原子力発電所について電気
事業法の改正で手当する内容と同等の手当を行うため、原子炉等規制法
の一部を改正し、原子力安全規制のダブルチェック体制の実効性を向上
させ、原子力安全確保体制に万全を期することとした。
⑵　独立行政法人原子力安全基盤機構の設立
　平成14年３月29日に閣議決定された「公益法人に対する行政の関与の
在り方の改革実施計画」において、原子力安全規制の被規制者からの独
立性・中立性の確保を図りつつ、原子力安全規制のさらなる効率的かつ
的確な実施を図るため、原子力安全規制の実施を目的とする独立行政法
人を設置し、国の原子力安全行政部門の事務の一部及びこれに関連する
公益法人への委託実施事務を当該独立行政法人に移管して実施すること
となった。
　これを受け、当該独立行政法人として独立行政法人原子力安全基盤機
構（以下本章において「機構」という。）を設立し、機構に電気事業法
及び原子炉等規制法に基づく検査等の業務を行わせるべく、独立行政法
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人原子力安全基盤機構法案を第155回臨時国会に上程した。当該法案で
は、電気事業法の改正について、従前、経済産業大臣が行ってきた原子
力発電所の使用前検査、燃料体検査及び定期検査について、これら検査
業務の一部を機構に行わせるとともに、指定安全管理審査機関が実施し
ていた溶接安全管理審査のうち原子力発電所に係るもの及び新たに導入
された定期安全管理審査を機構に行わせることとした。

　これらの法案は、第155回臨時国会で審議、平成14年12月11日に成立し、
平成14年12月18日に公布された。平成15年４月から段階的に施行され、
関係省令の改正を踏まえて、平成15年10月１日に全面的に施行された。

五　公益法人等が行う国から指定等を受けている事務等の見直し～
平成15年電気事業法改正

　前述の「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」におい
て、国から公益法人等が指定・認定等を受けて行っている検査・検定等の
事務及び事業について、官民の役割分担及び規制改革の観点からの見直し
を行うことが決定された。これを受け、政府全体における当該事務等の見
直しが行われ、経済産業省においては電気事業法を含む９法律について、
経済産業大臣がこれらの事務及び事業を行わせる者を指定し、又は認定す
る制度から、法律で定める一定の要件に適合し、かつ、行政の裁量の余地
のない形で登録を受けた者がこれを行う制度へと改める等の措置を講じる
ことを目的として、「公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関
係法律の整備に関する法律（平成15年法律第76号）」が平成15年６月に公
布された。
　電気事業法においては、安全管理審査及び調査業務に関する事務につい
て、これまで経済産業大臣が指定をした者が実施する制度から、経済産業
大臣の登録を受けた者が実施する制度に移行することとなり、関係政省令
の整備を踏まえ、平成16年３月１日に施行された。
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六　原子力規制庁の設置に係る改正～平成24年電気事業法改正

　平成23年３月11日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第
二原子力発電所は、東日本大震災とこれに伴う津波によって損傷し、特に
福島第一原子力発電所では極めて深刻なシビアアクシデントが発生した。
　これを踏まえ、平成23年８月12日の関係閣僚了解において、原子力安全・
保安院の原子力安全規制部門を経済産業省から分離し、環境省にその外局
として原子力規制庁を設置することとされた。これに伴い、原子力安全規
制に係る業務は、原子力規制委員会に一元化し、規制機関として一層の機
能向上を図ることとされ、電気事業法における原子力を原動力とする発電
用の電気工作物（以下「原子力発電工作物」という。）に関する事務のう
ち原子力安全規制に係るものについては原子力規制委員会が所管すること
となり、電気事業法における原子力発電工作物に係る事務の一部は経済産
業大臣と原子力規制委員会の共管となった。
　また、原子力発電所の設備に対する原子力安全規制は、二つの法体系に
基づいて行われており、発電用原子炉施設として原子炉等規制法による規
制を受けるとともに、電気工作物として電気事業法の規制を受けてきた。
しかし、複数の法律体系に基づく制度運用が複雑かつ不明瞭であり、福島
第一原子力発電所の事故を踏まえると、原子力安全規制体系を明瞭なもの
とし、発電用原子炉設置者の安全確保に向けた取組を促進する環境を整備
することが必要であるとの指摘がなされた。こうした指摘を踏まえ、電気
事業法における原子力発電工作物の安全規制に係る規定の相当規定を原子
炉等規制法に設け、更に電気事業法には原子炉等規制法により規制を受け
る原子力発電工作物には一部の規定を適用しない旨の規定等の関係規定が
整備され、発電用原子炉施設に対する原子力安全規制は原子炉等規制法に
一元化された。

　この法案は、第180回通常国会で審議、平成24年６月20日に成立し、平
成24年６月27日に公布され、同日から段階的に施行された。

20-11-084　第1部.indd   3620-11-084　第1部.indd   36 2021/03/13   10:45:592021/03/13   10:45:59



37

七　使用前自己確認制度の創設～平成26年電気事業法改正

　電気工作物の多様化に伴い、電気工作物を設置し使用を開始した設置者
に対して技術基準適合維持義務を課すのみではなく、そもそも電気工作物
の使用開始前に、当該事業用電気工作物を技術基準に適合させておくこと
が重要な電気工作物が生じてきた。例えば、一定出力以下の太陽電池発電
設備は、工場等で製造された製品を簡易な工事によって現地に設置するも
のが多いが、台風等の強風時に太陽電池パネルが飛散する事故が発生した。
また、燃料電池発電設備のうち、一定の出力以上のものについては、工事
計画の届出や使用前自主検査等が義務付けられていたが、これらのうち、
一定の要件に合致するものにあっては、工事計画の届出や使用前自主検査
等に替えて、使用の開始前に主務大臣が定める技術基準に適合することを
設置者に確認せしめ、公共の安全の確保を図ることで十分に保安が確保で
きると考えられた。
　このような比較的小規模な事業用電気工作物のうち、公共の安全の確保
上重要なものを設置する者については、使用開始前における技術基準への
適合性の確認及び、その結果の届出が義務付けられた（使用前自己確認制
度）。

八　安全管理審査制度の見直し～平成27年電気事業法改正

　平成11年の電気事業法改正によって創設された安全管理審査制度では、
①事業用電気工作物について、使用の開始前に事業者が検査を行い、その
実施に係る体制について審査を受ける「使用前安全管理審査」②ボイラー・
タービン等の耐圧容器類等の溶接について事業者が検査を行い、その実施
に係る体制について審査を受ける「溶接安全管理審査」③発電用のボイ
ラー・タービン等について、一定期間ごとに事業者が検査を行い、その実
施に係る体制について審査を受ける「定期安全管理審査」の三種類の審査
が措置されていた。
　このうち、②「溶接安全管理審査」については、溶接部の施工不良が原
因の事故件数は十分低い水準であり、また溶接安全管理審査で設置者に対
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して改善の必要性が指摘された件数も極めて少ないことが明らかとなっ
た。このことから、溶接については、十分な施工品質や品質管理体制が確
保されており、溶接固有の検査体制の審査を受けることを事業者に課す必
要性が薄れてきたと考えられたため、溶接安全管理審査は廃止された。
　他方、③「定期安全管理審査」については、対象が発電用のボイラー・ター
ビン等や発電用原子炉に限られていたが、風力発電設備におけるメンテナ
ンス不良等に伴い、事故件数が増加しており、風車の落下等の重大な事故
も複数発生していたことから、対象が拡大され、風力発電設備が追加され
た。
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図１

環境影響評価法及び電気事業法における発電所に係る環境影響評価の手続

⑴　第一種事業の手続

一般（住民等） 事業者 地方自治体環境省経済産業省

準備書の審査

<審査期間270日以内>

・知事意見を勘案
・一般意見、事業者見解
に配意

・環境大臣の意見を聞く

<縦覧後2週間>

届出

方法書の作成

公告・縦覧

方法書の審査

<審査期間180日以内>

・知事意見を勘案
・一般意見、事業者見
解に配意

照会 意見

都道府県知事

関係市町村長

知事意見

<意見概要届出後90日以内>

<縦覧期間1ヶ月>

一般意見の提出

一般意見の
とりまとめ

<縦覧後2週間>
送付

届出

勧告(知事意見添付)

環境影響評価に係る・調
査、予測及び評価の実施

環境影響評価方法書 送付

準備書の作成

環境影響評価準備書

環境省

公告・縦覧

照会 意見

都道府県知事

関係市町村長

知事意見
<意見概要届出後120日以内>

<縦覧期間1ヶ月>

一般意見の提出

一般意見の
とりまとめ

送付

届出

送付

届出

意見

送付

勧告(知事意見添付)

評価書の作成

公告・縦覧一般への周知 <縦覧期間1ヶ月>

環境影響評価書

環境保全の適正な配慮

工事計画の
認可申請・届出

工事計画の審査
（評価書の遵守等）

認可申請・届出

認可・変更命令

届出
評価書の確認
<期間30日以内>

確定通知(変更命令)
環境省評価書の確定

意見
照会

計画段階環境配慮書
配慮書の作成

公告・縦覧

<縦覧期間30日程度>一般意見の提出

配慮書への意見

<審査期間90日以内>
環境省

照会 意見

都道府県知事

関係市町村長

知事意見

意見

意見
照会

・環境大臣意見を勘案

<配慮書送付後
60日程度>

送付

送付

意見

説明会の開催

説明会の開催

事業の実施

環境保全措置等の報告
書の作成・公表※

電気事業法により付加するもの※必要な場合

（事業者見解添付）

（事業者見解添付）
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⑵　第二種事業の手続
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第三章　電気工作物

　本章は、電気工作物の保安を確保するため、電気工作物を事業用電気工
作物と一般用電気工作物に区分し、これらの工事、維持及び運用に関する
所要の規定を定めている。

　第一節　定　義

　本節では、電気保安に係る規制区分として、電気工作物を「事業用電気
工作物」と「一般用電気工作物」に区分している。
　なお、主任技術者の特例（第43条第２項）等のため、平成７年改正後に
おいても便宜的に「自家用電気工作物」を定義している。

第三十八条　この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げ
る電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気
工作物と同一の構内（これに準ずる区域内を含む。以下同じ。）に
設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工
作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省
令で定めるものに設置するものを除く。
一 　他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、そ
の受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用す
るための電気工作物（これと同一の構内に、かつ、電気的に接続
して設置する小出力発電設備を含む。）であつて、その受電のた
めの電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工
作物と電気的に接続されていないもの

二 　構内に設置する小出力発電設備（これと同一の構内に、かつ、
電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含
む。）であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定
める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための
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電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物
と電気的に接続されていないもの

三　前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定める
もの

２　前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電
圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定め
るものをいうものとする。

３　この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物
以外の電気工作物をいう。

４　この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の
用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をい
う。
一　一般送配電事業
二　送電事業
三　特定送配電事業
四　発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物
が主務省令で定める要件に該当するもの

【趣旨】
　本条は、電気工作物の区分について定義している。電気工作物は、大き
く「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」の二つに分類されている。
　本条では、まず第１項及び第２項で「一般用電気工作物」の範囲を定義
し、第３項で一般用電気工作物以外の電気工作物を「事業用電気工作物」
として定義している。したがって、一般用電気工作物の範囲が第１項及び
第２項の要件により決定されることから、この要件から外れる電気工作物
が事業用電気工作物となる。また、第４項により事業用電気工作物の一部
として「自家用電気工作物」が定義されている。

【解説】
一　一般用電気工作物の定義【第１項】　
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　⑴　第１項は、「一般用電気工作物」の定義を定めている。「一般用電気
工作物」とは、概括的に言えば、小規模建築物の屋内配電設備及び比
較的出力の小さい発電設備等がこれに該当し、具体的には同項第１号
から第３号に規定されている。ただし書は、一般用電気工作物から除
かれる二つのケースとして、第２項に規定する小出力発電設備以外の
発電設備と同一の構内（これに準ずる区域内を含む。）に設置するもの、
及び爆発性又は引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発
生するおそれが多い場所であって経済産業省令で定めるものに設置す
るもの、を規定している。

　⑵　一般用電気工作物は「電気を使用するための電気工作物」と「小出
力発電設備」であって、①一の構内にあるものであること、②一定電
圧以下のものであること、③一般用電気工作物以外の発電設備と同一
の構内に設置されるものでないこと、④爆発性又は引火性の物が存在
する場所に設置されるものでないこと、⑤一定の条件の電線路以外の
電線路により構内以外の場所（以下「構外」という。）と接続される
ものでないこと、という五つの条件を満たすものをいう。このような
条件を設けているのは、安全性の高いものを一般用電気工作物とし、
これに対する規制を事業用電気工作物の規制に比べて緩やかにすると
の趣旨である。

　　　①の条件は、電気工作物が一の構内以外に存在する場合は公衆に対
する保安上の危険度が高くなるためである。②の条件は、電気的安全
性の高いものであることを意味する。③の条件は、危険度の高い電気
工作物と同一の構内に設置される場合は、その一般用電気工作物の保
安は、より危険度の高い事業用電気工作物と一体的に考えるべきとの
考え方による。④の条件は、電気工作物の設置される場所自体の危険
度が高い場合は除くということである。⑤の条件は、電気工作物が複
数の電線路により構外と接続され、当該電気工作物が電気の通過点と
なる場合を除くということである。また、他者との責任分界点（受電
点）が構内にないものは一般用電気工作物から除くとの整理をしてい
る。
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　　　第１項第１号において規定されているものは、①構外の電線路と接
続される電気を使用するための電気工作物のみ（通常の一般家屋のよ
うな場合）、②構外の電線路と接続される電気を使用するための電気
工作物及び小出力発電設備（一般家屋に発電機が設置されるような場
合）である。第１号括弧書きにおける小出力発電設備の設置者につい
ては明確な規定はないが、電気を使用するための電気工作物の設置者
と同一と考えるのが一般的である。なお、設置者とは電気工作物の維
持・管理を行い得る主体のことをいい、必ずしも所有者と一致すると
は限らない（例えば、所有者が異なる場合であっても、当事者間の契
約行為等により、電気工作物一体としての維持・管理がなされるもの
については、同一の設置者により維持・管理がなされるものと解釈さ
れる。）。

　　　「受電」とは、構外の電線路から電気の供給を受けることをいう。
なお、「受電」について、小出力発電設備が設置される場合は構内の
電気工作物から構外の電線路へ電気を送り出すこと（いわゆる「逆潮
流」）があり得るが、電気を使用するための電気工作物が存在する場
合は通常は構外の電線路から受電することとなるため、このように一
時的な逆潮流がある場合も「受電」に該当すると解釈される。

　　　第１項第２号において規定されているものは、①構外の電線路と接
続される小出力発電設備のみ（発電機単体が設置される場合）、②構
外の電線路と接続されない小出力発電設備及び電気を使用するための
電気工作物（電気設備が構内で完結している場合（いわゆるスタンド
アローン））、③通常逆潮流により構外の電線路と接続される小出力発
電設備及び電気を使用するための電気工作物（家屋に発電機が設置さ
れ通常逆潮流するような場合）である。第１号と同様、第２号括弧書
きにおける電気を使用するための電気工作物の設置者については明確
な規定はないが、小出力発電設備の設置者と同一と考えるのが一般的
である。なお、設置者が必ずしも電気工作物の所有者と一致するとは
限らないという点についても、第１号と同様である。

　　　「構内」については定義規定はないが、柵、塀、堀等によって明確
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に区切られており、一般人が自由に立ち入ることがない区域をいう。
一方、第１項括弧書きの「これに準ずる区域内」とは、柵、塀、堀等
によって明確に区切られていないが、土地の状況、例えばその周囲が
河川、崖、山地等があって、柵、塀、堀等によって区切られている場
合と同様に一般人がほとんど立ち入ることがないような区域内をい
う。

　　　「他の者」とは、ほとんどの場合は一般送配電事業者又は特定送配
電事業者であるが、第27条の30第１項の許可を受けて特定供給を行う
者である場合もある。

　　　「経済産業省令で定める電圧」は、施行規則第48条第２項に規定さ
れており、「六百ボルト」とされている。

　　　「電気的に接続」とは、具体的には、電線路が直接に接続されたり、
変圧器、インバータ等によって接続されることをいう。

　⑶　第１項第３号は、「前二号に準ずるものとして経済産業省令で定め
るもの」と規定されている。これは、平成７年改正前においては一般
用電気工作物は電気を使用するための電気工作物のみであったため、
前述の５つの条件を法律において容易に規定することができたが、平
成７年改正において小出力発電設備が一般用電気工作物に追加され、
法律において一般用電気工作物の概念の全体集合を網羅的に規定する
と条文が極めて複雑になることから、代表的かつ基本的なケースとし
て第１号と第２号を規定することとし、これに準ずるケースは経済産
業省令において規定することとしたものである。

　　　ただし、現在のところ、この条項に相応する具体例が存在しないた
め、経済産業省令には特段の定めは設けられていない。

　⑷　第１項ただし書の前段は、「小出力発電設備以外の発電用の電気工
作物と同一の構内に設置するもの」を一般用電気工作物から除く旨の
規定である。小出力発電設備より規模の大きい発電機は、その構造上
かつ機能上危険度が高いと考えられるが、その同一の構内にある電気
工作物は、多くは当該発電機と接続されているため、危険性という点
からは当該発電機と一体的に考えるべきものであるからである。
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　　　第１項ただし書の後段は、「爆発性若しくは引火性の物が存在する
ため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であって、経
済産業省令で定める場所に設置するもの」を除く旨の規定である。こ
の規定の趣旨は、爆発性又は引火性の物が存在するため電気による
アーク・スパーク、過熱等によりそれらの物が爆発したり、燃焼した
りするおそれが多い場所であって、経済産業省令で定める場所に設置
する電気工作物は特に危険であるので、これを一般用電気工作物から
除外したものである。具体的には、施行規則第48条第１項において、
火薬類取締法第２条第１項に規定される火薬類（煙火を除く。）を製
造する事業場、及び鉱山保安法施行規則が適用される鉱山のうち、同
規則第１条第２項第８号に規定する石炭坑に設置される電気工作物
が、一般用電気工作物から除かれている。

二　小出力発電設備の定義【第２項】
　　第２項は、小出力発電設備を定義しており、構造上かつ機能上安全性
が高く比較的出力の小さい発電設備がこれに該当する。
　　「経済産業省令で定める電圧」は、施行規則第48条第３項において「六百
ボルト」と規定されている。
　　「経済産業省令で定めるもの」は、施行規則第48条第４項に規定され
ており、①出力50kW未満の太陽電池発電設備、②出力20kW未満の風
力発電設備、③出力20kW未満の水力発電設備であって最大使用水量が
毎秒１立方メートル未満のもの（ダムを伴うものを除く。）又は特定の
施設内に設置されるものであって別に告示するもの、④出力10kW未満
の内燃力を原動力とする火力発電設備、⑤出力10kW未満の燃料電池発
電設備であって、固体高分子型又は固体酸化物型であり、燃料・改質系
統設備の最高使用圧力が0.1MPa（液体燃料を通ずる部分にあっては、
1.0MPa）未満のもの又は道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第２
条第２項に規定する自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動
車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自
動車並びに被牽引自動車を除く。）に設置される燃料電池発電設備（当
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該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素
ガスを燃料とするものに限る。）であって、道路運送車両の保安基準（昭
和26年運輸省令第67号）第17条第１項及び第17条の２第５項の基準に適
合するもの、⑥発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成９
年通商産業省令第51号）第73条の２第１項に規定するスターリングエン
ジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出
力10kW未満のものとされている。

三　事業用電気工作物の定義【第３項】
　　第３項は、「事業用電気工作物」の定義を定めている。「事業用電気工
作物」とは、「一般用電気工作物以外の電気工作物」である。

四　自家用電気工作物の定義【第４項】
⑴　第４項は、「自家用電気工作物」の定義を定めている。自家用電気
工作物は「①一般送配電事業、②送電事業、③特定送配電事業及び④
発電事業であって、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務
省令で定める要件に該当するもの」の用に供する電気工作物及び一般
用電気工作物以外の電気工作物」であり、言い替えれば一般送配電事
業、送電事業、特定送配電事業及び主務省令で定める要件に該当する
発電事業の用に供する事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であ
る。電気工作物は大きく「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」
の二つに区分されるが、自家用電気工作物に該当するものについては、
その電気工作物の規模等が千差万別であるので、このような実態と設
置者の経済的負担を考慮して保安上支障がないと認められ、経済産業
大臣の許可を受けた場合には主任技術者免状の交付を受けていない者
のうちからでも主任技術者を選任できるという特例（第43条第２項）
等があることに鑑み、条文規定上の分かり易さから便宜的に自家用電
気工作物を定義したものである。

　　　なお、平成26年改正法によって、「電気事業」（改正前の法（以下、
本条の解説において（旧電気事業法）という。）第２条第１項第９号）
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の概念が変更されることに伴い、旧電気事業法第38条第４項の「自家
用電気工作物」を定義し直す必要が生じたが、電力システム改革によっ
て保安規制を変更する必要は特段生じないため、可能な限り従前の保
安規制を維持する定義とした。旧電気事業法の規定上、自家用電気工
作物は、電気工作物全体から「電気事業の用に供する電気工作物」及
び「一般用電気工作物」を控除した形で規定されていた。一般用電気
工作物については、法改正後も同様の規定を措置することから、自家
用電気工作物の新たな定義は、概ね旧電気事業法の電気事業を書き下
し、当該事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物を電気工
作物全体から控除する方向で、自家用電気工作物を定義し直すことと
した。

　　　旧電気事業法の事業用電気工作物の保安規制は公共の安全の確保及
び電気の安定供給の確保の観点から重要な事業の用に供する電気工作
物については相対的に強い規制を課し、それ以外の事業の用に供する
電気工作物については、相対的に弱い規制を課していた。具体的には、
電気事業の用に供する電気工作物については相対的に強い規制に、そ
れ以外の事業用電気工作物については自家用電気工作物として相対的
に弱い規制をそれぞれ課していた。

　　　送電・配電部門の事業用電気工作物の保安規制の強弱については、
旧電気事業法の制度では、電力供給に必須となる送配電ネットワーク
の一部を構成するもの、即ち電気事業の用に供するものである場合、
強い保安規制を課していた。平成26年改正により「一般送配電事業」
として区分された旧一般電気事業の送配電部門は、重要な送配電ネッ
トワークの維持・運用を行う事業であり、「送電事業」として区分さ
れた旧卸電気事業の送電部門は、電源開発（株）の北本連系線や本四
連系線等広域運用のため重要な電気工作物を維持・運用する事業で
あった。また、「特定送配電事業」と区分される特定電気事業及び特
定規模電気事業の送配電部門は、その事業の用に供する電気工作物が
特定の供給地点に電気を供給するための送配電ネットワークを形成し
ていた。このように、平成26年改正の後、分類された一般送配電事業、
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送電事業及び特定送配電事業について、その事業の用に供する電気工
作物については、いずれも電力供給に必須となる送配電ネットワーク
の一部を構成するものであることから、旧電気事業法上の電気事業の
用に供する電気工作物相当の規制を課すことが適当であると考えられ
た。

　　　電気事業者の発電部門の事業用電気工作物の保安規制の強弱につい
ては、旧電気事業法では、主として発電用の電気工作物の出力量の多
寡（その事業の用に供することを主たる目的とする発電用の電気工作
物の出力の合計が200万 kW超か否か）に基づいて規定していた。我
が国の電力供給の一定割合を占める、出力量が200万 kWを超えるよ
うな大規模な発電を行う事業は、公共の安全の確保に加え、電気の安
定供給の確保の観点からも非常に重要であることから、その電気工作
物については電気事業の用に供する電気工作物として強い規制を課し
ていた。一方で、これらの事業以外の事業については、その規模に鑑
みるに、その重要性が大規模な発電を行う事業のそれとは区別される
ものであることから、その事業の用に供する電気工作物については自
家用電気工作物として相対的に弱い規制を課していた。

　　　旧電気事業法において、保安規制の強弱は、事業の規制の強弱（電
気事業か否か）と一致していた。しかし、平成26年改正による事業規
制制度の変更に伴い、発電事業規制については発電事業の定義（第２
条第１項第14号）の委任省令（電気事業法施行規則第３条の４）にお
いて、１万 kWを境として規制の強弱が異なることと規定された一
方、こうした事業規制の変更に当たっても、保安規制において事業用
電気工作物の中で区別を設けている趣旨である、公共の安全の確保と
電気の安定供給の確保の観点から大規模な発電を行う事業とそれ以外
の事業とは区別されるものである、という考え方に変更はないことか
ら、保安規制においては、平成26年改正後の第38条第４項第４号の委
任省令（施行規則第48条の２）において、引き続き原則的に200万
kWを境として、規制の強弱に差異を設ける旨規定した。具体的には、
新たに「発電事業」として整理された旧電気事業法における電気事業
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者の発電部門及び旧電気事業法では電気事業として区分されていな
かった卸供給事業等のうち、①一般電気事業及び卸電気事業の発電部
門の電気工作物については、その発電事業としての規模から、旧電気
事業法の電気事業の用に供する電気工作物相当の保安規制が、②特定
電気事業、特定規模電気事業、卸供給事業の発電部門の電気工作物に
ついては、自家用電気工作物としての保安規制が、それぞれ課されて
いる（令和２年９月末時点）。　

　⑵　「電気工作物」は第２条第１項第18号に定められており、①発電の
ために設置する工作物、②変電のために設置する工作物、③送電のた
めに設置する工作物、④配電のために設置する工作物、⑤電気の使用
のために設置する工作物の五種類が規定されているが、電気工作物の
保安規制は同一の目的を持ったものを保安の単位とすることが合理的
である。すなわち、同一の設置目的である電気的に一体の電気工作物
については物理的部分ごとに分割して保安を論じることは実態上不合
理であり、一体の電気工作物として扱うことが妥当であることから、
保安の単位は、単に上記①～⑤の分類による設備の部分的な物理的形
態だけでなく、その設置目的にも依存すると解することが妥当と考え
られる。

　　　したがって、一般用電気工作物と事業用電気工作物の区分の解釈に
おいて、例えば、大規模発電所の制御棟が物理的には低圧受電設備で
あっても、その制御棟の機能は発電所の運転に直接に関係することか
ら、制御棟のみを一般用電気工作物とすることは電気保安の観点から
は合理的ではなく、当該制御棟は発電設備の一部として事業用電気工
作物とすることが適当である。同様に、地中配電線の排水ポンプの電
源として使用される小出力の発電設備は、一般用電気工作物ではなく
配電設備の一部であり事業用電気工作物となる。
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　第二節　事業用電気工作物

　第一款　技術基準への適合
　本款は、事業用電気工作物の技術基準適合維持義務、技術基準適合命令
並びに技術基準適合のために要する措置及び費用負担に関する調整規定に
ついて定めたものである。

　（事業用電気工作物の維持）
第三十九条　事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を
主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならな
い。

２　前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一　事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を
与えないようにすること。

二　事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電
気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。

三　事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給
に著しい支障を及ぼさないようにすること。

四　事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつ
ては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に
係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

【趣旨】
　本条は、事業用電気工作物設置者に対し、その事業用電気工作物を主務
省令で定める一定の技術基準に適合するように維持すべき義務を課すると
ともに、その主務省令を制定するに当たっての基準を定めている。

【解説】
一　技術基準適合維持義務【第１項】
　　第１項は、事業用電気工作物設置者に対しその事業用電気工作物に関
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する技術基準適合維持義務を課している。
　　技術基準を定める主務省令としては、①発電用水力設備に関する技術
基準を定める省令、②発電用火力設備に関する技術基準を定める省令、
③発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令、④発電用風力設備
に関する技術基準を定める省令、⑤電気設備に関する技術基準を定める
省令、⑥原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命
令、の六省令が定められている。なお、本法における主務省令は、第
113条の２第３項において、原子力発電工作物に関する事項については
原子力規制委員会及び経済産業大臣の発する命令、それ以外の事項につ
いては経済産業省令とされている。
　　発電用水力設備に関する技術基準を定める省令には、ダム、水路、水
車及び地下発電所、貯水池及び調整池等について、材質、構造、強度等
が定められている。
　　発電用火力設備に関する技術基準を定める省令には、ボイラー、蒸気
タービン、ガスタービン、内燃機関とそれぞれの附属設備及び燃料電池、
液化ガス設備、ガス化炉設備、廃棄物固形化燃料の貯蔵設備、スターリ
ングエンジンとその付属設備等について、その安全性、構造、非常停止
装置等が定められている。
　　発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令には、原子炉施設の
材質、構造、耐震性等が定められている。
　　発電用風力設備に関する技術基準を定める省令には、風車について、
支持物、保護装置等が定められている。
　　電気設備に関する技術基準を定める省令には、発・変電所、電線路、
電力保安通信設備、電気使用場所の施設等について離隔距離、絶縁耐力
等が定められている。
　　原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令に
は、原子力発電工作物の電気設備について、絶縁耐力等が定められてい
る。
　　事業用電気工作物設置者は、事業用電気工作物をこれらの基準に適合
するように維持することを義務づけられているが、主務大臣は、技術基
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用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。ただし、その費
用の負担の方法については、政令で定める場合は、政令で定めると
ころによる。

２　第二十五条第二項本文及び第三項から第五項まで並びに第三十三
条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調わない
場合に準用する。この場合において、第二十五条第二項本文、第三
項及び第四項中「経済産業大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み
替えるものとする。

３　主務大臣は、前項において準用する第二十五条第二項本文の裁定
をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関
係大臣に協議しなければならない。

【趣旨】
　本条は、事業用電気工作物を設置した後に他の者が物件を設置したため
に当該事業用電気工作物が第39条第１項の主務省令で定める技術基準に適
合しなくなった場合における当該事業用電気工作物設置者と他の者との間
の関係を調整しようとする趣旨の規定である。事業用電気工作物設置者に
対しては、保安確保の観点から事業用電気工作物を一定の技術基準に適合
するように維持すべき旨の義務が課せられているが、事業用電気工作物の
設置当初は技術基準に適合していても、離隔距離あるいは電気的、磁気的
障害の防止等に関する基準については、事業用電気工作物の周囲に他物件
が設置されることに伴い、これに適合しなくなることがある。このような
場合、常に事業用電気工作物設置者に対し、その事業用電気工作物につき
技術基準に適合させるよう改造し、あるいは移転等の措置を講じさせ、か
つ、その費用を負担させることは、必ずしも国民経済的に見て経済的、合
理的であるとはいえないし、また公平であるともいい難い。本条第１項は、
このような場合における技術基準適合のために必要な措置及びその措置に
要する費用の負担の方法を原則として事業用電気工作物設置者と他の物件
の設置者との協議により定めることとし、そこに合理的、かつ、公平な解
決を期待している。なお、この協議をすることができず、あるいは協議不
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調のときは、第２項及び第３項の規定により主務大臣が裁定することとな
る。
　なお、主務大臣及び主務省令については、第39条第１項の説明参照。

【解説】
一　当事者間の協議【第１項】
　　第１項は、事業用電気工作物を技術基準に適合するようにするための
措置及びその措置に要する費用の負担の方法の決定は当事者の協議によ
る旨定めているが、協議は法律の規定がなくとも可能であるから、この
規定自体には、法律的意味はなく、この協議をすることができず、又は
協議不調の場合に第２項の規定により主務大臣の裁定を求め得るという
こととの関係において、初めて法律的意味を有する規定である。本項の
協議すなわち第２項の規定による裁定手続に移行し得る協議の対象から
は、当該他の物件の設置が政令で定めるものである場合が除かれる。こ
れは、施行令第17条第１項で定められており、砂防法、道路法、河川法、
地すべり等防止法、都市公園法、海岸法等特別の法律の適用を受け、そ
もそも当事者間の協議により事柄を処理するに適さない場合であり、こ
れにより、他法令との調整を図っている。「技術基準に適合するように
するため必要な措置」の中には、事業用電気工作物の改造、移転、防護
装置の設置等のほか、他の物件の側におけるこれらの措置も含まれる。
「費用の負担の方法」とは、費用負担者、負担額、支払方法等である。
　　第１項ただし書は、費用負担方法の適用除外として、「政令で定める
場合」は、「政令で定めるところによる」としている。すなわち、画一
的に定める方が適当であるとの観点から政令で定められたものについて
は、政令で定めるところに従って費用の負担の方法を決定しようとする
ものである。

　　「技術基準に適合するようにするため必要な措置」について例外規定
を設けなかった理由は、合理的な措置は、具体的な場合によって異なる
ため、個々具体的な事例により、必要な措置を判断する方が合理的であ
り、政令により画一的に規定することはかえって不適当と考えられたか
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らである。この場合において、所要の措置が講ぜられるまでの間に、主
務大臣が第40条の規定に基づき、事業用電気工作物の使用の一時停止を
命じ、又は使用の制限を行うことがあるのはいうまでもない。また、本
条による協議によらないで、例えば所有権等に基づく妨害排除請求等民
事訴訟により問題を解決することができるのもいうまでもない。

二　主務大臣の裁定・関係大臣への協議【第２項、第３項】　
　　第２項及び第３項は、当事者間において第１項の協議をすることがで
きず、又は協議が調わない場合における主務大臣の裁定に関する規定で
あり、第２項において第25条及び第33条の規定を準用している。したがっ
て、第２項については、第25条と第33条の解説を参照されたい。第３項
は、主務大臣が第２項で準用する第25条第２項本文の裁定をしようとす
るときは、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない旨を定めてい
る。
　　関係大臣は、施行令第17条第２項の規定により、裁定に係る者の事業
を所管する大臣とされ、主務大臣は、所管大臣と意見調整した上で裁定
を行うこととなる。
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　第二款　自主的な保安
　本款は、保安規程及び主任技術者制度について定めたものである。

　（保安規程）
第四十二条　事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の
工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定め
るところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気
工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気
工作物の使用（第五十一条第一項の自主検査又は第五十二条第一項
の事業者検査を伴うものにあつては、その工事）の開始前に、主務
大臣に届け出なければならない。

２　事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、
遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。

３　主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保
安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を
設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができ
る。

４　事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守
らなければならない。

【趣旨】
　本条は、事業用電気工作物設置者に対し、その事業用電気工作物の工事、
維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程の作成、届出義務を
課するとともに、保安規程に関する主務大臣の変更命令権等を定めている。
　保安確保のための一般的な技術基準は、第39条に規定されているが、本
条は、例えば事業用電気工作物の種類ごとに巡視、点検及び検査の方法等
を法律で画一的に定めることが必ずしも適当でなく、実体に即した保安対
策を講じる方が合理的な事項は、各事業用電気工作物設置者に保安規程と
して定めさせ、届出義務を課することによって保安体制の整備を図ろうと
するものである。
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　なお、主務大臣及び主務省令については、第39条第１項の説明参照。

【解説】
一　保安規程の届出義務【第１項】
　⑴　第１項は、事業用電気工作物設置者に対し、保安規程を定め、第51

条第１項の使用前自主検査又は第52条第１項の溶接事業者検査を行う
事業用電気工作物にあってはその工事の開始前に、その他の事業用電
気工作物にあってはその使用の開始前に、主務大臣に届け出るべきこ
とを定めている。

　　　保安規程については、「保安を一体的に確保することが必要な事業
用電気工作物の組織ごと」に定めることとしている。これは、電気工
作物の保安が設置者の実情に合致して一体的に確保され、責任の所在
が明確になっている単位ごとに定めなければならないということを明
確化したものである。例えば、その単位は、電力会社ごと又は電力会
社の事業所ごと、あるいはビルを所有している企業ごと又は企業のビ
ルごと、のどちらの場合も有り得るもので、それぞれの保安のための
組織の違いにより異なるということである。

　　　保安規程の届出は、全ての事業用電気工作物について、その「使用
の開始前」に国に届け出ることとしていたが、平成11年の基準・認証
一括法による改正により、原子力発電所に係るものを除き、国による
直接検査を設置者による自主検査化することに伴い、工事段階におけ
る自主検査の取組・体制を明確にするため、第51条第１項の自主検査
又は第52条第１項の事業者検査を伴うものについては、保安規程の届
出を「使用の開始前」から「工事の開始前」にすることとした。それ
以外の事業用電気工作物（使用前検査の対象である電気工作物、又は
使用前自主検査や溶接事業者検査の対象外である設備）は従来どおり
「使用の開始前」に届け出ることとなる。

　⑵　保安規程で定めるべき事項は、「事業用電気工作物の工事、維持及
び運用に関する保安を確保するため」に必要な事項であり、「主務省
令で定めるところにより」保安規程を定めることとなる。具体的には、
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施行規則第50条第２項において、一般送配電事業、送電事業及び第38
条第４項第４号に該当する発電事業の用に供する電気工作物について
は、①関係法令及び保安規程の遵守のための体制に関すること、②事
業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関す
ること、③主任技術者の職務の範囲とその内容、権限及び組織上の位
置付けに関すること、④事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行
う者に対する保安教育に関すること、⑤保安を計画的に実施し、改善
するための措置、⑥保安のために必要な文書の作成、変更、承認及び
保存の手順に関すること、⑦保安のために必要な文書の保安規程上の
位置づけに関すること、⑧保安についての適正な記録に関すること、
⑨保安のための巡視、点検及び検査に関すること、⑩事業用電気工作
物の運転又は操作に関すること、⑪発電用の事業用電気工作物の保安
に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた
管理に関すること、⑫発電所の運転を相当期間停止する場合における
保全の方法に関すること、⑬災害その他非常の場合に採るべき措置に
関すること、⑭保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関する
こと、⑮その他保安に関し必要な事項を保安規程に定めることとなっ
ている。それら以外の事業用電気工作物については、施行規則第50条
第３項において、①業務管理者の職務及び組織に関すること、②従事
者の保安教育に関すること、③保安のための巡視、点検及び検査に関
すること、④事業用電気工作物の運転又は操作に関すること、⑤発電
所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること、
⑥災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること、⑦保安につい
ての記録に関すること、⑧法定事業者検査（使用前自主検査・溶接事
業者検査・定期事業者検査）又は使用前自己確認に係る実施体制及び
記録の保存に関すること、⑨その他保安に関し必要な事項を、保安規
程に定めることとされている。また、施行規則第50条第４項の規定に
より、大規模地震対策特別措置法で規定される強化地域内に第38条第
４項各号に掲げる事業の用に供する事業用電気工作物を設置する電気
事業者（同法第６条第１項に規定する指定公共機関等は除かれる。）
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については、上記事項のほか、警戒宣言が発せられた場合における防
災業務管理者の職務及び組織に関すること等を定めることとされてい
る。また、施行規則第50条第６項により、南海トラフ地震に係る地震
防災対策の推進に関する特別措置法で規定される南海トラフ地震防災
対策推進地域内に第38条第４項各号に掲げる事業の用に供する事業用
電気工作物を設置する電気事業者（同法第５条第１項に規定する者を
除き、第４条第１項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画
で定める者に限る。）については、上記事項のほか、南海トラフ地震
に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること等を定める
こととされており、施行規則第50条第８項により日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法で規定
される日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内に第38
条第４項各号に掲げる事業の用に供する事業用電気工作物を設置する
電気事業者（同法第５条第１項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海
溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。）に対しても同様
の規定がおかれている。これらは、事業用電気工作物の進歩と多様化、
保守方法の機動化、自動化等に伴い、画一的に法令で規制するのは適
当でなく、むしろ保安規程において各事業用電気工作物設置者が具体
的設備に応じて方法等を定め、それが情勢の変化等により保安確保上
十分でないと認めたときには主務大臣は、その変更を命じることがで
きることとした方が合理的であるとの趣旨によるものである。

　　　なお、原子力発電所においては原子力発電工作物の保安に関する命
令（平成24年経済産業省令第69号）第４条において定める事項につい
て、主務大臣にその保安規程を届け出ることとなっている。

二　保安規程の変更の届出【第２項】
　　第２項は、保安規程を変更した場合における変更事項の届出に関する
規定である。変更の届出は、変更後、遅滞なく、主務大臣にしなければ
ならない。例えば、水力発電設備を設置し、使用していた者が新たに火
力発電設備を設置しようとする場合は、現に作成し、届け出られた保安
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規程で定められた事項では保安確保に十分ではなくなるため、当然保安
規程を変更すべきであり、このような場合に変更しないときは、第３項
の規定により主務大臣が変更命令を発動することとなる。

三　保安規程変更命令【第３項】
　　第３項は、主務大臣の保安規程に対する変更命令に関する規定である。
保安規程は、事業用電気工作物設置者の自主的判断により、作成され、
変更されるものであるが、その保安規程が情勢等の変化により、保安を
確保する上において十分でなくなったと認められる場合においては、こ
れを是正すべきであり、そのための変更命令を主務大臣がなし得る権限
を規定したものである。

　　なお、変更命令により、保安規程を変更した場合は、第２項の規定に
より届け出なければならない。

四　保安規程遵守義務【第４項】
　　第４項は、事業用電気工作物設置者及びその従業者の保安規程遵守義
務を規定したものであり、訓示的性格のものである。しかし、主任技術
者にあっては、保安規程を遵守しなかった場合には、第43条第４項の誠
実義務違反ともなり、第44条第４項の規定による主任技術者免状の返納
命令発動の理由ともなり得る。

　　第114条の規定に基づき施行令第27条第３項の表第14号の規定により、
本条第１項から第３項までの規定に基づく経済産業大臣の権限であっ
て、自家用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるも
のに関するものは、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部
長に委任されている。

【罰則規定】
　第１項又は第２項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は
第120条第１号の規定により、第３項の規定による命令に違反した者は同
条第６号の規定により、それぞれ30万円以下の罰金に処せられる。
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　（主任技術者）
第四十三条　事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の
工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で
定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうち
から、主任技術者を選任しなければならない。

２　自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主
務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を
主任技術者として選任することができる。

３　事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき（前
項の許可を受けて選任した場合を除く。）は、遅滞なく、その旨を
主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様
とする。

４　主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する
保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

５　事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技
術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

【趣旨】
　本条は、事業用電気工作物設置者に対し、事業用電気工作物の工事、維
持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任すべき旨
を定め、その選任、解任について届出義務を課すとともに、主任技術者と
事業用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者の義務について規定
している。
　本法は、電気に起因する災害及び障害の防止のため、事業用電気工作物
の自主保安に重点を置いているが、主任技術者制度は、保安規程の作成届
出義務とともに、自主的な保安体制を確保するための中核をなしている。

【解説】
一　主任技術者選任義務【第１項】
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　　第１項は、主任技術者の選任に関する規定である。
　　第一に、まず、主任技術者は、主任技術者免状の交付を受けている者
のうちから選任しなければならない。すなわち、第44条の規定による主
任技術者免状の交付を受けている者のみが主任技術者に選任される資格
を有することとなる。もっとも主任技術者免状を紛失した者は、依然主
任技術者として選任され得る資格を有するものであり、一方、第44条第
４項の規定により免状の返納命令を受けた者は、免状の返納をしなくて
も、もはや主任技術者に選任され得る資格を有さないことはいうまでも
ない。

　　第二に、主任技術者は、主務省令で定めるところに従い選任しなけれ
ばならない。具体的には、施行規則第52条第１項及び原子力発電工作物
の保安に関する命令第６条第１項において、一定の事業場、原子力発電
所又は設備ごとに、選任される者が有すべき主任技術者免状の種類が定
められている。

　　主任技術者免状には、第44条第１項で定められているように、第一種、
第二種及び第三種電気主任技術者免状、第一種及び第二種ダム水路主任
技術者免状並びに第一種及び第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
の７種がある。これらの主任技術者免状の交付を受けている者が監督し
得る範囲は、主任技術者免状の種類ごとに、第44条第５項に規定する経
済産業省令で定められており、事業用電気工作物を設置する者は、その
監督させようとする電気工作物に応じて、それを監督する資格がある者
を選任しなければならない。

　　また、施行規則第52条第２項において、一定規模以下の中小自家用電
気工作物の設置者につき、一定の要件を有する者又は法人にその自家用
電気工作物に関する保安管理業務の外部委託を認める制度を設けてい
る。また、施行規則第52条第４項及び原子力発電工作物の保安に関する
命令第６条第２項の規定により、事業用電気工作物設置者は、主任技術
者に２以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならないこと
とされているが、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安上支障
がないものとして主務大臣の承認を受けた場合は兼任が認められる。
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　　第三に、主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関
する保安の監督をさせるために選任される。したがって、主任技術者を
選任すべき時点については特に定められていないが、かかる監督をさせ
る必要が生ずる時までには選任されていなければならないと解される。
例えば、発電所を設置する場合であれば、工事に着手する時までに然る
べき主任技術者を選任しなければならない。
　　なお、一般的には、施行規則第50条及び原子力発電工作物の保安に関
する命令第４条により主任技術者の更に具体的な職務は、保安規程の中
で定められることとなる。

二　主任技術者免状のない者の選任許可【第２項】
　　第２項は、自家用電気工作物設置者は、主務大臣の許可を受けて、主
任技術者免状の交付を受けていない者から主任技術者を選任し得る旨の
特例を定めている。自家用電気工作物の場合は、その種類が極めて多種
であり、それだけに、主任技術者免状の交付は受けていないが、その設
備については極めて経験豊富で精通している者がいる場合など一律に免
状の交付を受けている者から選任すべきことを義務づけるのが適当でな
い場合が考えられるので本項が設けられた。ただし、本項の許可により
選任された主任技術者は、その許可を受けた自家用電気工作物を設置す
る者の当該自家用電気工作物についてのみの保安の監督をするにとどま
る。
　　本項の適用を受ける場合としては、電気工事士法の規定に基づく第一
種又は第二種電気工事士の免状を有する者を選任する場合等がある。

三　主任技術者の選解任の届出【第３項】
　　第３項は、事業用電気工作物設置者に対して、主任技術者を選任し、
又は解任したときは、選任又は解任した後、遅滞なく、主務大臣に届け
出るべきことを定めている。これらの事項に届出義務を課したのは、事
業用電気工作物の保安に関し重要な役割を果たす主任技術者に対する監
督を適切に行うため、その異動を主務大臣が的確に把握する必要がある
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からである。
　　括弧書きにおいて第２項の許可を受けて主任技術者を選任した場合の
選任届出を不要としているのは、許可の際に当然主務大臣が知り得るか
らである。なお、第２項の許可を受けないで、主任技術者免状の交付を
受けていない者を主任技術者として選任したときは、第１項の規定違反
となる。

　　なお、施行令第27条第３項の表第15号の規定により、第２項及び第３
項の規定に基づく経済産業大臣の権限のうち、その監督に係る電気工作
物（原子力発電工作物を除く。）が一の産業保安監督部の管轄区域内の
みにある主任技術者に関するものについては、電気工作物の設置の場所
を管轄する産業保安監督部長に委任されている。

四　主任技術者の誠実義務【第４項】
　　第４項は、主任技術者の誠実義務を定めるもので、義務違反について
罰則の適用はないが、明らかに誠実義務に反しているときは、第44条第
４項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられることがある。主任
技術者の職務内容は、通例保安規程で定められるが、具体的な職務の遂
行は、臨機応変に行われるべきもので、職務の遂行としていかなる措置
を講ずべきかについていちいち規定を設けることが困難であり、主任技
術者の判断に委ねられる部分が多い。したがって、主任技術者の適切な
職務遂行を罰則によって担保することは妥当でなく、本項において訓示
的に誠実義務を謳ったのである。

五　主任技術者の指示【第５項】
　　第５項は、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者につ
いて、主任技術者が保安のためにする指示に従うべきことを定めている。
「事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者」とは、直接こ
れらに携わる者及びその監督者であり、事業用電気工作物設置者の従業
者であることを要さない。例えば、工事を請負っている工事業者の従業
員も含まれる。本項も訓示規定であり、指示違反に罰則の適用はない。
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これは、前述のとおり主任技術者の指示が主任技術者の判断により、臨
機応変に行われるものであるので、その指示の効果を罰則をもって担保
することが第４項の場合と同様妥当でないからである。

【罰則規定】
　第１項の規定に違反して主任技術者を選任しなかった者は第118条第６
号の規定により300万円以下、第３項の規定による届出をせず又は虚偽の
届出をした者は第120条第１号の規定により30万円以下の罰金に処せられ
る。

　（主任技術者免状）
第四十四条　主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。
一　第一種電気主任技術者免状
二　第二種電気主任技術者免状
三　第三種電気主任技術者免状
四　第一種ダム水路主任技術者免状
五　第二種ダム水路主任技術者免状
六　第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
七　第二種ボイラー・タービン主任技術者免状

２　主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経
済産業大臣が交付する。
一　主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資
格及び実務の経験を有する者
二　前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあ
つては、電気主任技術者試験に合格した者

３　経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、
主任技術者免状の交付を行わないことができる。
一　次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日か
ら一年を経過しない者
二　この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上
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の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなつた日から二年を経過しない者

４　経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法
律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技
術者免状の返納を命ずることができる。

５　主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をする
ことができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに
主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定め
る。

【趣旨】
　本条は、主任技術者免状の種類、免状の交付要件、欠格事由、主任技術
者免状の返納命令、免状の交付を受けた者が監督し得る保安監督の範囲等
について定めている。

【解説】
一　主任技術者免状の種類【第１項】
　　第１項は、主任技術者免状の種類を定めている。電気主任技術者免状
は第一種、第二種及び第三種、ダム水路主任技術者免状は第一種及び第
二種、ボイラー・タービン主任技術者免状は第一種及び第二種であり、
計７種の免状に分かれる。

二　主任技術者免状の交付要件【第２項】
　　第２項は、主任技術者免状は、経済産業大臣がその種類ごとに、電気
事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令（昭和40年通商
産業省令第52号）で定められる一定の学歴及び実務の経験あるいは一定
の資格及び実務の経験を有する者、電気主任技術者試験に合格した者に
対して交付される旨を定めている。

　　電気主任技術者試験に関しては、第45条に定められている。ただし、
電気主任技術者試験は、指定試験機関が実施するため、合格の決定と免
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状交付の主体が異なることから、指定試験機関から合格証の交付を受け、
それを添付して改めて経済産業大臣に対して免状交付申請を行うことと
なっている。なお、免状の交付事務については、第44条の２により指定
試験機関に委託できるとされている。
　　なお、第３項に規定する欠格事由に該当すると認められれば当然免状
の交付は行われない。ただし、欠格事由に該当しなくなった時点で免状
交付申請を行えば、直ちに交付がなされることになる。

三　主任技術者免状の欠格事由【第３項】
　　第３項は、欠格事由を定めている。すなわち、経済産業大臣は、第３
項各号のいずれかに該当する者に対しては、たとえ第２項各号のいずれ
かに該当していても、免状の交付を行わないことができる。
　　第１号は、主任技術者免状の返納命令の日から１年を経過しないこと
を欠格事項としている。返納命令後直ちに再び免状を受けるとすると、
返納命令が何らの意味を持たなくなってしまうためである。
　　第２号は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して罰金
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から２年を経過しないことを欠格事項としている。「罰金以上
の刑」として、本法の場合は、罰金と懲役であり、過料は含まれない。「刑
の執行を受けることがなくなる」とは、執行猶予の言渡しを取り消され
ることなく、猶予の期間を経過した場合、時効により刑の免除を得た場
合等である。

四　主任技術者免状の返納命令【第４項】
　　第４項は、主任技術者免状の交付を受けている者が本法又は本法に基
づく政令、省令、告示等の規定に違反した場合、その者に主任技術者と
して選任され得る資格を与えておくのは、不適当であるので、その資格
を剥奪するため、その者に対して免状の返納を命ずることができる旨を
定めたものである。
　　本法の規定に対する違反の中には、本法の規定による処分に対する違
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反が含まれることはいうまでもない。なお、主任技術者に選任されてい
る者については、免状返納命令により、第43条第１項の解説で述べたよ
うに主任技術者に選任され得る資格を失うので、事業用電気工作物設置
者は当該主任技術者を解任しなければならなくなる。

五　主任技術者免状の保有者の監督範囲【第５項】
　　第５項は、主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督
をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並び
に主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める
旨を定めている。前者の監督の範囲については施行規則第56条の表に、
後者の免状交付の手続については電気事業法の規定に基づく主任技術者
の資格等に関する省令第４条及び第５条に規定されている。

【罰則規定】
　正当な理由なく第４項の命令に違反し、主任技術者免状を返納しなかっ
た者は、第123条第３号の規定により、10万円以下の過料に処せられる。
本条の違反を軽微な事項の届出義務の違反と同様過料にとどめたのは、主
任技術者の免状を受けている者がその資格を失うのは、免状の返納による
のではなく、返納命令によって既にその資格を失うこととなるからである。
なお、正当な理由とは、免状の紛失等である。

　（免状交付事務の委託）
第四十四条の二　経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任
技術者免状（前条第一項第一号から第三号までに掲げる種類のもの
に限る。）に関する事務（主任技術者免状の返納に係る事務その他
政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。）の全部
又は一部を次条第二項の指定試験機関に委託することができる。

２　前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役
員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状
交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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【趣旨】　
　本条は、特定事業者に環境影響評価の項目のみならず調査、予測及び評
価の手法についても具体的に環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）
に記載しなければならない旨を定めている。これは、環境影響評価法にお
ける方法書では、その時点で事業者において対象事業に係る調査、予測及
び評価の手法が決定されていない場合には、これを記載しなくても良いこ
ととしているのに対し、発電所アセスにおける方法書は、省議決定「発電
所の立地に関する環境影響調査及び環境審査の強化について」（昭和52年
７月４日）に基づく発電所アセスにおいても、事業者により環境影響評価
の項目並びに調査、予測及び評価の手法が具体的に記載されており、それ
を基に事業者が作成した環境影響調査書を通商産業省が審査していたた
め、法制化に当たり国の関与が後退しない制度とするため、特定事業者に
環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法についても具体的に
方法書に記載しなければならないこととし、経済産業大臣がその方法書を
審査することとしているためである。

　（方法書の届出）
第四十六条の五　特定事業者は、環境影響評価法第六条第一項の規定
による送付をするときは、併せて方法書及びこれを要約した書類を
経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨】
　本条は、特定事業者が、環境影響評価法第６条第１項の規定により都道
府県知事及び市町村長に対し方法書及びこれを要約した書類を送付すると
きは、併せて方法書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出るこ
とを定めたものである。これは、発電所アセスにおいては、第46条の８第
１項により経済産業大臣が特定事業者の作成した方法書を審査することと
しているためである。
　なお、方法書を要約した書類は、環境影響評価手続を円滑に進めるため
に、必ずしも専門的知識を有しない者にも内容を分かりやすく周知するこ
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とが必要であることから、作成し届け出るものである。

　（方法書についての意見の概要等の届出等）
第四十六条の六　特定事業者は、環境影響評価法第九条の書類には、
同条に規定する事項のほか、同法第八条第一項の意見についての事
業者の見解を記載しなければならない。

２　特定事業者は、環境影響評価法第九条の規定による送付をすると
きは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨】
　本条は、特定事業者が、環境影響評価法第９条の規定により方法書に対
する意見書の概要を記載した書類を都道府県知事及び市町村長に送付する
際、当該意見書に対する事業者の見解を記載することを定めているほか、
併せてこれを経済産業大臣に届け出る旨を定めている。

【解説】
一　住民等の意見に対する見解【第１項】
　　第１項は、環境影響評価法第９条の住民等の意見の概要を記載した書
類には、事業者の見解を併せて記載することを定めている。これは、発
電所アセスにおいて、事業者は、電気事業法第46条の４により環境影響
評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について自らの見解を予め
具体的に定めた上で、これを方法書に記載することとしているため、方
法書について経済産業大臣が審査を行う際には、方法書に対する住民等
の意見に対して追加的に提示される事業者の見解も併せて配意すること
が適当であるためである。

二　経済産業大臣への届出【第２項】
　　第２項は、特定事業者が環境影響評価法第９条の規定により当該書類
を都道府県知事及び市町村長に対し送付する際には、併せて経済産業大
臣に届け出なければならない旨を定めている。
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　（方法書についての都道府県知事等の意見）
第四十六条の七　環境影響評価法第十条第一項の都道府県知事の意見
並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の都道府県
知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、これらの
規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、これらの
規定の意見として述べるものとする。

２　都道府県知事は、環境影響評価法第十条第一項の意見であつて特
定対象事業に係るものについては、同条第三項の規定によるほか、
前条第一項の規定により同法第九条の書類に記載された事業者の見
解に配意しなければならない。

３　環境影響評価法第十条第四項の政令で定める市の長は、同項の意
見であつて特定対象事業に係るものについては、同条第六項の規定
によるほか、前条第一項の規定により同法第九条の書類に記載され
た事業者の見解に配意しなければならない。

【趣旨】
　本条は、方法書に対する都道府県知事の意見や環境影響評価法第10条第
４項の政令で定める市の長（以下「市の長」という。）の意見について、
環境影響評価法第10条第１項、第４項及び第５項の規定にかかわらず、特
定事業者に対してではなく、経済産業大臣に述べ、その際には、前条の事
業者の見解に配意し意見を述べる旨を定めている。

【解説】
一　方法書に対する都道府県知事等の意見【第１項】
　　第１項は、方法書に対する都道府県知事の意見や市の長の意見につい
て、環境影響評価法第10条第１項、第４項及び第５項の規定にかかわら
ず、特定事業者に対してではなく、経済産業大臣に述べることを定めて
いる。これは、都道府県知事や市の長は、管轄地域における環境保全に
関する事務を所掌する行政主体としての立場から、方法書について、地
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域の環境状況等を踏まえた環境保全の見地からの意見を述べるものであ
る。当該意見は、経済産業大臣の審査に当たり有益なものであるととも
に、事業者にとり勧告等を行う行政庁を一元化することが望ましいこと
から、経済産業大臣に対し意見を述べる旨定めている。
　　なお、平成23年改正後の環境影響評価法第10条において、市の長の意
見が追加されたことに伴い、本項において、市の長の意見については、
都道府県知事の意見と同様、環境影響評価法の特例として、経済産業大
臣に述べる旨が規定された。

二　都道府県知事意見における事業者見解への配意【第２項】
　　第２項は、都道府県知事が意見を述べる際には、方法書に対する住民
等の意見に対する事業者の見解に配意することを明確にしたものであ
る。これは、発電所アセスにおいては、電気事業法第46条の６第１項に
おいて、環境影響評価法第９条の方法書についての意見の概要等には、
方法書に対する住民等の意見に対する事業者の見解を記載することとし
ているためである。

三　市の長の意見における事業者見解への配意【第３項】
　　平成23年改正後の環境影響評価法第10条において、市の長の意見が追
加されたことに伴い、都道府県知事意見（第２項）と同様、本項におい
て、市の長が意見を述べる際には、方法書に対する住民等の意見に対す
る事業者の見解に配意することを規定した。

　（方法書についての勧告）
第四十六条の八　経済産業大臣は、第四十六条の五の規定による方法
書の届出があつた場合において、環境影響評価法第十条第一項の都
道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び
同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案す
るとともに、第四十六条の六第二項の規定による届出に係る同法第
八条第一項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配
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意して、その方法書を審査し、その方法書に係る特定対象事業につ
き、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するた
め必要があると認めるときは、第四十六条の五の規定による届出を
受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に
対し、その特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予
測及び評価の手法について必要な勧告をすることができる。

２　経済産業大臣は、前項の規定による勧告をする必要がないと認め
たときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならな
い。

３　経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による
通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第十
条第一項の書面又は同条第四項の書面及び同条第五項の書面がある
場合にはその書面の写しを送付しなければならない。

【趣旨】
　本条は、発電所アセスについて、経済産業大臣が、特定事業者の作成し
た方法書を都道府県知事の意見や市の長の意見を勘案の上で審査し、必要
に応じて勧告を行うか、若しくは、勧告をする必要がないと認めた時点に
おいて、遅滞なくその旨を特定事業者に通知するとともに、勧告又は通知
する際には都道府県知事の意見や市の長の意見を合わせて送付する旨を定
めている。

【解説】
一　方法書の審査・勧告【第１項】
　　第１項は、発電所アセスについては、経済産業大臣が、特定事業者の
作成した方法書を審査し、必要に応じて勧告を行うことを定めている。

　　これは、審査を適正に行うためには、地域の有益な環境情報及び地方
公共団体の意見を踏まえることが必要であるため、経済産業大臣は、方
法書について、住民等の意見の概要及びこれに対する特定事業者の見解
に配意し、都道府県知事の意見や市の長の意見を勘案し、事業特性及び
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地域特性に即して、当該事業が環境に及ぼす影響を的確に予測評価する
ために必要な項目及び手法が選定されているかどうかの観点から審査
し、適切に選定されていないと認めるときは、特定事業者に対して環境
影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について適切なものと
するためのものである。
　　なお、「経済産業省令で定める期間」については、施行規則第61条の
５において、180日としている。

二　特定事業者への通知【第２項】
　　第２項は、経済産業大臣が勧告をする必要がないと認めた時点におい
て、遅滞なくその旨を特定事業者に通知しなければならないことを定め
ている。これは、特定事業者においては、環境影響評価準備書（以下「準
備書」という。）の作成に際し経済産業大臣の勧告を勘案して環境影響
評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない
が、特定事業者の便宜を図る観点から、勧告しないことが明らかとなっ
た場合には、経済産業大臣が勧告できる期間が経過しなくても、その旨
を特定事業者に通知し、特定事業者が手続を進められるようにするもの
である。

三　特定事業者に対する書面等の送付【第３項】
　　第３項は、経済産業大臣の審査に当たっては、都道府県知事の意見や
市の長の意見を勘案するものであるが、当該意見は、電気事業法第46条
の９により特定事業者においても勘案されることが適当であることか
ら、経済産業大臣の勧告又は通知に際し併せて特定事業者に送付するこ
ととしている。

　（環境影響評価の項目等の選定）
第四十六条の九　特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつ
たときは、環境影響評価法第十一条第一項の規定による検討におい
て、同項の規定により同法第十条第一項、第四項又は第五項の意見
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を勘案するとともに同法第八条第一項の意見に配意するほか、その
勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。

【趣旨】
　本条は、特定事業者が、方法書に対し提出された都道府県知事の意見や
市の長の意見を勘案するとともに、住民等の意見に配意しなければならな
いとしているほか、方法書に対する経済産業大臣の勧告を踏まえ、環境影
響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を検討し、選定しなければ
ならないと定めている。

　（準備書の作成）
第四十六条の十　特定事業者は、環境影響評価法第十四条第一項の環
境影響評価準備書（以下「準備書」という。）には、同項各号に掲
げる事項のほか、第四十六条の八第一項の規定による勧告の内容を
記載しなければならない。

【趣旨】
　本条は、方法書に対する経済産業大臣の勧告があったときは、特定事業
者は準備書に、その勧告の内容を記載しなければならない旨を定めている。
これは、方法書に対する経済産業大臣の勧告内容等を記載し、勧告内容等
に対する特定事業者の対応を示すことにより、勧告内容等が如何に反映さ
れているかを対外的に分かるようにするとともに、特定事業者の環境配慮
を促進させるものである。

　（準備書の届出）
第四十六条の十一　特定事業者は、環境影響評価法第十五条の規定に
よる送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経
済産業大臣に届け出なければならない。
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【趣旨】
　本条は、特定事業者が、環境影響評価法第15条の規定により準備書及び
これを要約した書類を関係都道府県知事及び関係市町村長に対し送付する
際には、併せてこれを経済産業大臣に届け出ることを定めたものである。
これは、発電所アセスにおいては、電気事業法第46条の14に基づき経済産
業大臣が特定事業者の作成した準備書を審査することとしているためであ
る。
　なお、準備書を要約した書類は、環境影響評価手続を円滑に進めるため
に、必ずしも専門的知識を有しない者にも内容を分かりやすく周知するこ
とが必要であることから、作成し届け出るものである。

　（準備書についての意見の概要等の届出）
第四十六条の十二　特定事業者は、環境影響評価法第十九条の規定に
よる送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出
なければならない。

【趣旨】
　本条は、特定事業者が、環境影響評価法第19条の規定により当該書類を
関係都道府県知事及び関係市町村長に対し送付する際、併せて経済産業大
臣に届け出なければならない旨を定めている。これは、準備書について経
済産業大臣が審査を行う際、準備書に対する住民等の意見及び当該意見に
ついての事業者の見解にも配意することが適当であるためである。

　（準備書についての関係都道府県知事等の意見）
第四十六条の十三　環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知
事の意見並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の
関係都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについて
は、これらの規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対
し、これらの規定の意見として述べるものとする。
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【趣旨】
　本条は、準備書に対する関係都道府県知事の意見や市の長の意見につい
て、環境影響評価法第20条第１項の規定にかかわらず、特定事業者に対し
てではなく、経済産業大臣に述べることを定めている。これは、関係都道
府県知事の意見や市の長は、管轄地域における環境保全に関する事務を所
掌する行政主体としての立場から、準備書について、地域の環境状況等を
踏まえた環境保全の見地からの意見を述べるものである。当該意見は、経
済産業大臣の審査に当たり有益なものであるとともに、特定事業者にとっ
て勧告等を行う行政庁を一元化することが望ましいことから、経済産業大
臣に対し意見を述べる旨定めている。

　（準備書についての勧告）
第四十六条の十四　経済産業大臣は、第四十六条の十一の規定による
準備書の届出があつた場合において、環境影響評価法第二十条第一
項の関係都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長
の意見及び同条第五項の関係都道府県知事の意見がある場合にはそ
の意見を勘案するとともに、第四十六条の十二の規定による届出に
係る同法第十八条第一項の意見の概要及び当該意見についての事業
者の見解に配意して、その準備書を審査し、その準備書に係る特定
対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされること
を確保するため必要があると認めるときは、第四十六条の十一の規
定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限
り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価につ
いて必要な勧告をすることができる。

２　経済産業大臣は、前項の規定による審査をするときは、環境大臣
の環境の保全の見地からの意見を聴かなければならない。

３　経済産業大臣は、第一項の規定による勧告をする必要がないと認
めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければなら
ない。

４　経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による
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通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第
二十条第一項の書面又は同条第四項の書面及び同条第五項の書面が
ある場合にはその書面の写しを送付しなければならない。

【趣旨】
　本条は、発電所アセスについて、経済産業大臣が、特定事業者の作成し
た準備書を環境大臣の意見を聴取した上で審査し、必要に応じて勧告を行
うか、若しくは勧告をする必要がないと認めた時点において、遅滞なくそ
の旨を特定事業者に通知するとともに、勧告又は通知の際には関係都道府
県知事の意見や市の長の意見を併せて送付する旨定めている。

【解説】
一　準備書の審査・勧告【第１項】
　　第１項は、発電所アセスについて、経済産業大臣が、特定事業者が作
成した準備書を審査し、必要に応じて勧告を行うことを定めている。
　　これは、審査を適正に行うためには、地域の有益な環境情報及び地方
公共団体の意見を踏まえることが必要であるため、経済産業大臣は、準
備書について、住民等の意見の概要及びこれに対する事業者の見解に配
意し、関係都道府県知事の意見や市の長の意見を勘案し、事業特性及び
地域特性に即して、特定事業者が実施した環境影響評価の結果、及び特
定事業者により適正な環境配慮がなされているかどうかの観点から審査
し、これがなされていないと認めるときは、特定事業者に対して必要な
環境影響評価を行うこと等を勧告することとしているものである。
　　なお、「経済産業省令で定める期間」については、施行規則第61条の
８において、270日としている。

二　準備書に対する環境大臣意見【第２項】
　　第２項は、環境大臣が、環境保全行政を総合的に推進する立場にある
者として、広く環境保全に関する知見を有しているため、経済産業大臣
は準備書の審査に当たり、その意見を聴くことを定めている。
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三　特定事業者への通知【第３項】
　　第３項は、経済産業大臣が勧告をする必要がないと認めた時点におい
て、遅滞なくその旨を特定事業者に通知しなければならないことを定め
ている。これは、特定事業者においては、環境影響評価書（以下「評価
書」という。）の作成に際し経済産業大臣の勧告を勘案しなければなら
ないが、特定事業者の便宜を図る観点から、勧告しないことが明らかに
なった場合には、経済産業大臣が勧告できる期間が経過しなくても特定
事業者が評価書の作成に着手できるようにするため、その旨を特定事業
者に通知し、特定事業者が手続を進められるようにするものである。

四　特定事業者に対する書面等の送付【第４項】
　　第４項は、経済産業大臣の審査に当たっては、関係都道府県知事の意
見や市の長の意見を勘案するものであるが、当該意見は、特定事業者に
おいても勘案されることが適当であることから、経済産業大臣の勧告又
は通知に際し併せて特定事業者に送付することを定めている。

　（評価書の作成）
第四十六条の十五　特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があ
つたときは、環境影響評価法第二十一条第一項の規定による検討に
おいて、同項の規定により同法第二十条第一項、第四項又は第五項
の意見を勘案するとともに同法第十八条第一項の意見に配意するほ
か、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。

２　特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項の環境影響評価
書（以下「評価書」という。）には、同項各号に掲げる事項のほか、
第四十六条の八第一項及び前条第一項の規定による勧告の内容を記
載しなければならない。

【趣旨】
　本条は、準備書に対する経済産業大臣の勧告があったときは、特定事業
者は、準備書の記載事項についての検討において、関係都道府県知事の意
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見や市の長の意見を勘案するとともに、住民等の意見に配意するほか、経
済産業大臣の勧告を踏まえて、当該準備書の記載事項についての検討を加
え、評価書にその内容を記載しなければならない旨を定めている。

【解説】
一　評価書の作成【第１項】
　　第１項は、準備書に対する経済産業大臣の勧告があったときは、特定
事業者は、準備書の記載事項についての検討において、関係都道府県知
事の意見や市の長の意見を勘案するとともに、住民等の意見及び当該意
見についての事業者の見解に配意するほか、経済産業大臣の勧告を踏ま
えて、当該準備書の記載事項についての検討を加えなければならない旨
を定めている。

二　勧告内容の評価書への記載【第２項】
　　第２項は、特定事業者が、方法書及び準備書に対する経済産業大臣の
勧告があったときは、評価書にその内容を記載しなければならない旨を
定めている。これは、方法書及び準備書に対する経済産業大臣の勧告内
容等を記載し、勧告内容等に対する特定事業者の対応を示すことにより、
勧告内容等が如何に反映されているかを対外的に分かるようにするとと
もに、特定事業者の環境配慮を促進させるものである。

　（評価書の届出）
第四十六条の十六　特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項
の規定により評価書を作成したときは、その評価書を経済産業大臣
に届け出なければならない。次条第一項の規定による命令があつた
場合において、これを変更したときも、同様とする。

【趣旨】
　本条は、特定事業者が評価書を作成したとき、又は、次条の経済産業大
臣の変更命令を受け評価書を変更したときは、その評価書を経済産業大臣
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に届け出なければならないことを定めている。これは、発電所アセスにお
いては、経済産業大臣が特定事業者の作成した評価書を審査することとし
ているためである。

　（変更命令）
第四十六条の十七　経済産業大臣は、前条の規定による届出があつた
評価書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配
慮がなされることを確保するため特に必要があり、かつ、適切であ
ると認めるときは、同条の規定による届出を受理した日から経済産
業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、相当の期限を定
め、その届出に係る評価書を変更すべきことを命ずることができる。

２　経済産業大臣は、前項の規定による命令をする必要がないと認め
たときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならな
い。

【趣旨】
　本条は、事業者が作成した評価書に対し、環境の保全に係る適正な配慮
を確保するため、必要かつ適切であると認めるときの変更命令について定
めている。

【解説】
一　評価書の変更命令【第１項】
　　第１項は、事業者が作成した評価書における環境保全上の配慮が適正
なものとなることを確保するため、工事計画に前置する評価書に対する
変更命令について規定している。発電所アセスについては、準備書に対
して勧告がなされ、それを踏まえて評価書が作成されることを前提とし
ていることから、命令は、既に発出した勧告の反映状況を踏まえ、特に
必要があり、かつ、適切と認める場合に発動することとしている。

　　なお、「経済産業省令で定める期間」については、施行規則第61条の
10において30日としている。（変更した評価書を届け出た場合の「経済
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産業省令で定める期間」も同様の30日とする。）

二　特定事業者への通知【第２項】
　　第２項は、評価書についてその内容を確定させ、次の手続へ移行させ
るために、命令を行う必要がないと認めるときの通知について規定して
いる。
　　なお、第１項の命令があったときは、特定事業者は電気事業法第46条
の16後段の規定により変更後の評価書を経済産業大臣に届け出ることと
なり、経済産業大臣は同法第46条の17第２項の規定に基づき変更命令の
必要がなければその旨を当該特定事業者に通知することとなる。

【罰則規定】
　本条第１項の規定による命令に違反した特定事業者に対しては、第122
条の規定により、100万円以下の過料に処せられる。

　（評価書の送付）
第四十六条の十八　経済産業大臣は、前条第二項の規定による通知を
したときは、その通知に係る評価書の写しを環境大臣に送付しなけ
ればならない。

２　特定事業者は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、速
やかに、環境影響評価法第十五条に規定する関係都道府県知事及び
関係市町村長に対し、その通知に係る評価書、これを要約した書類
及び前条第一項の規定による命令の内容を記載した書類を送付しな
ければならない。

【趣旨】
　本条は、評価書に対する変更命令を発動する必要がないと経済産業大臣
が認め、その旨を特定事業者に通知したときに、その通知に係る評価書の
写しを環境大臣に送付しなければならない旨を定めるとともに、特定事業
者は、変更命令を行わない旨の経済産業大臣の通知を受けたときは、速や
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かに関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、その通知に係る評価書、
これを要約した書類及び変更命令を受けているときはその内容を記載した
書類を送付しなければならない旨を定めている。

【解説】
一　環境大臣への評価書の写しの送付【第１項】
　　第１項は、法第46条の17第２項に基づき、経済産業大臣が評価書に対
する変更命令を発動する必要がないと認め、その旨を通知したときは、
その通知に係る評価書の写しを環境大臣に送付しなければならない旨を
定めている。

二　関係都道府県知事及び関係市町村長への送付【第２項】
　　第２項は、特定事業者は、変更命令を行わない旨の経済産業大臣の通
知を受けたときは、速やかに、関係都道府県知事及び関係市町村長に対
し、その通知に係る確定した評価書、これを要約した書類を送付するこ
ととなる。

　 　なお、第１項の命令があったときは、特定事業者は第46条の16後段の
規定により、変更後の評価書を届け出ることとなるが、このときも、特
定事業者は第46条の17第２項の規定による経済産業大臣からの通知を受
けた後、確定した評価書を関係都道府県知事等へ送付することとなる。

　（評価書の公告及び縦覧）
第四十六条の十九　特定事業者に対する環境影響評価法第二十七条の
適用については、同条中「第二十五条第三項の規定による送付又は
通知をした」とあるのは「電気事業法第四十六条の十七第二項の規
定による通知を受けた」と、「評価書を」とあるのは「当該通知に
係る評価書を」と、「評価書等」とあるのは「当該通知に係る評価書、
これを要約した書類及び同条第一項の規定による命令の内容を記載
した書類」とする。
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【趣旨】
　本条は、特定事業者に対する、環境影響評価法の評価書の公告及び縦覧
についての規定の適用について規定している。特定事業者は、変更命令を
行わない旨の経済産業大臣の通知を受けた評価書、要約書及び変更命令を
受けているときはその内容を記載した書類を公告及び縦覧に供しなければ
ならないこととしている。

　（環境の保全の配慮）
第四十六条の二十　特定事業者は、環境影響評価法第三十八条第一項
の規定により、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対
象事業を実施するとともに、第四十六条の十七第二項の規定による
通知に係る評価書に記載されているところにより、環境の保全につ
いての適正な配慮をしてその特定対象事業に係る事業用電気工作物
を維持し、及び運用しなければならない。

【趣旨】
　本条は、環境影響評価法により特定対象事業の実施に当たり事業者に環
境配慮の責務を課すとともに、当該事業の維持及び運用においても評価書
に記載されているところにより、適正な環境配慮を行う責務を定めている。
これは、特定対象事業の実施（工事）において、事業者が行う環境保全上
の配慮は、評価書により環境の保全に適正な配慮を行うことを環境影響評
価法の責務として課すこととしており、発電所については、地域住民等の
理解促進のために、その維持及び運用についても、適正な環境配慮を行う
ことが必要であるためである。

　（報告書の公表）
第四十六条の二十一　特定事業者に対する環境影響評価法第三十八条
の三第一項の適用については、同項中「第二十二条第一項の規定に
より第二十一条第二項の評価書の送付を受けた者にこれを送付する
とともに、これ」とあるのは、「これ」とする。
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【趣旨】
　本条は、特定事業者に対する、環境影響評価法の環境保全措置等の報告
書の送付及び公表に係る規定の適用について規定している。

【解説】
　環境影響評価法第38条の３第１項において、事業者は、環境保全措置等
の報告書を対象事業に係る許認可権者（同法第22条第１項の規定に基づき、
事業者から環境影響評価書の送付を受けた者）に送付することが義務づけ
られているが、電気事業法第46条の23において環境影響評価法第22条の適
用は除外されているため、同法に基づく環境保全措置等の報告書の送付の
宛先は存在しないこととなる。
　この環境保全措置等の報告書の送付は、①対象事業にかかる許認可権者
から環境大臣に送付して意見を求め（環境影響評価法第38条の３第２項）、
②必要に応じ環境大臣が許認可権者に意見を述べ（環境影響評価法第38条
の４)、③許認可権者が環境大臣の意見を勘案しながら、当該報告書の内
容について助言する（環境影響評価法第38条の５) ことで、評価書に記載
された環境保全措置等についての適切な実施・充実化を求めるためのもの
である。
　この点、電気事業法では、第47条の工事計画の認可及び第48条の工事計
画の届出において、事業者の工事計画が環境影響評価書に従っていること
が認可等の条件とされている。加えて、同法第47条及び第48条の規定に違
反して工事を行った場合には、罰則が課せられることとなっており、評価
書に記載されたとおりの事業の実施が環境影響評価法よりも強く担保され
ていると考えられる。また、経済産業大臣に対し、準備書に対する勧告の
段階で環境大臣の意見を聴くことが義務付けられ（電気事業法第46条の14
第２項）、当該意見を踏まえた経済産業大臣の勧告にしたがっているか否
かを評価書の段階で審査し、勧告が踏まえられていなければ、事業者に対
し評価書の変更命令をかけることが可能となっている（電気事業法第46条
の17）。そのため、環境大臣の意見が十分に勘案された結果が評価書に記
載されていると考えられ、工事段階において、環境大臣が追加の意見を述
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【趣旨】
　本条は、事業用電気工作物の設置又は変更の工事のうち、公共の安全の
確保上特に重要なものについて、技術基準への適合性、一般送配電事業の
用に供する事業用電気工作物にあっては電気の円滑な供給確保のための技
術上の適切性、特定対象事業においては確定された環境影響評価書に従っ
ていること、発電所アセスを行うことを要しないと判定された事業につい
てその事業概要が工事計画においても変更されていないものであること等
の観点から重要なものの計画とその計画の変更について、事前に主務大臣
の認可を受けるべき義務を事業用電気工作物設置者に課するとともに、そ
の認可基準を定めている。具体的に本条の認可を受けるべきものの範囲は、
施行規則第62条第１項及び原子力発電工作物の保安に関する命令第10条第
１項に定められている。

【解説】
一　工事計画の認可【第１項】
　　第１項本文は、事業用電気工作物設置者が事業用電気工作物のうち、
設置又は変更の工事であって、公共の安全の確保上特に重要なものとし
て主務省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画につい
て、主務大臣の認可を受けるべきことを定めている。なお、平成11年の
基準・認証一括法による改正により、第１項に「公共の安全の確保上特
に重要なものとして」を加え、認可の対象を原則原子力発電所に係るも
のとした。「変更の工事」とは、発電設備の設置及び既設の電気工作物
の改造、修理、取替等の工事をいい、工事進行中における設計の変更は、
工事計画の変更として、第２項の問題として処理される。この場合、何
をもって「既設」と考えるかについては問題があるが、第49条第１項の
使用前検査の対象となる事業用電気工作物については検査に合格した
後、他の事業用電気工作物については使用を開始した後を「既設」と考
えるのが妥当と解する。
　　ただし書は、事故等により電気工作物が滅失、損壊した場合の復旧工
事及び災害その他非常の場合で（電気工作物自体は被害を受けていな
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い。）、復旧工事用等のため緊急に電気を供給する必要があるときの応急
工事について、事態の緊急性に鑑み、認可を受けないで工事を行える旨
定めている。この特例が認められるのは、その趣旨から、このような事
態に対処するために必要やむを得ない範囲に限られ、かつ、その工事は、
応急的な一時的工事として行われるものでなければならない。このただ
し書の規定に従って工事を行ったときは、保安確保の観点から、工事着
手後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るべきことが第４項に定め
られている。

　　なお、「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、主務省令
で定めるものをしようとする者」は、請負工事の場合には注文者が「し
ようとする者」になる。また、事業用電気工作物の所有者（所有者にな
ろうとする者を含む。）とは限らず、賃貸人が修理を行う場合のように
占有者である場合もある。

二　工事計画の変更の認可【第２項】
　　第２項本文は、第１項の認可を受けた工事の計画を変更しようとする
ときは、主務大臣の認可を受けるべき旨を定めている。工事計画の変更
として扱われる範囲は、第１項の認可を受けた後、前述の「既設」の電
気工作物となるまでの間における変更である。

　　ただし書は、工事計画の変更のうち主務省令で定める軽微なものは、
認可を受けないで行える旨を定めている。したがって、認可を要すべき
変更は、具体的には施行規則第62条第２項及び原子力発電工作物の保安
に関する命令第10条第２項で定める変更以外のものとして特定されるこ
ととなる。なお、このただし書の規定により工事計画の変更をするとき
は、特に軽微なものとして第５項ただし書の主務省令で定める場合を除
いて、計画変更後遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るべきことが第
５項に定められている。この主務省令で定める場合は、施行規則第62条
第３項及び原子力発電工作物の保安に関する命令第10条第３項に定めら
れている。
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三　認可基準【第３項】
　　第３項は、第１項及び第２項の認可について、その認可基準を定めて
いる。主務大臣は、工事計画が本項第１号から第４号までに掲げられて
いる基準に適合していると認めるときは認可をしなければならない。な
お、平成11年の基準・認証一括法による改正前においては、「水力を原
動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあっては、その事業
用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なもの
である」かが認可の基準の一つとされていたが、この改正後、水力発電
設備は工事計画の認可対象から届出対象となったことから、この基準は
第47条から削除されることとなった。また、平成11年の基準・認証一括
法による改正前において、「事業用電気工作物が電気事業の用に供され
る場合にあっては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保す
るため技術上適切なものである」かどうかを認可の基準として規定して
いたが、改正後は、前述の基準を基に工事計画の審査をすれば大規模供
給支障の防止はこと足りると判断した背景があり、条文中の「電気事業」
を「一般電気事業」に限定することとした。改正の解説については第39
条第２項第３号の解説を参照されたい。また、平成９年改正において、
環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価の結果に従ってい
ること等を認可基準として追加している。また、平成26年改正に伴い、
一般電気事業者制度の廃止後、一般電気事業者の担っていた送配電行為
は一般送配電事業者が行うこととなったため、これらの規定については、
「一般電気事業（者）」を「一般送配電事業（者）」と改正することとした。
　⑴ 　第１号は、認可申請のあった工事計画に係る事業用電気工作物が工

事計画から判断して「第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準
に適合しないものでないこと」を要件として定めている。「第三十九
条第一項の主務省令で定める技術基準」は、事業用電気工作物につい
て、人体に対する危害、物件に対する損傷、物件の機能に対する電気
的又は磁気的障害、一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及
ぼす波及事故、一般送配電事業の用に供する事業用電気工作物にあっ
ては損壊による著しい供給支障を、防止するために定められるもので
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あり、事業用電気工作物がこの基準に適合していないと認めるときは、
主務大臣は、これに対し修理、改造、移転、使用の一時停止等の命令
を出し得ることとされているので、本条において計画段階で規制する
際もこの技術基準を認可基準として引用したのである。なお、本号に
おいて「適合すること」と規定せず、「適合しないものでないこと」
としたのは、第39条第１項の技術基準には、絶縁耐力や温度上昇限度
のようにその性質上工事計画の審査の段階では適合しているか否かの
確認ができない事項も含まれるので、工事計画の認可に際しては、そ
の段階で確認し得る範囲で電気工作物が技術基準に適合していれば足
りるという趣旨から、このように定めたものである。

　⑵ 　第２号は、認可申請のあった工事計画に係る一般送配電事業の用に
供する事業用電気工作物が工事計画から判断して「電気の円滑な供給
を確保するため技術上適切なものであること」を要件として定めてお
り、電気の円滑な供給確保上技術的に重要な事項についてその設計が
適切であるか否かを判断することとなる。なお、これらの事項は一律
的な基準は定め難く、個々具体的なケースに即して判断するのが妥当
であることから特掲したものである。

　⑶ 　第３号は、認可申請のあった工事計画が、環境影響評価を行った特
定対象事業であるときは、経済産業大臣が変更する必要がないと認め
通知をした評価書に従っているものであることを要件として定めてい
るものである。これにより申請のあった工事計画が評価書と整合が図
られているかを判断することとなる。評価書は工作物の構造若しくは
性能又は工事方法に関する環境保全対策のみならず工作物の維持及び
運用に係る対策をも包含するものであるが、本条は工事計画に関する
ものであることから、適合性の判断の対象は、工事に関する環境保全
対策となる。また、「評価書に従っている」とは、評価書に記載され
た環境保全対策のうち、工事計画に係るものは全て工事計画において
も盛り込まれていることを要し、不足する事項があれば認可要件を満
たさないこととなる。ただし、環境の保全の見地からみて軽微な変更
や、より適正な環境配慮についての変更がなされていることを妨げる
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ものではなく、かかる場合には、「従っているもの」として認可する
こととなる。

　⑷ 　第４号は、環境影響評価法第２条第３項に規定する第二種事業で
あって、同法第４条第３項第２号により環境影響評価を行うことを要
さないと判定された事業については、その事業概要が工事計画におい
ても変更されていないものであることを担保するものである。すなわ
ち、事業概要から判断して環境影響評価が不要と判断されたものであ
り、工事計画段階における事業概要は、環境影響評価が不要と判断さ
れた事業概要と同一である場合に限って認可することとし、同法第４
条第３項の判定を受けずに事業概要を当初のものから変更した場合に
は、変更後の事業については、判定を経ていないものとして、その工
事計画を認可しないこととなる。

【罰則規定】
　第１項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者は、
原子力発電工作物に関しては、第116条第４号の規定により、３年以下の
懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。原
子力発電工作物以外の場合は、第118条第７号の規定により、300万円以下
の罰金に処される。第４項又は第５項の規定による届出をせず、又は虚偽
の届出をした者は、第120条第１号の規定により30万円以下の罰金に、そ
れぞれ処せられる。
　なお、第２項の規定による計画の変更についての認可を受けないで、第
１項の認可を受けた計画と相違する工事をした場合には、その部分につい
て工事計画の認可を受けないで工事を実施したこととなり、原子力発電工
作物の場合は第116条第４号の規定により、また、原子力発電工作物以外
の場合は第118条第７号の規定により処罰される。この場合、既遂の時期
は工事に着手した時となる。

第四十八条　事業用電気工作物の設置又は変更の工事（前条第一項の
主務省令で定めるものを除く。）であつて、主務省令で定めるもの
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をしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければ
ならない。その工事の計画の変更（主務省令で定める軽微なものを
除く。）をしようとするときも、同様とする。

２　前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から
三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始しては
ならない。

３　主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の
各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期
間を短縮することができる。
一　前条第三項各号に掲げる要件
二　水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあ
つては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保す
るため技術上適切なものであること。

４　主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項
各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした
者に対し、その届出を受理した日から三十日（次項の規定により第
二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期
間）以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを
命ずることができる。

５　主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三
項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要
し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当
の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長すること
ができる。この場合において、主務大臣は、当該届出をした者に対
し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなけ
ればならない。

【趣旨】
　本条は、事業用電気工作物の設置又は変更の工事のうち、前条第１項の
公共の安全の確保上特に重要なものとして認可を要すべき工事以外の工事
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であって、なお重要なものを事業用電気工作物設置者が行おうとする場合
には、事前に主務大臣に当該工事の計画を届け出るべきことを規定すると
ともに、その工事計画の変更についても同様に事前届出の義務を課し、ま
た、届出のあった工事計画に関し、審査期間の延長、変更命令権を定めて
いる。

【解説】
一　工事計画の届出【第１項】
　　第１項前段は、事業用電気工作物の設置又は変更の工事について、事
前に当該工事の計画を主務大臣に届け出るべきことを定めている。届出
を要すべき場合は、第47条第１項の認可を要すべき工事以外の工事をし
ようとする場合として本項前段の主務省令で定める場合である。この主
務省令は、施行規則第65条第１項 , 第２項及び原子力発電工作物の保安
に関する命令第13条第１項に定めている。
　　第１項後段は、届出をした工事計画の変更についての規定である。す
なわち、その変更が本項後段の主務省令で定める軽微なものであるとき
は届出を要さないが、それ以外の変更をしようとするときは、事前にそ
の変更について主務大臣に届け出なければならない。なお、変更の工事
と計画の変更との関係については第47条第１項の解説を参照されたい。

二　工事開始までの審査期間【第２項】
　　第２項は前項の届出をした者は、その受理の日から30日を経過した後
でなければ工事を開始してはならない旨を定めたものであるが、その趣
旨は、30日の間に、主務大臣が前条第３項各号及び第48条第３項第２号
の基準に照らして審査を行い、必要があれば第４項による命令を発する
というものである。かかる30日間の工事開始禁止は、昭和58年12月の改
正以前においても第１項において「工事開始の三十日前までに届出るべ
し」という形で定められ、違反した場合には、罰則の適用があったが、
規定の整理上、第２項にこのように規定されたものである。
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三　審査期間の短縮【第３項】
　　第３項は、定型化された工事等であって30日間も審査期間としては必
要がないという場合には、30日以下に工事開始禁止期間を短縮すること
ができるとしたものである。かかる規定がないと、わずかな修理であっ
ても届出後30日を経過しなければ工事開始ができなくなるという不都合
が生じかねないためである。

　　期間短縮の審査の基準に関して、平成11年の基準・認証一括法による
改正前の電気事業法（以下この条の解説において「旧電気事業法」とい
う。）第47条第３項の認可基準の５つの号全てをそのまま引用する形で
定められていたが、この改正により、認可（第47条）が原則原子力発電
所に属するものとされたことから、水力発電設備に関連する旧電気事業
法第47条第３項第２号を削り、水力発電設備に関連する要件については
第48条第３項第２号に新たに規定した。なお、認可基準として残る第47
条第３項の４つの号は第48条第３項第１号でまとめて引用し、全体とし
ては２つの号にまとめられた。

四　工事計画の変更・廃止命令【第４項】
　　第４項は、第１項により届け出られた工事の計画について、主務大臣
が、前項各号の基準に照らして審査し、これらの基準に適合しないと認
めるときは、事業用電気工作物設置者に対し、届出の日から起算して30
日の間（次項の規定により審査期間が延長された場合にあっては、当該
延長後の期間）に限り、その工事（計画の変更の場合はその変更の部分
に係る工事）の計画の変更又は廃止を命ずることができる旨を定めてい
る。変更命令が出された場合には、届出者は、第１項の規定によりその
変更部分に係る工事計画を、工事着手前に届け出ることを要する。

五　審査期間の延長【第５項】
　　第５項は、平成11年の基準・認証一括法による改正で新たに規定した
ものである。第１項の届出があった工事の計画が、第３項各号に適合す
るかどうかについて、第２項の規定する30日以内に審査を終了すること
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ができない相当の理由があるときは、当該30日を延長することができる
旨規定されており、この場合において、主務大臣は、当該届出をした者
に対し、遅滞なく、延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければ
ならないこととなっている。これは、工事の計画に新技術が導入される
場合等、当該計画の審査に時間を要するケースが想定されるからである。

六　工事計画審査の権限委任
　　施行令第27条の表第16号の規定により、本条第１項及び第３項から第
５項までの規定に基づく経済産業大臣の権限のうち、一定出力未満の水
力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所、風力発電所、
一定出力未満の変電所、一定電圧未満の送電線路、一定電圧未満の電力
系統に係る保安通信設備、及び需要設備の工事に関するものについては、
一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物の工
事に関するものに限り、電気工作物の工事が行われる場所を管轄する産
業保安監督部長に委任されている。

【罰則規定】
　第１項又は第２項に違反して事業用電気工作物の設置又は変更の工事を
した者は、第120条第７号の規定により30万円以下の罰金に、第４項の規
定による命令に違反して事業用電気工作物の設置又は変更の工事をした者
は、第119条第10号の規定により100万円以下の罰金に、それぞれ処せられ
る。

　（使用前検査）
第四十九条　第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若
しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は前条第一項の規定に
よる届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物
（その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた
場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除
く。）であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省



485

令で定めるもの（第百十二条の三第三項において「特定事業用電気
工作物」という。）は、その工事について主務省令で定めるところ
により主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これ
を使用してはならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限
りでない。

２　前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいず
れにも適合しているときは、合格とする。
一　その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工
事の計画（同項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたも
のを含む。）又は前条第一項の規定による届出をした工事の計画
（同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。）に
従つて行われたものであること。

二　第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないも
のでないこと。

【趣旨】
　本条は、第47条第１項若しくは第２項の認可に係る事業用電気工作物の
うち主務省令で定めるもの、又は第48条第１項の規定による届出に係る事
業用電気工作物のうち主務省令で定めるものは、その工事について検査を
受け、これに合格した後でなければ使用してはならない旨を定めるととも
に、検査の合格基準を定めている。本条の趣旨は、第47条あるいは第48条
により計画段階において事業用電気工作物の技術基準の適合性等について
のチェックが行われるが、このうち公共の安全の確保上特に重要なものは
実際の工事についてもチェックを行う必要があり、検査を行うものである。
　なお、対象設備は、平成11年の基準・認証一括法による改正により、公
共の安全の確保上特に重要なものとして、原則、原子力発電所に係るもの
とされた。

【解説】
一　使用前検査【第１項】
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　　第１項は、第47条第１項若しくは第２項の認可を受けて設置若しくは
変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第１項の規定による届出
をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物であって公共の
安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものの使用は、そ
の工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、
これに合格した後でなければ行ってはならない旨定めている。
　　この規定による規制を受けるのは、第一には第47条第１項又は第２項
の認可を受けて設置又は変更の工事をする事業用電気工作物のうち主務
省令で定めるものである。工事の計画について第47条第１項の認可申請
をしないで工事をした事業用電気工作物又は不認可になった工事の計画
に係る事業用電気工作物は、本項の対象からは除外される。第二には第
48条第１項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電
気工作物のうち主務省令で定めるものであるが、このうち、その工事の
計画について、第48条第４項の規定による変更命令が出された場合にそ
の変更命令に応じて第１項の規定による変更の届出が出されていないも
のは括弧書きにより除かれている。第48条第１項の届出を全くしないで
設置若しくは変更の工事をした事業用電気工作物又は第48条第４項の規
定による変更命令に応じていながら同条第１項の規定による変更の届出
をしない事業用電気工作物、廃止命令を受けた事業用電気工作物は、本
項の対象とならない。
　　平成11年の基準・認証一括法による改正により対象設備は、施行規則
第68条において、火力発電所、水力発電所、燃料電池発電所、太陽電池
発電所、風力発電所以外の発電所に係るものと規定された。これは、原
則原子力発電所に係るものを対象とするものであるが、今後同条に掲げ
ていない新方式の発電所が設置される場合は、これも対象設備とするこ
とが適当であることから、このように規定された。なお、その趣旨から、
法律上は第49条第１項の主務省令の前に「公共の安全の確保上特に重要
なものとして」と規定された。
　　本項ただし書は、本文の例外措置を講ずるためであり、ただし書の「主
務省令で定める場合」は、検査を受けることなく使用できることとなる。
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具体的には、施行規則第70条及び原子力発電工作物の保安に関する命令
第18条において規定されている。

　　なお、検査を受けるべき者については明示されていないが、第47条又
は第48条において主務大臣の認可又は届出を義務付けられているのは事
業用電気工作物の設置又は変更の工事をしようとする者であり、本条は
その工事に係る検査であることから、同じ者が検査を受けるべき者とな
る。

　　本項の検査を受けようとする者は、第112条の規定により国に手数料
を納付することが必要であり、また本項の検査は、第104条の規定によ
り経済産業省及び原子力規制委員会に置かれる電気工作物検査官が行
う。

二　使用前検査の合格基準【第２項】
　　第２項は、第１項の検査の合格基準を定めている。合格基準としては、
次に述べる２つの基準があり、そのいずれにも適合しているときに合格
となる。

　⑴ 　第１号は、実際の工事が第47条第１項若しくは第２項の認可を受け
た工事の計画又は第48条第１項の規定による届出をした工事の計画に
従って行われていることを合格要件として定めている。したがって、
計画変更の認可を受けず、又は届出をしないで当初の計画と違った工
事をした場合には、この基準により不合格となる。なお、認可を受け
た工事の計画に第47条第２項ただし書の主務省令で定める軽微な変更
をしたもの、又、届出をした工事の計画に第48条第１項後段の経済産
業省令で定める軽微な変更をしたものをそれぞれ含む旨が定められて
いるが、これは、これらの軽微な変更については認可又は届出を要さ
ない旨定められているので、その範囲において、認可を受けた工事の
計画又は届出をした工事の計画と実際の工事とが相違していても第１
号の基準としては、支障ないとする趣旨である。

　⑵ 　第２号は、第39条第１項の主務省令で定める技術基準に適合しない
ものでないことを要件として定めている。この基準は、第47条第３項
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第１号の認可基準及び第48条第４項の規定による命令を出す際の基準
と同じものである。使用前検査においてこのように同じ基準で審査す
るのは、技術基準の中には計画段階では適合しているか否かを確認し
得ない事項もあり、認可時ないし届出時と検査時との時間的差異によ
り、例えば周囲の状況に変化が生じ、技術基準に適合しなくなるよう
なことも考えられるためであり、検査の合格基準として、本号におい
て再び掲げられている。「技術基準に適合しないものでないこと。」と
規定したのは、技術基準の中には検査時においてそれに適合している
か否かを確認し得ない事項もあるからであり、第47条の解説で述べた
ところと同じ趣旨によるものである。

【罰則規定】
　原子力発電工作物に関しては、第１項の規定に違反して検査を受けず、
あるいは検査を受けたが不合格になったにもかかわらず、事業用電気工作
物を使用した者は、第117条の２第８号の規定により、１年以下の懲役若
しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。また、法
人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人
又は人の業務に関して違反をした場合は、第121条の規定により、その法
人に対して１億円以下の罰金に処せられる（いわゆる法人重課）。原子力
発電工作物以外に関しては、第１項の規定に違反して電気工作物を使用し
た者は、第119条第11号の規定により、100万円以下の罰金に処せられる。
　なお、第１項ただし書の主務省令において、その使用の方法等を主務大
臣の承認等にかからしめた場合には、その承認等を受けた使用の方法等以
外の方法等で行ったときは、第１項違反として処罰される。

第五十条　主務大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物につ
いて同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認
めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物
を仮合格とすることができる。

２　前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第一
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項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同
項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。

【趣旨】
　本条は、仮合格の制度について定めている。仮合格とは、事業用電気工
作物について第49条第１項の検査を行った場合において、同条第２項の合
格基準には適合していないが、やむを得ない必要があるため、一定の制限
の下に当該事業用電気工作物の使用を認める制度である。

【解説】
一　使用前検査の仮合格【第１項】
　　第１項は、第49条第１項の検査を行った場合においてやむを得ない必
要があるときは、主務大臣は、期間及び使用の方法を定めてその検査に
係る事業用電気工作物を仮合格とすることができる旨定めている。仮合
格は、第49条第２項の合格基準に適合しないものについて行われるもの
であるから、やむを得ない必要がある場合に限って認められるとともに、
保安確保のため期間と使用の方法を限定して認められる。「やむを得な
い必要があると認めるとき」としては、電気の供給確保上緊急に使用開
始を要する場合等が考えられる。

　　このようなやむを得ない必要性がある場合において初めて仮合格が認
められることとなるが、その必要性があることを前提に仮合格を認める
例としては次のような場合が考えられる。すなわち、発電設備について
認可出力については検査に不合格であるが、出力を下げれば保安確保上
支障がない場合、比較的軽微な部分について技術基準に適合していない
が、特別の措置を講ずれば保安を確保し得る場合等である。

　　仮合格は、これらの場合に期間及び使用の方法を定めて認められるが、
期間は、例えば供給確保上の要請から使用を認める必要のある期間、当
該電気工作物を合格基準に適合させるための工事に要する期間等を考慮
して定められることとなる。また使用の方法は、具体的場合に応じ、例
えば一定出力以上の出力で運転しないこと、電気工作物の周囲に柵を設
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けて使用すること等保安確保のために必要な事項を考慮して定められる
こととなる。

二　仮合格した事業用電気工作物の使用【第２項】
　第２項は、仮合格の効果を定めている。すなわち、仮合格を受けると、
第１項の規定により定められた期間内において、同項の規定により定め
られた使用の方法に従って使用する限りにおいて、第49条第１項の規定
は適用されないこととなる。したがって、第１項の規定により定められ
た期間を経過した後に使用すること及び期間は経過していないが定めら
れた使用の方法以外の方法により使用することは認められず、このよう
な場合は、第49条第１項違反として処罰されることとなる。なお、第１
項の規定により定められた期間の延長の可否については、期間経過にお
いても使用を認めるべきやむを得ない必要性が存続し、かつ、合格基準
に適合させるために必要な工事が当該期間内にできなかったことについ
て正当な理由があるときは、延長し得ると解される。ただし、その延長
の方法としては、第２項が「前項の規定により定められた期間内」と定
めているので、期間を最初から定め直し、（例えば最初の期間が令和元
年４月１日から同年９月30日までと定められている場合には、令和元年
４月１日から同年12月31日までというように）実質的に期間を延長する
ことが必要であろう。

　（使用前安全管理検査）
第五十一条　第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更
の工事をする事業用電気工作物（その工事の計画について同条第四
項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による
届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるも
のを除く。）であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主
務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電
気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存
しなければならない。
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２　前項の検査（以下「使用前自主検査」という。）においては、そ
の事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確
認しなければならない。
一　その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計
画（同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。）
に従つて行われたものであること。

二　第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するもの
であること。

３　使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前
自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期（第七
項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主
検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期）に、原子
力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作
物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあっては経済
産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあっては主務大臣が行
う審査を受けなければならない。

４　前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前
自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令
で定める事項について行う。

５　第三項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つた
ときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところ
により経済産業大臣に通知しなければならない。

６　主務大臣は、第三項の審査の結果（前項の規定により通知を受け
た審査の結果を含む。）に基づき、当該事業用電気工作物を設置す
る者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定を
するものとする。

７　主務大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を
受けた者に通知しなければならない。
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【趣旨・沿革】
　本条は、平成11年の基準・認証一括法による改正において新設された規
定である。第48条第１項の規定による届出をして設置又は変更の工事をす
る事業用電気工作物のうち、主務省令で定めるものを設置する者は、その
工事について自ら検査（以下「使用前自主検査」という。）し、その事業
用電気工作物が第２項の各号に適合していることを確認するとともに、そ
の検査の結果を記録する義務を課す規定である。これは、保安に関する国
の関与の方法を見直し、設置者の自己責任原則を明確にする観点から原子
力発電に係るものを除き工事計画の届出の対象となる事業用電気工作物に
ついては、原則設置者が行う自主検査に委ねることとしたものである。
　また、使用前自主検査の対象となっている事業用電気工作物のうち原子
力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物で
あって経済産業省令で定めるものを設置する者は、自主検査の実施に係る
体制について、主務省令で定める時期に、経済産業大臣の登録を受けた者
（以下「登録安全管理審査機関」という。）が行う審査を、その他の事業用
電気工作物を設置する者は主務大臣が行う審査を、それぞれ受けなければ
ならない（以下これらの審査を「使用前安全管理審査」という。）。なお、
当該審査の頻度は、当該審査の結果を基に国が行う総合的な評定の結果に
応じて、軽減される仕組みとなっている。これは、電気工作物に係る保安
の水準が電気工作物の種類や規模等に依存する潜在的危険のみで決まるも
のではなく、設置者の安全管理体制にも左右されるものであることを踏ま
え、当該安全管理体制について国が審査し、設置者の自主検査を補完する
とともに、設置者の保安に係る取組を促すことを目的としている。このた
め、安全管理審査は、設置者の自主検査の実施に係る体制について審査す
るものであり、当該電気工作物の技術基準適合性について判断するもので
はないことから、設置者は安全管理審査を受けなければ当該事業用電気工
作物を使用開始できないというものではない。ただし、当該審査を拒み、
妨げ、又は忌避した場合には罰則の対象となる。
　なお、本条の見出しである「使用前安全管理検査」は、平成11年の基準・
認証一括法による改正において新設した「使用前自主検査」及び「使用前
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に基づく工事計画の届出や法第51条に基づく使用前自主検査に替えて、使
用の開始前に主務大臣が定める技術基準に適合することを設置者に確認せ
しめ、公共の安全の確保を図ることとされた。
　このため、平成26年改正において、事業用電気工作物のうち、公共の安
全の確保上重要なものを設置する者については、使用前に当該電気工作物
が技術基準に適合していることについて、自ら確認し、その結果を主務大
臣に届けることを義務付けることとした。
　なお、従来、規模に係わらず法第47条に基づく工事計画の認可や法第49
条に基づく使用前検査等の対象とされていた出力20kW未満の発電所で
あって、水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所、風
力発電所以外のものについても同様に、法第48条に基づく工事計画の届出
や法第51条に基づく使用前自主検査に替えて使用の開始前に主務大臣が定
める技術基準に適合することについて、自ら確認し、その結果を主務大臣
に届けることを義務付けることとした。

【解説】
一　使用前自己確認【第１項】
　　第１項において、事業用電気工作物であって、公共の安全の確保上重
要なものとして主務省令で定めるものを設置する者に対して、使用を開
始する前に、当該事業用電気工作物が法第39条第１項に規定する技術基
準に適合することについて自ら確認すること（使用前自己確認）を義務
付けている。
　　この対象となる事業用電気工作物については、公共の安全の確保の観
点から、使用前に自己確認を行わせ、かつ国が存在を捕捉しておくべき
ものに限定する観点から、「公共の安全の確保上重要なものとして主務
省令で定めるもの」に限定しており、具体的には、施行規則第74条及び
別表第６において、①一定の要件を満たす燃料電池発電所であって、出
力500kW以上2,000kW未満のもの、②太陽電池発電所であって、出力
500kW以上2,000kW未満のもの、③出力20kW未満の新形式（水力、
火力、燃料電池、太陽電池、風力以外のもの）の発電所を対象として規
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定している。
　　ただし、法第47条は、「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であっ
て、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものを
しようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなけ
ればならない」と、法第48条は、「事業用電気工作物の設置又は変更の
工事（前条第１項の主務省令で定めるものを除く。）であつて、主務省
令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け
出なければならない」と規定しており、一定規模以上の事業用電気工作
物の設置等の工事については、工事計画を主務大臣が認可する又は主務
大臣に届け出ることとなっている。これらの工事計画認可・届出の対象
となる事業用電気工作物については、工事計画段階で技術基準への適合
性が確認されており（法第47条第３項第１号及び法第48条第３項）、改
めて使用前に技術基準適合性を確認する必要はない。よって、使用前自
己確認の対象となる事業用電気工作物の対象からは、除外している。ま
た、使用前自己確認を行う必要がない「主務省令で定めるとき」につい
ては、施行規則第75条において、「事業用電気工作物が滅失し、若しく
は損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時
的な工事を行った場合の当該工事に係る事業用電気工作物を使用すると
き」と規定している。使用前自己確認の方法については施行規則第76条
に定められている。

二　変更をした場合の使用前自己確認【第２項】
　　第２項では、第１項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該
事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合について
も、使用前自己確認を行うことを義務付けており、その具体的な変更の
場合として、施行規則第77条及び別表第７において、①水力発電所のダ
ムの洪水吐きゲート操作用予備動力設備の設置又は取替え、②出力
500kW以上2,000kW未満の燃料電池発電所における燃料電池発電設備
の設置であって一定の要件を満たすもの、③太陽電池発電所における変
更であって出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池の設置や取り替え
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等、④出力20kW未満の発電所における変更であって、（ｉ）新形式（水
力、火力、燃料電池、太陽電池、風力以外のもの）の発電設備の設置や
（ii）強度や安全装置の種類の変更を伴う改造等を規定している。

三　使用前自己確認の結果の届出【第３項】
　　第３項では、設置者が使用前自己確認の結果を主務大臣に届け出るも
のとしている。これは、使用前自己確認制度の対象とする事業用電気工
作物についての技術基準適合維持義務を担保するためには、主務大臣が
設置者に対する報告徴収権限や立入検査権限を行使し、必要な調査を効
率的に実施することが重要であるためである。

【罰則規定】
　本条第３項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、
第120条第１号の規定により、30万円以下の罰金に処せられる。

　（溶接事業者検査）
第五十二条　発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める
機械若しくは器具である電気工作物（以下「ボイラー等」という。）
であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分（以
下「耐圧部分」という。）について溶接をするもの又は耐圧部分に
ついて溶接をしたボイラー等であつて輸入したものを設置する者
は、その溶接について主務省令で定めるところにより、その使用の
開始前に、当該電気工作物について事業者検査を行い、その結果を
記録し、これを保存しなければならない。ただし、主務省令で定め
る場合は、この限りでない。

２　前項の検査においては、その溶接が第三十九条第一項の主務省令
で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。

【趣旨・沿革】
　本条は、ボイラー等の耐圧容器類に係る格納容器の溶接について、事業
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者検査の実施と記録保存を義務付けている。内部に高圧蒸気やガスを包蔵
している耐圧容器類等は、それが破損した場合には極めて大きな被害を与
えることが予想されるので、これを防ぐためこれらの作成過程の重要な部
分を占める溶接について、本条で特に規制しようとするものである。
　使用前自主検査は事業用電気工作物を対象としているが、溶接事業者検
査は電気工作物を対象としている。これは、溶接事業者検査の対象として
いる電気工作物は耐圧容器等の機械若しくは器具であり、それ自体で事業
用電気工作物と一般用電気工作物とを区分することが適当でないため、電
気工作物と規定している。
　平成27年改正において、溶接事業者検査を行う電気工作物を設置する者
に対し、その溶接事業者検査の検査体制について、主務省令で定める時期
に溶接安全管理審査を受けなければならないとしていた制度を改め、溶接
安全管理審査を廃止し、事業者による検査及び記録の保存のみを義務付け
ることとした。これは、近年の事故の発生傾向や制度運用実績を分析した
ところ、溶接部の施工不良が原因の事故件数は十分低い水準であり、また、
溶接安全管理審査で登録溶接安全管理審査機関から設置者に対して改善の
必要性が指摘された件数も極めて少ないことから、溶接については、十分
な施工品質や品質管理体制が確保されており、事業者の検査体制を国の登
録を受けた者が審査せずとも、十分な保安確保がなされると考えられ、溶
接に関しては、事業者検査に加えて、溶接に特化した検査体制の審査を受
けることを事業者に課す必要性が薄れてきたためである。

【解説】
一　溶接事業者検査【第１項】
　　第１項は、ボイラー等であって耐圧部分について国内において溶接す
るもの、若しくは格納容器等であって国内において溶接するもの、又は
ボイラー等であって耐圧部分について溶接した輸入品は、その溶接につ
いて主務省令で定めるところにより使用の開始前に事業者検査を行い、
その結果を記録し保存する義務を課している。

　　「ボイラー等」とは、「発電用のボイラー、タービンその他の主務省令
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で定める機械若しくは器具である電気工作物」であり、具体的には施行
規則第79条及び原子力発電工作物の保安に関する命令第36条において発
電所の区分ごとに規定されている。「耐圧部分」とは「主務省令で定め
る圧力以上の圧力を加えられる部分」であるが、この圧力は、機械器具
の種類等の別に施行規則第80条に定められている。ボイラー等のうち本
項の事業者検査の対象となるのは、耐圧部分があり、かつ、その部分に
ついて溶接するもののみであり、ボイラー等であっても耐圧部分がなく、
あるいは耐圧部分について溶接をしないものは本法に基づく溶接事業者
検査の対象とはならない。
　　第１項ただし書における「主務省令で定める場合」とは、自主検査が
省略できる場合として、具体的には施行規則第83条及び原子力発電工作
物の保安に関する命令第41条に定められている。

二　溶接事業者検査の確認基準【第２項】
　　第２項は、第１項の事業者検査において確認する基準を定めている。
なお、基準の解説については第51条の解説を参照されたい。

【罰則規定】
　本条第１項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録
を保存しなかった者は、第120条第４号の規定により、30万円以下の罰金
に処せられる。

　（自家用電気工作物の使用の開始）
第五十三条　自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作
物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なけれ
ばならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は同条第四項、第
四十八条第一項若しくは第五十一条の二第三項の規定による届出に
係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合
は、この限りでない。
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【趣旨】
　本条は、自家用電気工作物の使用開始届出について規定したものである。

【解説】
　本条は、主務大臣が保安監督を適確に実施していくために特定の自家用
電気工作物についてはその使用状態を把握していることが必要であるとい
う考えから設けられたものである。
　ただし書は、使用開始届出を要さない例外的場合を定めている。「第
四十七条第一項の認可又は同条第四項若しくは第四十八条第一項若しくは
第五十一条の二第三項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用す
る場合」は届出を要しないとしているのは、これらの場合には、工事計画
の認可若しくは届出又は使用前自己確認の結果の届出により主務大臣が当
該電気工作物の設置を把握できるからである。また、届出を要しない場合
として「主務省令で定める場合」は、保安上問題の少ない場合等で、施行
規則第87条及び原子力発電工作物の保安に関する命令第47条に定められて
いる。
　本条の規定による届出をしようとする者は、同規則第88条の規定により、
自家用電気工作物使用開始届出書を提出しなければならない。

【罰則規定】
　本条の規定により届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、第123条第
１号の規定により、10万円以下の過料に処せられる。

　（定期検査）
第五十四条　特定重要電気工作物（発電用のボイラー、タービンその
他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして
主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力
を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備
であつて主務省令で定めるものをいう。）については、これらを設
置する者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める時
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期ごとに、主務大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、
主務省令で定める場合は、この限りでない。

【趣旨・沿革】
　本条は、発電用ボイラー・タービン等のうち公共の安全確保上特に重要
なものであって一定以上の圧力が加えられる部分があるもの、あるいは発
電用原子炉等の特定の重要な電気工作物に対する国の定期検査に関する規
定である。この規定は、使用制限の解除を目的とした第49条の使用前検査
のように、検査対象たる電気工作物を規制しているのではなく、経済産業
大臣が定期的に運用されている原子力発電設備に係る技術基準適合状況確
認等の検査を行うため、検査を受けなければならない旨を定めている。平
成11年の基準・認証一括法による改正では、対象設備は原則として原子力
発電所に属するものとされ、火力発電所等に属する対象設備は定期検査対
象から外され、第55条の定期事業者検査の対象とされた。

【解説】
　定期検査は、設備供用開始後の原子力発電工作物について、「特定重要
電気工作物」として略称される安全上重要な設備に限って国が検査を実施
しているものであり、検査の際、事業者に法第39条第１項の主務省令で定
める技術基準に適合しないものがあれば、法第40条に基づく技術基準適合
命令を発動することになる。
　「特定重要電気工作物」は、安全上重要な設備として本条の定期検査の
対象となる電気工作物であり、発電用のボイラー、タービン等のうち公共
の安全確保上特に重要な設備として主務省令で定めるものであって、主務
省令で定める圧力以上の圧力が加えられる部分があるもの及び発電用原子
炉等であって主務省令で定めるものである。具体的には、前者については、
原子力発電工作物の保安に関する命令第49条及び第50条において、原子力
発電所に属する蒸気タービン及び最高使用圧力零キロパスカルの圧力が規
定されており、後者については、原子力発電工作物の保安に関する命令第
51条において、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃
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料設備等が規定されている。

【罰則規定】
　原子力発電工作物に関しては、本条の規定による検査を拒み、妨げ、又
は忌避した者は、第120条第８号の規定により、30万円以下の罰金に処せ
られる。

　（定期安全管理検査）
第五十五条　次の各号に掲げる電気工作物（以下この条において「特
定電気工作物」という。）を設置する者は、主務省令で定めるとこ
ろにより、定期に、当該特定電気工作物について事業者検査を行い、
その結果を記録し、これを保存しなければならない。
一　発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める電気工
作物であつて前条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があ
るもの

二　電気工作物のうち、屋外に設置される機械、器具その他の設備
であつて主務省令で定めるもの（前号に掲げるものを除く。）

三　発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるもの
（前二号に掲げるものを除く。）

２　前項の検査（以下「定期事業者検査」という。）においては、そ
の特定電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準
に適合していることを確認しなければならない。

３　定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該定期
事業者検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物で
あつて主務省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第
三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなるおそ
れがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の主務省令で
定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の主務省
令で定める事項について、主務省令で定めるところにより、評価を
行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、主務省令で定
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める事項については、これを主務大臣に報告しなければならない。
４　定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、定期事業
者検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期（第六項
において準用する第五十一条第七項の通知を受けている場合にあつ
ては、当該通知に係る定期事業者検査の過去の評定の結果に応じ、
主務省令で定める時期）に、原子力を原動力とする発電用の特定電
気工作物以外の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるもの
を設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他
の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。

５　前項の審査は、特定電気工作物の安全管理を旨として、定期事業
者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で
定める事項について行う。

６　第五十一条第五項から第七項までの規定は、第四項の審査に準用
する。この場合において、同条第五項中「第三項」とあるのは「第
四項」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当
該特定電気工作物」と読み替えるものとする。

【趣旨・沿革】
　本条は、発電用のボイラー、タービン等で一定以上の圧力が加えられる
部分があるものについて、また、原子力発電所においては、この他に発電
用原子炉及びその附属設備について、一定期間ごとに技術基準への適合状
況を確認する検査が行われることを確保するため、定期的に事業者が検査
を行うこと、その検査結果を記録し、保存しておくこと、安全管理審査を
受けること等を定めている。
　ボイラー、タービン等が火力、原子力に関わらず検査対象となっている
のは、金属材料の高温高圧蒸気又はガスによる損傷、腐食又はクリープ現
象による材料の劣化等を生ずる可能性が高いためである。
　事業者が自ら設備の検査を行う制度については、平成７年改正において、
火力発電所等について自己責任原則を明確にする点から「定期自主検査」
が導入され、第２節中第46条に規定されていたが、平成11年の基準・認証
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一括法による改正により、より一層の自己責任原則の徹底を図る観点から
本条に位置付けられた。このような火力発電所等に係る定期自主検査につ
いては、その対象となる電気工作物について、使用前自主検査において技
術基準の適合性を設置者自身により既に確認されたものであるが、維持・
運用段階においては、同種の電気工作物であっても個々の設置者の保守管
理状況等によって保安水準に差が生じることが予想される。このため、平
成７年改正においては、定期自主検査の対象である「耐圧工作物（発電用
のボイラー、タービンその他の通商産業省令で定める電気工作物であつて
通商産業省令で定める圧力以上の圧力が加えられる部分があるもの）」に
一定以上の事故が発生した場合等については、「特定耐圧工作物（耐圧工
作物であつて通商産業省令で定めるもの）」に該当することとされ、定期
自主検査ではなく、国による定期検査の対象とされていたが、平成11年の
基準・認証一括法による改正においては、全て自主検査とし、自主保安状
況に応じて安全管理審査という国の関与の度合いを変化させることとされ
た。ただし、原子力発電所に係る電気工作物については、これらの改正時
においても定期自主検査制度を導入せず、引き続き国による定期検査の対
象とされていたものである。
　しかしながら、平成14年に問題となった原子力発電所に係る不正問題は、
第54条による国の定期検査とは別途に原子力事業者が独自に行っていた自
主点検に関して生じたものであった。この自主点検は、電気事業法上は特
段の位置付けがなく、国による特段のチェックが行われていなかったこと
が要因の一つであるとされたため、平成14年改正においては、これを本条
に位置付けることとし、その際に発見されたひび割れ等の不具合について
は、当該不具合を科学的・合理的な方法により評価することを義務付ける
とともに、原子力事業者にこれらの結果を記録、保存し、健全性評価の結
果についても国に報告することが義務づけたものである。
　また、原子力発電所に係る電気工作物については、引き続き第54条によ
る国の定期検査制度は維持することとされており、本条における火力発電
所等に係るものと原子力発電所等に係るものとでは、その性格は異なって
いるが、事業者に検査をさせる制度という点に着目し、本条において一括
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して規定しているものである。
　なお、平成14年改正の際の衆議院の審議において、事業者に義務づけら
れた検査という性格を反映したものとする等の趣旨から、従来の「定期自
主検査」という名称から「定期事業者検査」という名称に修正がなされた。
　その後、平成27年改正において、発電事業の競争の促進により風力等の
新エネルギーを活用した発電事業者の参入が期待される中、事故が多発し
ている風力発電設備等の保安を確保するため、風力発電設備等が定期安全
管理検査の対象となった。

【解説】
一　定期安全管理検査の対象設備【第１項】
　　第１項は、①発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める
電気工作物であって、第54条の主務省令で定める圧力以上の圧力を加え
られる部分があるもの、②電気工作物のうち、屋外に設置される機械、
器具その他の設備であって主務省令で定めるもの、③発電用原子炉及び
その附属設備であって主務省令で定めるもの、について、これらを設置
する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該電気工作物に
ついて検査を行い、その結果を記録し、保存しなければならない義務を
課している。
　　①の電気工作物については、従来から本条に規定されていたものであ
る。また、③の原子力発電所に係る電気工作物については、平成14年改
正において本条に新たに規定されたものである。
　　②の屋外に設置される機械、器具その他の設備については、平成27年
改正において、風力発電設備等の圧力の加えられる部分がない電気工作
物のうち、屋外に設置されているため、風や雷の直接的影響又は間接的
影響（劣化等）で損壊する可能性があり、かつ事故発生時に公衆への影
響が発生するおそれが高い設備を定期安全管理検査制度の対象とするた
めに、加えられたものである。具体的な対象は、施行規則第94条におい
て、風力機関 ( 出力500kW以上の発電設備に係るものに限る。) 及びそ
の附属設備、風力発電所における出力500kW以上の発電設備に係る発
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電機、変圧器、電力用コンデンサーである。
　　検査結果の記録、保存については、平成14年改正以前は「記録」のみ
が明文で規定されており、「保存」については、記録義務があることは
ある程度の期間それを保存しておくべきことを含む旨の解釈がなされて
いたものの、必ずしも保存義務が明確ではなく、したがって、記録を保
存していなかった場合の罰則の適用についても不明確であった。このた
め、平成14年改正では、記録の「保存」を法律上明文で規定することと
し、保存期間についても主務省令において明らかにすることとしたもの
である。

二　定期安全管理検査の確認基準【第２項】
　　第２項は、第１項の事業者検査において確認する基準を定めたもので
ある。当該基準の解説については、第51条の解説を参照されたい。

　　なお、平成14年改正以前の「定期自主検査」においては火力発電所等
に係る電気工作物のみが対象とされており、自主保安の推進等の観点か
ら、検査内容については明文の規定はなされていなかった。しかしなが
ら、平成14年改正において、原子力発電所に係る電気工作物についても
対象とされ、検査の透明性向上等の観点から、「定期事業者検査」の検
査内容を明文で規定したものである。

三　設備の健全性評価【第３項】
　　第３項は、定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当
該定期事業者検査の際、原子力発電所に係る特定電気工作物のうち主務
省令で定めるものに関し、ひび割れ等の不具合が発見された場合には、
当該不具合が第39条第１項の主務省令で定める技術基準に適合しなくな
ると見込まれる時期その他の主務省令で定める事項について、主務省令
で定めるところにより、健全性評価を行い、その結果を記録し、保存す
るとともに、経済産業省令で定める事項については経済産業大臣に報告
すべき義務を課している。平成14年改正で創設された規定である。

　　原子力発電所に係る設備の健全性評価は、時間の経過や使用に伴い、
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構造物の材料にひび割れ等の不具合が発生した場合に、その進展を予測
評価するもので、米国においては、1970年代から米国機械学会の規格と
して策定され、1990年代から米国原子力規制委員会（NRC）の規制基
準として取り入れられている。本条においては、その対象を「原子力を
原動力とする発電用の特定電気工作物であって主務省令で定めるもの」
と規定している。なお、ひび割れ等の不具合が発見され、当該ひび割れ
等を除去する等の補修が行われる場合にあっても、当該部に対しては健
全性評価が行われた上で補修が行われることから、本項の対象となる。

四　定期安全管理審査【第４項】
　　第４項は、本条第１項の規定による定期事業者検査を行う電気工作物
を設置する者に対し、その定期事業者検査の実施に係る体制について、
主務省令で定める時期に、定期安全管理審査を受けなければならない旨
定めている。
　　本項中においては、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以
外の特定電気工作物であって経済産業省令で定めるものを設置する者に
あっては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあっては経済
産業大臣が行う審査を、それぞれ受けなければならないこととなってい
る。具体的には、登録安全管理審査機関が審査を行う対象となる事業用
電気工作物は施行規則第94条の５の２に規定されている。

五　定期安全管理審査の審査項目【第５項】
　　第５項は、第51条と同様に、第４項の審査項目を定めている。審査項
目については、第51条の第４項と同様、検査の実施に係る組織、検査の
方法、工程管理及び施行規則第73条の第８号で定める事項であり、解説
については、第51条の解説を参照されたい。

六　規定の準用【第６項】
　　第６項は、第51条第５項から第７項までの準用規定であり、第51条の
解説を参照されたい。
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　　本項において事業用電気工作物を特定電気工作物と読替えを行ってい
るのは、使用前自主検査は事業用電気工作物を対象としているが、定期
事業者検査は一定以上の圧力を加えられる部分があるもの等の特定電気
工作物を対象としているからである。

【罰則規定】
　原子力発電工作物以外の場合は、本条第１項の規定に違反して、記録を
せず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者は、第120条第４号
の規定により、30万円以下の罰金に、第４項の規定に違反して、審査を拒
み、妨げ、又は忌避した者は、第120条第８号の規定により、30万円以下
の罰金に処せられる。

　第五款　承継

　（事業用電気工作物を設置する者の地位の承継）
第五十五条の二　事業用電気工作物を設置する者について相続、合併
又は分割（当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。）があ
つたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立
した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、
その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を
承継する。

２　前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継し
た者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務
大臣に届け出なければならない。

【趣旨・沿革】
　本条は、事業用電気工作物を設置する者の相続、合併又は分割があった
場合における本法上の法律関係について規定したものである。平成９年の
民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のため等の法律により追
加され、平成12年の商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の
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整備に関する法律（平成12年法律第91号）により、事業用電気工作物の承
継を伴う分割に係る規定についても整備された。
　この規定に基づき、当該事業用電気工作物を承継した法人に係る第42条
（保安規程の届出）、第43条（主任技術者選任届出）、第48条（工事計画届出）、
第53条（使用開始届出）等の諸届出・認可等の再申請が不要となる。

【解説】
一　事業用電気工作物設置者の地位承継【第１項】
　　第１項は、事業用電気工作物を設置する者に相続、合併又は分割があっ
たとき、当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作
物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する旨を定めてい
る。地位の承継が行われるのは、相続、合併又は分割前の事業用電気工
作物を設置する者が行った当該事業用電気工作物に係る届出等に係るも
のであり、相続、合併又は分割後に生じる当該事業用電気工作物に係る
届出や新たに設置する事業用電気工作物には適用されない。分割の場合
において、事業用電気工作物を承継させるものに限ったのは、事業用電
気工作物が承継されない場合には、承継すべき地位がないためである。

二　地位承継の届出【第２項】
　　第２項の規定により、事業用電気工作物を設置する者の地位を承継し
た者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出る義務がある。届出の様
式、添付すべき書類については、施行規則第95条に定められている。ま
た、相続、合併又は分割により、保安規程の記載事項の変更、主任技術
者の変更等が生じた場合には、当該規定による届出を行った後、それぞ
れの条項に基づき、遅滞なく変更の届出を行わなければならない。

【罰則規定】
　第２項の規定に違反をして、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、
第123条第１号の規定により、10万円以下の過料に処せられる。
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　第三節　一般用電気工作物

　本節は、一般用電気工作物の保安に関する所要の規定を定めている。一
般用電気工作物は事業用電気工作物に比較して安全性の高いものであり、
事業用電気工作物と同様の保安規制体系を採ることは不適当であることか
ら、本節に別に規定している。

　（技術基準適合命令）
第五十六条　経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定
める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占
有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修
理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべ
きことを命じ、又はその使用を制限することができる。

２　第三十九条第二項（第三号及び第四号を除く。）の規定は、前項
の経済産業省令に準用する。

【趣旨】
　本条は、経済産業大臣が不良な一般用電気工作物の所有者又は占有者に
対し技術基準適合命令を発動し得ることを規定している。一般用電気工作
物は事業用電気工作物に比較して安全性の高いものであることから、一般
用電気工作物の所有者又は占有者には当該一般用電気工作物に対する保安
責任はあるものの、事業用電気工作物のように保安規程を作成し、主任技
術者を選任の上、技術基準に適合するように維持する法律上の義務はない。
一般用電気工作物の保安は、法令においては、電気工事士法の対象とする
ことにより施工段階での保安を確保し、また電気用品として取り扱うこと
が適切なものについては電気用品安全法の対象とすることにより製造段階
での品質を確保するとともに、本条の技術基準適合命令により使用段階で
不良改善を確保することが基本となっている。
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【解説】
一　技術基準適合命令【第１項】
　　第１項においては、経済産業大臣は一般用電気工作物が経済産業省令
で定める一般用電気工作物の技術基準に適合していないと認めるとき
は、その所有者又は占有者に対し技術基準適合命令を発動することがで
きる旨が定められている。
　　命令の内容は、一般用電気工作物の修理、改造、移転、使用の一時停
止又は使用の制限であるが、電気の使用者の権利を制限するものである
ので、具体的な場合に応じ、例えば修理を命ずれば足りるときに移転を
命ずるのは適切ではないというように、保安上必要な範囲に命令の内容
を限定すべきである。「修理」と「改造」とには、明確な区別はないが、
「修理」は小規模な工事によって技術基準に適合するように直すことが
できるときに、「改造」は「修理」よりも比較的大規模な工事によって
技術基準に適合するようにするときに命ぜられることになる。「移転」
の命令は、その場所に設置されている限り修理又は改造によっては技術
基準に適合させることが著しく困難な場合に発動されることとなるが、
命令の内容としては、その場所から撤去することを命ずることができる
にとどまり、移転先までを含めて命ずることは妥当ではない。なお、一
般用電気工作物に係る電気工事（一般用電気工作物を設置し、又は変更
する工事であって、電気工事士法施行令第１条で定める工事を除く。）
の作業は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でなければ、従事で
きない（ただし、一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作
業であって、電気工事士法施行規則第２条で定めるものについては、こ
の限りでない。）。「使用を一時停止」することを命ずるのは、修理若し
くは改造が行われるまで、又はこれらによっては技術基準に適合させる
ことができなくて移転を命じ移転を完了するまでの間、使用を一時的に
禁止するという暫定的措置としての性格のものである。「使用を制限」
するのは、例えば出力を一定限度以下にして使用させること等であり、
制限の内容によっては、技術基準に適合させるための何らかの措置が講
ぜられるまでの暫定的措置としての性格のものである場合もある。
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気工作物として扱うことが妥当であることから、調査義務の対象となら
ない。

　　「一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び
運用する者」（電線路維持運用者）とは、多くの場合は一般送配電事業
者又は特定送配電事業者であるが、電気事業者以外の電気工作物設置者
である場合（特定供給を行う場合であって、その供給先の電気工作物が
一般用電気工作物であるとき。）もある。一般送配電事業者又は特定送
配電事業者のみならず、電気事業者以外の電気工作物設置者についても、
一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用
する場合に、調査義務を負うものとしたのは、この業務を前述のような
考え方から認める以上、一般送配電事業者や特定送配電事業者と区別す
る理由はないからである。

　　なお、平成26年改正以前は、「一般用電気工作物において使用する電
気を供給する者」（電気供給者）に調査義務を課していた。これは前述
のとおり、一般用電気工作物と電気的に接続する電気工作物である電線
路の設置者としての電気供給者に着目した規定であったが、平成26年改
正により、「電気供給者」に、電線路の設置者ではない小売電気事業者
を含むこととなるため、規定の趣旨を維持するために、調査の義務を課
す者を、電線路維持運用者として、定義し直すこととした。

　　「経済産業省令で定めるところ」として、施行規則第96条第２項にお
いて、調査の時期、調査を行う者の資格等が定められており、具体的に
は、次のような事項が掲げられている。

　⑴ 　調査は、「一般用電気工作物が設置された時（変更の工事が完成し
た時を含む。）」に行い、それ以降は、原則として「四年に一回以上」
行うこと（第１号）。なお、ここでいう「四年に一回以上」行うとは、
前回の調査実施年又は実施年度から数えて４年目の年内又は年度内に
１回以上行うとの意味である。

　⑵ 　調査を行った結果、当該一般用電気工作物が技術基準に適合しない
と認められ、遅滞なく技術基準に適合するよう採るべき措置等をその
所有者等に通知した場合には、その通知があった一般用電気工作物に
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ついては、その所有者から求めがあった時には、これに応じて再び調
査を行うこと（第２号）。

　⑶ 　調査は、法第90条第１項第２号イからハまでのいずれかに該当する
者が行うこと（第３号）。

　⑷ 　調査を行う者（調査員）は、身分証明書を携帯し、関係人（当該一
般用電気工作物の所有者、占有者等）の請求があれば、これを提示し
なければならないこと（第４号）。

　⑸ 　調査は、測定器又は目視による方法その他の適切な方法により行う
こと（第５号）。

　　　ただし書は、電線路維持運用者に対して前述の調査義務を課したも
のの、私人である電線路維持運用者に立入権を認めるのは妥当ではな
く、また一般用電気工作物の調査を使用者が自ら拒絶するときまで電
線路維持運用者に調査義務を課するのは適当でないという理由から設
けられたものである。すなわち、当該一般用電気工作物の設置の場所
に立ち入ることについて、その所有者又は占有者の承諾を得られない
場合には、電線路維持運用者の調査義務は免除される。

二　技術基準不適合時の措置【第２項】
　　第２項は、第１項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が技術
基準に適合していないことが発覚した場合に、その調査をした者が採る
べき措置について規定している。すなわち、電線路維持運用者は、当該
一般用電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査した結果、
当該一般用電気工作物が技術基準に適合していないと認める場合には、
遅滞なく、技術基準に適合するようにするためにはどういう措置を採れ
ばよいか、その措置を採らなかったらどういうことになるかをその一般
用電気工作物の所有者又は占有者に通知しなければならないこととされ
ている。この通知によって、一般用電気工作物の所有者又は占有者が技
術基準に適合していない一般用電気工作物の修理、改善等を行うことを
期待するものである。
　　「所有者又は占有者に通知しなければならない」とは、所有者と占有
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者とが同一人である場合にはその者に、所有者と占有者とが異なる場合
にはその通知の内容、特に技術基準に適合させるために採るべき措置の
内容に応じて、所有者若しくは占有者に又は双方に通知しなければなら
ないという意味である。

三　調査結果の通知に係る改善命令【第３項】
　　第３項は、電線路維持運用者が第１項の規定による調査又は第２項に
規定する通知を全くしなかったり、その調査又は通知の方法が不適当で
あったりした場合における経済産業大臣の改善命令の規定である。

　　命令の内容は、調査若しくは通知を行うべきこと又はこれらの方法を
改善すべきことであり、本項の命令は、電気の使用者からの苦情の申出
（第111条）等に基づいて発動されることとなる。

四　調査・通知に関する帳簿記載義務【第４項】
　　第４項は、電線路維持運用者に調査及び通知に関する帳簿記載義務を
課している。これは、調査及び通知に関する業務の適確な遂行を担保す
る補完的義務である。

　　なお、電気事業者及び自家用電気工作物設置者に対しては、第106条
の規定に基づき制定された電気関係報告規則第２条の表第３号の規定に
より、一般用電気工作物調査年報の報告義務が課されている。

　　「経済産業省令で定める事項」は、施行規則第103条第１項に定められ
ている。同項の規定により、①一般用電気工作物の所有者又は占有者の
氏名又は名称及び住所、②調査年月日、③調査の結果、④通知年月日、
⑤通知事項、⑥調査員の氏名を記載することとされている。なお、通知
年月日及び通知事項については、一般用電気工作物が技術基準に適合し
ていないと認めて通知した場合にだけ記録を要することとなる。

五 　第５項は、第４項の帳簿の保存義務を課している。保存年限は、施行
規則第103条第２項に定められており、４年間ないし５年間保存を要す
ることとされている。
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【罰則規定】
　第３項の規定による命令に違反した者は、第118条第１号の規定により
300万円以下の罰金に処せられる。すなわち、第１項及び第２項の規定に
違反しても、直ちに罰則の適用はなく、第３項の命令を受けて、それに違
反した場合に、初めて罰則が適用される。
　また、第４項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、又は
虚偽の記載をした者は第120条第10号の規定により、また第５項の規定に
違反して帳簿を保存しなかった者は第120条第11号の規定により、それぞ
れ30万円以下の罰金に処せられる。

　（調査業務の委託）
第五十七条の二　電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた
者（以下「登録調査機関」という。）に、その電線路維持運用者が
維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気
工作物について、その一般用電気工作物が第五十六条第一項の経済
産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること
並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合
していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべ
き措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有
者又は占有者に通知すること（以下「調査業務」という。）を委託
することができる。

２　電線路維持運用者は、前項の規定により登録調査機関に調査業務
を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なけ
ればならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。

３　前条第一項の規定は、電線路維持運用者が第一項の規定により登
録調査機関に調査業務を委託しているときは、その委託に係る一般
用電気工作物については、適用しない。

【趣旨】
　本条は、一般用電気工作物についての調査義務を負っている電線路維持
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運用者は経済産業大臣の登録を受けた者（登録調査機関と称する。）に対
してのみ、調査業務を委託することができ、委託した場合には、電線路維
持運用者は委託した一般用電気工作物の調査義務を免ぜられる旨を定めて
いる。
　調査対象となる一般用電気工作物は極めて多数であり、電線路維持運用
者がこの調査義務を適確に実施するには実際上かなりの困難を伴うことが
考えられることから、かかる調査業務を専門的機関に行わせることは業務
の合理化につながり、また保安の確保を確実かつ効果的にするものである
と考えられる。このような観点から、登録調査機関という国の監督を受け
る専門的調査機関が取り入れられたのである。

【解説】
一　調査業務の委託【第１項】
　　第１項は、電線路維持運用者（一般用電気工作物と直接に電気的に接
続する電線路の維持運用者）は、登録調査機関に限り、当該登録調査機
関に調査業務を委託することができる旨を定めている。

　　委託の相手方である登録調査機関（平成15年の公益法人整備法による
改正前までは指定調査機関）は、平成11年の基準・認証一括法による改
正前は、その委託を受けようとする調査業務に係る一般用電気工作物の
設置場所が調査区域内になければならなかったが、改正後は、調査区域
の概念をなくし、その登録調査機関が適確に調査業務を遂行できる範囲
内で自由に委託できることとなった（登録調査機関については、第89条
以下に規定がある。）。

　　登録調査機関に限り、調査業務を委託することができると規定されて
いるが、調査業務の委託が一般的に禁止されているわけではなく、本項
の規定により委託した場合には第３項の効果が与えられているというこ
とである。

二　調査業務の委託の届出【第２項】
　　第２項は、調査業務を委託した場合及び委託契約が失効した場合の届
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出義務を規定している。これは、経済産業大臣としては一般用電気工作
物の調査義務を負う者を確知しておくことが第57条第３項等の規定の運
用上必要であるからである。
　　「委託に係る契約が効力を失つたとき」とは、調査業務の委託契約が
期間満了、解除等により効力を失ったときの意である。

三　調査義務の免除【第３項】
　　第３項は、第１項の委託をした場合の法的効果を定めている。すなわ
ち、第１項の規定により電線路維持運用者が登録調査機関に調査業務を
委託しているときは、当該電線路維持運用者はその委託に係る一般用電
気工作物についての調査義務を免れる旨を定めている。電線路維持運用
者が登録調査機関に調査業務を委託した場合には、一般的には公法上の
責任も私法上の責任も登録調査機関に移ることとなり、調査の不備によ
る事故の発生の責任は登録調査機関にあることになる。
　　「第一項の規定により登録調査機関に調査業務を委託しているとき」
に限り、第３項の効果が与えられるので、登録調査機関以外の者に委託
した場合、本項の規定は適用されない。この場合には、第57条第３項の
規定による命令の対象は、第57条第１項の規定による調査業務を負って
いる電線路維持運用者である。
　　登録調査機関以外の者への委託に本項の効果を認めないのは、その者
が登録調査機関のように経済産業大臣の監督を受けるものではなく、調
査能力が確認できないからである。登録調査機関が第90条に規定する登
録基準のいずれかに適合しなくなったと認められる場合には、経済産業
大臣から登録調査機関に対して第92条の５において準用する第76条の規
定による適合命令が発動され、その命令に従わない場合には登録の取消
しとなる。

【罰則規定】
　第２項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、第120条
第１号の規定により、30万円以下の罰金に処せられる。
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道の設置
二　天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、緊急に

電気を供給するための電線路の設置
三　電気事業の用に供する電気工作物の設置のための測標の設置
２　電気事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しよう

とするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただ
し、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、十五日
以内の期間一時使用するときは、この限りでない。
３　経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土

地等の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えな
ければならない。
４　電気事業者は、第一項の規定により他人の土地等を一時使用しよ

うとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければな
らない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用の
開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
５　第一項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供

されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。
６　第一項の規定による一時使用の期間は、六月（同項第二号の場合

において、仮電線路を設置したとき、又は同項第三号の規定により
一時使用するときは、一年）をこえることができない。
７　第一項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者

は、第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請
求があつたときは、これを提示しなければならない。ただし、同項
ただし書の場合は、この限りでない。

【趣旨】
⑴　本条は、電気事業者が電線路に関する工事のため、天災、事変その他

の非常事態が発生した場合において電気を公益上重要な用途に供給する
ための電線路の設置のため、又は測標の設置のために他人の土地等を一
時使用することができる権利及び一時使用のための手続を規定したもの
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である。
⑵　電気事業においては、長大な電線路等電気工作物がその不可欠の要素

を成しており、これに関する工事について他人の土地等を一時使用する
必要性は非常に大きい。もし、他人の土地等の一時使用について、逐一
土地等の所有者及び占有者の承諾を要するものとすれば、そのための手
続は非常に煩雑かつ困難となり、電気事業の適確な遂行に支障を及ぼす
おそれがある。

　　一方、この一時使用権は、その目的及び期間が限定され、かつ、その
土地等の利用を著しく妨げない限度においてのみ認められるものである
ことから、その土地等の所有者及び占有者の権利の侵害の程度は、極め
て軽微であるといわなければならない。したがって、公益性の高い電気
事業にこのような特権を認めることは是認されるべきである。もっとも、
電気事業者と土地等の所有者及び占有者の利益は相反するので、電気事
業者が他人の土地等を一時使用しようとするときは経済産業大臣の許可
を受けなければならないものとするとともに、経済産業大臣は、許可申
請があったときは、土地等の所有者及び占有者に意見を提出する機会を
与えなければならないこととし、両者の調整を図っている。

⑶　なお、小売電気事業者が自ら電気工作物を維持・運用することは基本
的には想定されないことから、本条以下第64条までの規定は、原則とし
て適用されないこととなっており、第61条第３項の火災防止のための植
物の伐採についてのみ、いわゆる特権ではなく、電気の財の特性から保
安のために必要との観点から、電源線のみ設置する自家用電気工作物設
置者と同様に、小売電気事業者にもその権利を付与するものとされてい
る（第66条参照）。

【条文解釈】
⑴　本条による一時使用権は、経済産業大臣の許可によって発生し、一時

使用権の性格は公法上の使用権であると解するべきである。すなわち、
経済産業大臣の許可は、単なる禁止の解除ではなく使用権の設定行為で
あり、この許可により発生した一時使用権に基づく使用は、単なる事実
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上の事由ではなく、一時使用権の内容を構成するものである。また、こ
の一時使用権は、所有権の使用の機能を一時収用するものではなく所有
権の上に新たにその土地を使用する権利が設定され、この反面として所
有権の内容が制限されるものである。

　　一時使用権は、公益目的のために設定される公法上の権利であるから
当該電気事業のために行使されなければならず、その事業と分離して処
分することはできない。土地又は権利が収用された場合には、収用に基
づく権利は、登記をもって第三者対抗要件とされるのであるが、本条に
よる一時使用権については、登記に関する規定はなく、登記をすること
なく当然に第三者に対抗することができるものと考えられる。

⑵　土地収用法（昭和26年法律第219号）においては、一般送配電事業、
送電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物に関す
る事業並びに当該事業のため欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、
索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必
要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設のために土地を収用し、又は
使用することができること（土地収用法第２条及び第３条）、非常災害
に際し公共の安全を保持するため緊急に事業を施行する必要がある場合
においては、市町村長の許可を受け、直ちに他人の土地を使用すること
ができること（土地収用法第122条）及び緊急に施行しなければならな
い事業について裁決の遅延により公共の利益に著しく支障を及ぼすおそ
れがあるときは、土地収用委員会は、一定期間土地を使用させることが
できること（土地収用法第123条）が規定されている。

　　本条による土地使用権は、①手続が土地収用法による通常の収用手続
及び緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用（土地収用法第
123条）手続よりも簡素化され、非常災害の際の土地の使用（土地収用
法第122条）の手続とほぼ同様に規定されていること、②このような簡
素な手続であるにもかかわらず、使用の目的が非常の際の公共の安全の
保持に限定されていないこと（もっとも、通常の収用手続及び緊急に施
行する必要がある事業のための土地の使用（土地収用法第123条）手続
により認められる土地の使用の目的の範囲は、本条による一時使用の場
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合よりも大きい。）、③建物その他の工作物を単独で使用できること（土
地収用法においては、土地とともに使用する場合に限られる。）等の諸
点に特色を有している。

⑶　他人の土地等の一時使用の手続は、第２項から第７項までの規定にお
いて次のように定められている。

　①　経済産業大臣の許可を受けること。ただし、天災、事変その他の非
常事態が発生した場合において、15日以内の期間一時使用するときは、
許可を要しない。なぜならば、このような場合にも許可を要するもの
とすれば、復旧工事が遅延し、非常事態における事業の遂行が確保し
得ないおそれがあり、期間も極めて短いので土地等の所有者及び占有
者の受ける損失も軽微であると考えられるからである。

　②　経済産業大臣は、許可申請があったときは、土地等の所有者及び占
有者に意見書を提出する機会を与えなければならないこと。ただし、
天災、事変その他の非常事態が発生した場合等、緊急性が認められる
場合は、その許可に向けた検討と土地等の所有者及び占有者の意見書
の提出機会の付与は分離して行われる場合がある。

　③　電気事業者は、一時使用するときは、あらかじめ土地等の占有者に
通知すること。これは、土地等の占有者に突然の使用により生ずる損
失を避ける余裕を与えるためのものである。通知の方法は、個別の伝
達を原則とし、公告をもって通知とすることは登記簿、台帳等による
事前調査によっても氏名、住所等を知り得ない場合に限るべきである。
通知の形式は、法文上必ずしも書面を要しないが、後日の紛糾を避け
るため書面による通知が望ましく、また通知の内容も本項の趣旨から
すれば、単に一時使用する旨を通知するだけではなく、一時使用の目
的、一時使用する土地等の区域、一時使用の期間、一時使用者名等を
も通知すべきである。ただし、あらかじめ通知することが困難なとき
は事後通知でよい。「あらかじめ通知することが困難なとき」とは、
例えば占有者が旅行中の場合等をいう。

　④　一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、そ
の居住者の承諾を得ること。
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　⑤　一時使用の期間は、６月（非常事態が発生した場合において仮電線
路を設置するとき及び測標を設置するときは、１年）以内に限られる
こと。

　⑥　一時使用に際しては、経済産業大臣の許可証を携帯し、関係人の請
求があったときは、これを提示すること。もっとも、天災、事変その
他の非常事態が発生した場合において、15日以内の期間一時使用する
とき（第２項ただし書の場合）は、許可証の提示を要しない。この場
合には許可を受けることを要しないからである。

⑷　本条における「土地等」は私有のものに限らず、国有又は地方公共団
体の所有のものも含まれる。もっとも、公共用の土地については、第65
条に特別規定があるので、本条の「土地等」には含まれないものと解す
べきである。第１項中「必要であり、かつ、やむを得ないとき」とは、
工事の施工、電線路の設計、測量技術等から見て当該土地等を使用する
ことが合理的であれば足りるのであって、必ずしも代替地が存在しない
ことを要するものではない。「その土地等の利用を著しく妨げない限度」
とは、現在及び合理的に予測し得る将来において、その土地等の属する
一団の土地等の全体から見てその利用を著しく妨げない程度をいう。

　　第１項ただし書は、建物その他の工作物を使用できるのは電線路を支
持するために利用する場合に限られ、例えば、建物の内部に電線路を通
したり、変圧器を設置したりして建物その他の工作物の内部の空間を使
用することを禁じる趣旨である。第１項第１号及び第３号は、「電気事
業の用に供する」場合に限られるのであるから、例えば、専ら兼業部門
のために使用される電線路その他の電気工作物については適用がない。
第１号中「電線路に関する工事」には、電線路の設置の工事のみならず、
修理、改善等のための工事を含む。「作業場」には宿舎は含まれない。「架
線のためのやぐら」とは、例えば、送電線を鉄塔に架線するため延線す
る場合において道路を横断するときに、交通を妨げないよう電線を高所
に支持しておく等のためのやぐらをいう。第３号中「測標」とは、測量
のための標識をいう。

⑸　第２項の経済産業大臣の許可を受けないで電気事業者が土地等の一時
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使用をした場合においては、その使用は何ら法的根拠のない不法なもの
であることから、民法上の不法行為となり、電気事業者に損害賠償責任
等が課されることがある。また、第４項の規定による土地等の占有者へ
の事前通知又は第５項の居住者の承諾は、一時使用権を行使するための
要件であるからこれを欠いて電気事業者が一時使用した場合には、土地
等の占有者又は居住者がその一時使用を拒むことができるだけでなく、
民法上の不法行為となる場合も考えられる。もっとも、この通知又は承
諾は一時使用権の発生要件ではないので、これを欠いた一時使用があっ
ても、経済産業大臣の許可そのものは、これにより何ら影響を受けるこ
となく、改めて土地等の占有者に通知し、又は居住者の承諾を得た場合
には、当該土地等を一時使用することができる。したがって、経済産業
大臣の許可を再度受ける必要はないのである。

⑹　第３項及び第４項中「土地等の・・・占有者」とは、土地又はこれに
定着する建物その他の工作物を現に適法に占有する全ての者をいう。

⑺　第４項中「あらかじめ通知することが困難なとき」とは、例えば占有
者が旅行中とか、その土地が山林、原野等である場合をいう。第五項中

「居住の用に供されている」土地等の範囲としては、さく、垣及びこれ
らにより囲まれている庭も含まれるものと解すべきである。

　（立入り）
第五十九条　電気事業者は、電気事業の用に供する電気工作物に関す

る測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可
を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
２　前条第三項の規定は、前項の許可の申請があつた場合に準用する。
３　前条第四項、第五項及び第七項本文の規定は、電気事業者が第一

項の規定により他人の土地に立ち入る場合に準用する。

【趣旨】
　本条は、電気事業者が電気事業の用に供する電気工作物に関する測量又
は実地調査のため、経済産業大臣の許可を受けて他人の土地に立ち入る権
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は、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出
るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。
４　第五十八条第三項の規定は、第一項の許可の申請があつた場合に

準用する。

【趣旨】
　本条は、電線路の保安にとって支障となる植物の伐採若しくは移植、電
気工作物に関する測量若しくは実地調査又は電線路に関する工事に支障を
及ぼす植物の伐採若しくは移植についての権利及びこれに関する手続を規
定したものである。電線路の保安、電気工作物の測量、実地調査、電線路
の工事に当たり、他人の竹木その他の植物が障害となる場合には、その所
有者の承諾を得てその植物の伐採、移植を行うべきではあるが、電気事業
者と植物の所有者との協議が調わず、又は協議することができない場合に、
植物による電線路障害を放置して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火
災発生等公共の安全を阻害することになれば、電気の安定供給その他電気
事業の適確な遂行及び公共の安全の確保に支障を及ぼすことになり、適切
でない。
　本条は、このような問題を解決するために設けられたものであるが、公
共の利益と私権との調整を図るため、電線路に対する障害の程度により、
手続を異にしている。すなわち、第１項においては、植物が電線路に障害
を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合、電気工作物に関する測量若
しくは実地調査若しくは電線路に関する工事に支障を及ぼす場合に、それ
が緊急でないときは、経済産業大臣の許可を要するものとしているのに対
し、第３項においては、障害を放置した場合、電線路を著しく損壊して電
気の供給に重大な支障を生じ、又は災害を発生して公共の安全を阻害する
おそれがあるときに、経済産業大臣の許可を要しないものとしているので
ある。
　なお、本条第１項の許可の中には、伐採等の作業に必要な限度での土地
の立入許可も含まれていると解される。第３項についても同様である。
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【解釈】
一　植物の伐採又は移植の権利【第１項】 

⑴　本条第１項の権利は、経済産業大臣の許可によって発生する公法上
の権利である（第58条の解説参照）。また、第３項の権利は、緊急避
難の性格を有するものである。

⑵　土地収用法第14条によれば、事業の準備のために他人の占有する土
地に立ち入って測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要が
あって、障害となる植物、かき、さく等を伐除しようとする場合又は
当該土地に試掘、試すい、これに伴う障害物の伐除をしようとする場
合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得
ることができないときは、市町村長又は都道府県知事の許可を受けな
ければならず、障害物の伐除、試掘等を行う場合には３日前までに所
有者及び占有者に通知しなければならないとされている。本条による
植物の伐採又は移植の権利は、①その目的が事業の準備に限定されて
いないが、②具体的な手段は、単に植物の伐採又は移植のみで試掘等
を含まず、③権利行使の手続が簡素化されている等の点において異
なっている。

⑶　植物の伐採又は移植の手続としては、次の事項が定められている。
　　①　経済産業大臣の許可を受けること。ただし、植物が電線路に障害

を与えている場合においてその障害を放置するときは、電線路を著
しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災
害を発生して公共の安全を阻害するおそれがあると認められるとき
は、経済産業大臣への事後届出及び植物の所有者への事後通知で足
りる。

　　②　経済産業大臣は、許可の申請があったときは、植物の所有者に意
見を提出する機会を与えなければならないこと。

　　③　あらかじめ植物の所有者に通知しなければならないこと。ただし、
事前通知が困難なときは、事後通知で足りる。

⑷　本条は、私有の植物のみならず、国有又は公有の植物にも適用され
る。第１項中「植物が電線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれ
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がある場合」とは、例えば、植物が電線路に接触している場合とか、
法定の離隔距離が保たれていない場合をいう。「電気工作物に関する
測量若しくは実地調査」には、電気工作物の設置のみならず、修理・
改善等のための測量・実地調査を含む。また、「電線路に関する工事」
とは、電線路の設置のみならず、その修理・改造等を含む。「やむを
得ないとき」とは、植物の伐採又は移植以外には方法がないことをい
う。

二　所有者への通知【第２項】
　　第２項中「あらかじめ通知することが困難なとき」とは、例えば、植

物の所有者が旅行中の場合、植物が植生する土地が山林、原野等である
場合等が考えられる。

　　第２項による通知は、植物の伐採又は移植の権利を行使する要件であ
るから、これを欠く行為は不法行為となる。もっとも、この通知の有無
は、経済産業大臣の許可の効力に何ら影響を及ぼさない（第58条の解説
参照）。

三　事後の届出及び通知【第３項】
　　第３項中「植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼしている

場合」とは、例えば、植物が電線路に接触して大地に電気が漏えいして
いる場合等が考えられる。「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大
な支障を生じ」とは、例えば、電線路を切断して広範囲の停電を生ずる
ことである。

四　伐採又は移植した植物の所有権
　　本条の規定は、電線路の保安、電気工作物に関する測量若しくは実地

調査、又は電線路に関する工事にとって障害となる植物の伐採、移植の
権利を認めただけであるから、伐採又は移植をした植物の所有権が、従
来の所有者に属することはいうまでもない。
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　（損失補償）
第六十二条　電気事業者は、第五十八条第一項の規定により他人の土

地等を一時使用し、第五十九条第一項の規定により他人の土地に立
ち入り、第六十条第一項の規定により他人の土地を通行し、又は前
条第一項若しくは第三項の規定により植物を伐採し、若しくは移植
したことによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、通
常生ずる損失を補償しなければならない。

【趣旨】
　本条は、本法に基づく土地等の一時使用、立入り、通行又は植物の伐採
若しくは移植により損失を生じたときは、電気事業者は、損失を受けた者
に対し、通常生ずる損失を補償しなければならないことを定めたものであ
る。本法においては、電気事業者に対し第58条から前条にかけて土地等の
一時使用、立入り、通行又は植物の伐採若しくは移植の権利を認めたので
あるが、これは電気事業の適確な遂行に便ならしめる限度において特権を
与えようとしたものにすぎず、電気事業者に直接の財産上の利益を与えよ
うとするものではない。したがって、電気事業者がこれらの権利を行使し
た結果生じた損失を補償する必要があることは、当然のことである。なお、
この損失補償は適法行為により生じた損失を補償させようとするもので
あって、民法上の不法行為による損害賠償でないことも当然である。

【解釈】
　本条中「通常生ずる損失」とは、権利行使と損失との間に相当因果関係
があれば足りる。したがって、主観的・個人的な特別の事情に基づく損失
は含まれず、通常の事情の下において生じると考えられる損失の範囲に限
られる。

第六十三条　前条の規定による損失の補償について、電気事業者と損
失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わな
いときは、電気事業者又は損失を受けた者は、当該土地等若しくは

20-11-084　第4章.indd   53920-11-084　第4章.indd   539 2021/03/12   13:43:122021/03/12   13:43:12



540

土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事の裁定
を申請することができる。
２　第二十五条第三項から第五項まで及び第三十三条の規定は、前項

の裁定に準用する。この場合において、第二十五条第三項及び第四
項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替える
ものとする。
３　損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並び

にその支払の時期及び方法を定めなければならない。

【趣旨】
　本条は、前条の規定による損失の補償について、当事者間で協議するこ
とができず、又は協議が調わないときは、電気事業者又は損失を受けた者
は、当該土地等若しくは土地又は障害となった植物の所在地を管轄する都
道府県知事の裁定を申請することができる旨を定めている。

【解釈】
⑴　都道府県知事の裁定申請の要件としては、電気事業者と損失を受ける

者との間で協議することができず、又は協議が調わないことが必要であ
る。

　　「協議をすることができず」とは、相手方の所在が不明の場合、相手
方を確知することができない場合、相手方が協議に応じようとしない場
合等である。したがって、相手方と協議することができるにもかかわら
ず協議しないときは、裁定の申請をすることはできない。

⑵　裁定の申請があった場合の都道府県知事の他の当事者への通知、答弁
書の提出機会の賦与、裁定した場合に当事者への通知及び裁定があった
ときは当事者に協議が調ったものとみなすことについては、第25条第３
項から第５項までの規定が準用されるので、第25条の解釈を参照された
い。

⑶　第３項の規定により、裁定においては、補償金の額並びにその支払時
期及び方法を定めなければならない。
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　　なお、補償金の支払を受けるべき者を確知することができない場合に
おいては、補償金の額が確定した後は一般原則に従い民法の規定により
供託することができる。また、補償金を受けるべき者が損失の補償を請
求できる期間は、土地収用法第91条、第93条のような明文の規定を欠く
ので、一般原則により、民法の規定に従うべきである。

　（原状回復の義務）
第六十四条　電気事業者は、第五十八条第一項の規定による土地等の

一時使用が終わつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状
に回復しないことによつて通常生ずる損失を補償して、その土地等
を返還しなければならない。

【趣旨】
　本条は、電気事業者が第58条第１項の規定により一時使用していた土地
等を返還するに際しての原状回復義務について規定したものである。一時
使用が終わったときは、一時使用権は当然効力を失い、また前条による損
失補償は、一時使用による損失の補償であって、一時使用が終わった場合
に原状に回復することや、原状回復しないことによる損失補償を含んでい
ないので特に本条において明確にしたものである。一時使用が終わったと
きは、原状に回復して返還するのが原則であるが、事情によっては、原状
に回復するのが不適当であるとか、土地の所有者に委ねた方が適切である
場合も考えられるので、このような場合には、原状に回復しないことによっ
て生ずる損失を補償すべきものとしている。もっとも、損失がない場合は、
補償する必要がないことはいうまでもない。例えば、使用開始のときには
芝生であった場合で、使用が終わったときにはその土地の属する一団の土
地が原野になっていたようなときは、芝生を植えて返還するのは無意味で
あるから原状に回復する必要がないのみならず、損失もないので補償する
必要がないのが通常であろう。
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【解釈】
　「土地等の一時使用が終わつたとき」とは、一時使用期間が満了したとき、
及び一時使用期間中に土地等を電気事業の用に供する必要がなくなったと
きをいう。「原状に回復」するとは、使用開始前の状態にすることをいう。

「通常生ずる損失」の範囲は、原状に回復しないことと相当因果関係にあ
る損失に限られるが、その最高限度は、原則として、当該土地等の取得に
要する対価であると解すべきである。なお、一時使用した土地等を原状に
回復するか、又は損失を補償して土地等を返還するかどうかは、当事者間
の協議により決定されるが、最終的には、電気事業者はいずれかの方法に
より返還すれば足りるものと解すべきである。

　（公共用の土地の使用）
第六十五条　電気事業者は、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の

用に供せられる土地に電気事業の用に供する電線路を設置する必要
があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許
可を受けて、これを使用することができる。
２　前項の場合においては、電気事業者は、管理者の定めるところに

より、使用料を納めなければならない。
３　管理者が正当な理由がないのに第一項の許可を拒んだとき、又は

管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣は、電気
事業者の申請により、使用を許可し、又は使用料の額を定めること
ができる。
４　前三項の規定は、道路法（昭和二十七年法律第百八十号）の規定

による道路並びに同法第十八条第一項の規定により決定された道路
の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべき
ものについては、適用しない。
５　主務大臣は、次に掲げる場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協

議しなければならない。
一　第三項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めよう

とするとき。
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二　電気事業者が電気事業の用に供する電線路を設置するため前項
の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置
された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合にお
いて、道路法第三十九条第一項（同法第九十一条第二項において
準用する場合を含む。）の規定により道路管理者が徴収する占用
料の額の決定又は同法第八十七条第一項（同法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により許可若しくは承認
に条件を付したことについての審査請求に対して裁決をしようと
するとき。

【趣旨】
　本条は、電気事業者が道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せ
られている土地の本来の効用を妨げない限度において、管理者の許可を受
け、管理者の定める使用料を納めればこれらの公共の用に供せられている
土地を電気事業を行う事業の用に供する電線路を設置するため使用するこ
とができる旨を規定したものである。電気事業者が道路等の公共の用に供
せられている土地を使用しなければならない場合は極めて多く、殊に都会
地においては、電線路の敷設は道路等公共の用に供せられている土地を使
用せざるを得ない現状である。また、このような土地は、既に公共の用に
供せられているので、一般の土地等を使用する場合に比し、一層簡易な手
段を定めたものである。

【解釈】
⑴　本条第４項において道路法の規定による道路又はその附属物等につい

て本条の適用を排除しているのは、道路法第32条の道路占用の許可につ
いて、同法第36条で水道、電気、ガス事業等のための道路占用の特例（い
わゆる義務占用）が認められているからである。これは、道路法上の保
護法益等の観点から別途定められており、小売電気事業者がその事業の
用に供するものについては道路法第36条の義務占用の対象とはされず、
小売電気事業者による道路占用にあっては、同法第32条の通常の道路占
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用許可によることとなる。本条による権利は、管理者又は主務大臣の許
可によって発生し、管理者に対する公法上の債権としての性格を有して
いる。なお、本条による権利は、公共の用に供せられている限りにおい
て存在しているから公共の用に供せられなくなったときは、この権利を
もって第三者に対抗することができない。

⑵　管理者が正当な理由がないにもかかわらずその土地の使用を拒んだと
き又は不当に高い使用料を課するときは、電気事業者の申請により主務
大臣（国土交通大臣、厚生労働大臣）は、その使用を許可し、又は使用
料の額を定めることができる。この場合には、主務大臣は、あらかじめ
経済産業大臣に協議しなければならない。また、道路法の規定による道
路又はその附属物等の占用料の額、占用の条件についての不服申立てに
対して裁決又は決定をしようとするときは、主務大臣は、経済産業大臣
と協議しなければならない。なお、主務大臣の考え方については、第
113条の２第２項において「道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用
に供せられる土地の管理を所掌する大臣」と規定されている。

⑶　本条は、電気事業者が「電気事業を行う事業の用に供する電線路」を
設置する場合に適用されるのであるから、専ら兼業部門に使用される電
線路を設置する場合には適用されないことはいうまでもない。しかしな
がらその電線路が兼業部門と、電気事業を行う事業とに兼用されている
場合には、本条の適用があるものと解すべきである。第１項中「公共の
用に供せられる土地」とは、いわゆる「公共用物」をいい、公用物（例
えば、官庁敷地）は含まれない。「その効用を妨げない限度」とは、電
線路の設置により通行や排水の困難化等公共の用に供せられている土地
の本来の効用に支障を及ぼすようなことのない範囲をいう。第３項中「正
当な理由」とは、第１項の要件を具備していない場合とか、各法律にお
いて必要な要件を具備していない場合をいう。なお、管理者は、正当な
理由がある場合を除き、許可しなければならないと解すべきである。

　（準用）
第六十六条　第六十一条第三項、第六十二条及び第六十三条の規定は、
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小売電気事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。こ
の場合において、第六十一条第三項中「電線路を著しく損壊して電
気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公
共の安全を阻害する」とあるのは、「火災その他の災害を発生して
公共の安全を阻害する」と読み替えるものとする。

【趣旨】
　本条は、第61条第３項（緊急の場合の植物の伐採又は移植）、第62条（植
物の伐採又は移植に伴う損失補償）及び第63条（損失補償についての裁定
等）の規定の小売電気事業者及び自家用電気工作物を設置する者に対する
準用規定である。

【解釈】
　「第六十一条第三項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支
障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」とあ
るのは、「火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」と読み替
える」としているのは、小売電気事業者及び自家用電気工作物を設置する
者に対しては、その性質上供給支障という観点から植物の伐採又は移植の
権利を認める必要はなく、かつ、適当でもないという理由によるものであ
る。したがって、小売電気事業者及び自家用電気工作物を設置する者に対
しては、火災その他の災害の発生防止という公共の安全を確保する観点か
らのみこの権利が認められる。
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イ　いわゆる決定同意権限を有するもののうち、自ら国家意思を決定
し、かつ、表示するもの（国家意思決定表示審議会等）
ロ　国会議員を審議会等の構成員とするもの（国会議員構成員審議会
等）
ハ　委員人事において国会の同意を要するもの（国会同意人事審議会
等）
ニ　所管府省の大臣に加え、他の関係大臣から諮問を受けるもの（複
数府省型審議会等）
ホ　国と地方公共団体又は地方支分部局に置かれる審議会等が一対の
ものとして設けられ、同一の作用法等に設置根拠、所掌事務が規定
されている場合

　
　平成27年度改正により設置した委員会は、電力取引（後にガス及び熱の
取引も追加）の監視に係る事務を担う機関とし、その実効性を高めるべく、
電気事業法に基づく経済産業大臣の権限のうち報告徴収や立入検査に係る
権限を委任するとともに、自ら事業者に対して直接勧告できることとされ
ている。また、取引監視を担う機関として有する電力取引に関する知見を
活用し、電力取引に係る紛争のあっせん及び仲裁を行う権限を電気事業法
において規定しているところ、当該仲裁の結果は当事者に対して法的拘束
力を持つこととなる。
　以上から、委員会は、自ら国家意思を決定し、その決定が直ちに国家意
思として外部に表示する組織となることから、上記イに該当することとな
る。したがって、委員会の設置根拠を法律に置くこととされた。
　他方、手引書では、国会同意人事を要しない８条機関については、「設置」、
「所掌事務」、「政令への委任」の３事項のみが設置法上規定できる内容で
あるとされている。しかしながら、委員会は電力取引の監視に係る事務と
して、報告徴収・立入検査に加え、経済産業大臣や事業者に対して直接勧
告を行う強い権限を有する機関であり、また、後述のとおり外形的な透明
性を確保することが求められることから、法律において組織の詳細を規定
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【解説】
　基本的計画によると、審議会等の委員の任期は２年以内とすることが原
則とされているが、取引の監視には知見の蓄積も必要となることから、任
期を３年とすることとし、また、「再任されることができる」旨の規定を
設けることとされた。

　（会議）
第六十六条の九　委員会は、委員長が招集する。
２　委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を
開き、議決をすることができない。
３　委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のとき
は、委員長の決するところによる。
４　委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第
六十六条の六第二項に規定する委員は、委員長とみなす。

【趣旨・沿革】
　本条は、委員会の会議について定めるものである。
　本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】
　独自の事務局を置く審議会等に関して定めた法律の多くは、会議の運営
方式について規定を置いている。これらの規定の多くは、招集権者、定足
数、議事の決定、委員長代理の適用について定めており、本法においても
同様の規定等を設けることとされた。
　なお、委員長・委員が計３名の証券取引等監視委員会においては、「出
席した委員長又は委員のうち、２人以上の賛成をもってこれを決する」旨
を規定すれば開催・議決に係る制限として必要十分であるが、委員長・委
員が計５名の委員会においては開催の定足数も規定する必要があるため、
食品安全委員会（計７名）の例に倣い規定している。
　また、委員長の出席を議決の要件としつつも、事故によって委員長が不
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在となった場合でも委員会を開催できるよう、第66条の６第２項により、
事前に指定された委員を委員長とみなす規定を置くこととされた。

　（事務局）
第六十六条の十　委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を
置く。
２　事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
３　事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
４　事務局の内部組織は、政令で定める。

【趣旨・沿革】
　本条は、委員会の事務局について定めるものである。
　本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】
　基本的計画によると、審議会等については、独自の事務局を設置しない
ことが原則とされている。一方で、委員会の主たる業務は、電力の適正な
取引を確保するため電力取引を監視し、送配電部門の中立性確保のため行
為規制の遵守状況を監視することであるが、実務上は、日々の取引情報や
発電所の稼働状況等から市場の分析を行い、立入検査により現場での監視
を行うといった現業が日々生じることとなる。委員会が取引監視等につい
て行う判断は、こうした実務の結果に依拠することとなるため、委員会の
独立性を確保するためにも、委員会の指揮命令の下で日々の取引監視等の
実務を執行する専属の事務局を設置することが必要である。
　また、非常勤とする委員長及び委員との関係においては、専属の事務局
が日々の監視業務を担い、委員長及び委員が事務局の収集した情報の分析
結果をそれぞれの専門性に基づいて精査するとともに、事業者への勧告や
経済産業大臣への勧告・建議など重要な意思決定を行うことが適切である。
　加えて、委員長及び委員が意思決定を行う場としての委員会は、立法当
時は週１～２回程度の開催を想定していたことから、実務上も、委員長及
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び委員が常時出勤する必要性はないと考えられた。
　そこで、委員長及び委員と事務局の役割の違いを考慮した上で、立入検
査等の現業を委員長の指揮命令の下で効率的かつ機動的に処理させるため
にも、委員会に独自の事務局を設けることされた。

　（委員会の意見の聴取）
第六十六条の十一　経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじ
め、委員会の意見を聴かなければならない。
一　第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
二　第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による
登録の取消しをしようとするとき。
三　第二条の十七第一項、第二項（第二十七条の二十六第三項にお
いて準用する場合を含む。）若しくは第三項（第二十七条の
二十六第二項において準用する場合を含む。）、第九条第五項（第
十三条第二項（第二十七条の十二において準用する場合を含む。）
及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。）、第十八条
第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第
二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第
二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十七条第一項
（第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条
の二十九において準用する場合を含む。）、第二十七条第二項、第
二十七条の三（第二十七条の十二及び第二十七条の二十九におい
て準用する場合を含む。）、第二十七条の十一第三項若しくは第四
項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、
第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第
二十七条の十三第五項（同条第八項において準用する場合を含
む。）、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の五十一、第
二十九条第六項、第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第
九十九条の十二の規定による命令をしようとするとき。
四　第三条、第八条第一項（第二十七条の十二において準用する場
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合を含む。）、第十四条第一項（第二十七条の十二において準用す
る場合を含む。）、第二十四条第一項、第二十七条の四、第二十七
条の三十第一項又は第九十九条の七第一項の規定による許可をし
ようとするとき。
五　第十条第一項若しくは第二項（これらの規定を第二十七条の
十二において準用する場合を含む。）、第十四条第二項（第二十七
条の十二において準用する場合を含む。）、第十八条第一項若しく
は第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書、第二十七条
の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八
条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の
四十八、第九十九条第一項又は第九十九条の六第一項の認可をし
ようとするとき。
六　第十五条第二項、第二十七条の八第二項又は第二十七条の三十
第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
七　第十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようと
するとき。
八　第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
九　第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第
二十三条第二項ただし書、第二十七条の十一の四第二項ただし書
又は第二十八条の四十九第一項の規定による承認をしようとする
とき。
十　第二十五条第二項（第三十二条において準用する場合を含む。）
の規定による裁定をしようとするとき。
十一　第二十九条第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十二　第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
十三　第九十九条の十二の規定による指定の取消しをしようとする
とき。

２　委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、そ
の内容を公表しなければならない。
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【趣旨・沿革】
　本条は、委員会の意見の聴取について定めるものである。
　本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】
　委員会は、電力の適正な取引の確保を図る観点から、電力取引の監視に
係る事務を担うところ、主務大臣たる経済産業大臣が総合的な判断の下で
電気事業法に基づく権限を執行する場合においても、委員会が上記の観点
から述べる意見を最大限尊重し、その高度の専門的知見を十分に活用する
ことが適当である。
　電力の取引の監視等を行う委員会が備える具体的な知見としては、以下
に係るものが挙げられる。

①　事業者の取引行為及び市場の動向を監視すること等により蓄積さ
れる、各事業者の取引行為や事業者の入退出による市場への影響（例
えば、大口取引を行う事業者の撤退による卸価格の乱高下）に関す
る知見。
②　事業者の取引行為及び市場の動向を監視すること等により蓄積さ
れる、電力市場における適正な取引の在り方や取引の相場（一般的
な契約料金、支払方法、計量方法や、供給拒否の正当事由など）に
関する知見。
③　事業者の取引行為及び市場の動向を監視すること等により蓄積さ
れる、効率的供給を行える適正な財務基盤や、適切な設備投資下で
の効率的供給に関する知見。
④　情報の目的外利用の禁止、差別的取扱いの禁止や会計整理などの
送配電部門の行為規制の遵守状況を監視すること等により蓄積され
る、行為規制に係る実態に関する知見。
⑤　適正・効率的な電気の供給がなされているか（料金水準や供給条
件）を監視すること等により蓄積される、電気料金及びそれに係る
原価の設計に関する知見。
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　したがって、経済産業大臣が行政処分を行うに際しては、その判断に当
たりこうした委員会の高度の専門的知見を活用する意義の大きいものであ
る場合には、事前に委員会の意見を聴かなければならないこととされた。
　また、委員会の判断そのものにも透明性を担保し、委員会の中立性と透
明性を確保することで、市場参加者から見て委員会の独立性に疑義が生じ
ないようにすることが重要である。そこで、公益認定等委員会と同様に、
委員会の行った意見について公表を義務付けることとされた。

　以下の考え方を基本としつつ、本条第１項各号に掲げる権限を経済産業
大臣が行使しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴かなければ
ならないこととされた。なお、同一の法律に基づく大臣による複数の行為
を意見聴取の対象として列記する場合には、その行為（政省令の制定・改
正、指定、判定、指示、認定等）ごとに号建てしている立法例が複数存在
することから（化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和48年
法律第117号）等）、これらの規定の例に倣って号建てすることとされてい
る。

⑴　事業許可関係
　　委員会は、事業者の取引行為及び市場の動向を監視すること等により
蓄積される、効率的供給を行える適正な財務基盤、適切な設備投資下で
の効率的供給に関する知見を有する。したがって、事業許可等に際して、
経済産業大臣が許可等の基準への適合性について適切な判断を行うに当
たり委員会の意見を求め、その高度の専門性を活用することとされた。

⑵　料金関係
　　委員会は、適正・効率的な電気の供給がなされているか（料金水準や
供給条件）を監視すること等により蓄積される、託送料金及びそれに係
る原価の設計に関する知見や、情報の目的外利用の禁止、差別的取扱い
の禁止や会計整理などの行為規制の遵守状況を監視すること等により蓄
積される、行為規制に係る実態に関する知見を有する。したがって、託
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送供給等約款の認可基準への適合性について適切な判断を行うに当た
り、委員会の意見を求め、その高度の専門性を活用することが適当であ
る。
　　このほか、最終保障供給約款の変更命令、離島供給約款の変更命令、
送電事業者の振替供給条件の変更命令等についても、同様の整理に基づ
き委員会の意見聴取の対象とした。

⑶　その他
　　一般送配電事業者による供給区域外に設置する電線路による供給の許
可（第24条第１項）に際しては、事業者の取引行為及び市場の動向を監
視すること等により蓄積される、効率的供給を行える適正な財務基盤、
適切な設備投資下での効率的供給に関する知見を有する委員会の意見を
求め、その高度の専門性を活用することが適当である。同様の趣旨で、
特定供給の許可（第23条の30）についても、委員会の意見を求めること
とする。
　　また、委員会は、情報の目的外利用の禁止、差別的取扱いの禁止や会
計整理などの送配電部門の行為規制の遵守状況を監視すること等により
蓄積される、行為規制に係る実態に関する知見を有していることから、
推進機関の設立に係る認可（第28条の14第１項）、業務規程の変更認可（第
28条の41第３項）や送配電等業務指針の認可及び変更認可（第28条の46
第１項）においても、委員会の意見を聴くことが適当である。
　　さらに、委員会は、事業者の取引行為や市場の動向を監視すること等
により蓄積される、適切な設備投資・利用による効率的供給に関する知
見を有していることから、供給計画の変更勧告（第29条第５項）、勧告
後の命令（第29条第６項）においても、委員会の意見を聴くことが適当
である。
　　償却や引当金の積立ての命令（第27条の３）についても、託送料金の
設計等に影響することから、委員会が有する効率的供給を行える適正な
財務基盤、適切な設備投資下での効率的供給に関する知見を活用すべく、
適切な引当額の設定に際し、委員会の意見を求めることとした。
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　（勧告）
第六十六条の十二　委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定に
より委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、第七項
若しくは第九項又は第百七条第二項、第三項、第六項若しくは第八
項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の
確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必
要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧
告をした場合は、この限りでない。
２　委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告
を受けた電気事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつ
たときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
３　委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣
に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めること
ができる。

【趣旨・沿革】
１　趣旨
⑴　本条は、委員会の電気事業者に対する勧告について定めるものであ
る。
⑵　委員会による電力取引の監視を実効性あるものとし、行政としてそ
の結果に基づいた迅速な対応を行っていくために、経済産業大臣だけ
ではなく、取引の監視を担う委員会が、適正な取引の確保等に必要な
権限を持って自ら判断・執行できるようにする必要性がある。
　　すなわち、日常的な監視業務を契機として事業者に対し、直接、需
要家への説明義務違反や苦情処理義務違反などについて是正勧告を実
施し、事業者へ迅速に適正な対応をするよう求める必要がある。
　　また、勧告には強制力はないものの、行政庁が自らの所掌事務の範
囲内で事実行為として行う行政指導とは異なる、事業者に対して迅速
かつ適正な対応を強く促す効果が期待できることから、電気事業法上
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若しくは第九項又は第百七条第二項、第三項、第六項若しくは第八
項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の
確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対
し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定に
よる勧告をした場合は、この限りでない。
２　委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その
内容を公表しなければならない。
３　委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大
臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めるこ
とができる。

【趣旨・沿革】
１　趣旨
　⑴　本条は、委員会の経済産業大臣に対する勧告について定めるもので

ある。
　⑵　委員会による電力取引の監視を実効性あるものとし、行政全体とし

てその結果に基づいた対応を行っていくために、行政処分権限を持っ
た経済産業大臣に対して、高度の専門的知見を活かして勧告を行い、
事業者に対する行政処分を求める必要があることから、本条において
経済産業大臣に対する勧告等を行い得ることとされた。

２　沿革
　本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】
⑴　委員会が報告徴収又は立入検査を行い、その結果について、電力の適
正な取引の確保を図るために特に必要があると認めるときは、経済産業
大臣に対して勧告することができる（第１項）。当該勧告が委員会の所
掌事務の範囲内で行われる必要があることは、前条の電気事業者に対す
る勧告と同様であることから、その発動要件として「電力の適正な取引
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ができる。

【趣旨・沿革】
１　趣旨
⑴　本条は、委員会の経済産業大臣に対する建議について定めるもので
ある。
⑵　委員会による電力取引の監視を実効性あるものとし、行政全体とし
てその結果に基づいた対応を行っていくために、行政処分権限を持っ
た経済産業大臣に対して、高度の専門的知見を活かして建議を行い、
電気事業に関し施策を講じさせる必要があることから、本条において
経済産業大臣に対する建議等を行い得ることとされた。

２　沿革
　本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】
⑴　電力の適正な取引の確保を図るために必要があると認めるときは、経
済産業大臣に対して建議できる（第１項）。当該建議が委員会の所掌事
務の範囲内で行われる必要があることは、前条の経済産業大臣に対する
勧告と同様であることから、その発動要件として「電力の適正な取引の
確保を図るために必要があると認めるとき」と規定するものである。ま
た、「その権限に属せられた事項」とは、電気事業法、ガス事業法、熱
供給事業法及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す
る特別措置法に基づいてその権限に属せられた事項を意味する（第66条
の３参照）。
⑵　委員会が有すべき「独立性」には、市場参加者から見てその独立性に
疑義が生じないよう、中立性と透明性を確保することが含まれるため、
委員会の判断そのものにも透明性が求められることから、委員会の性質
に鑑み、勧告の際と同様に、委員会の行った建議について公表を義務付
けることとされた（第２項）。
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⑶　委員会の透明性を確保するとともに、その意見の政策判断への反映を
実効的なものとする必要性に鑑み、勧告の際と同様に、委員会は経済産
業大臣に対し、当該建議に基づいて講じた措置について報告を求めるこ
とを可能とする規定も併せて置くこととされた（第３項）。

　（資料の提出等の要求）
第六十六条の十五　委員会は、この法律の規定によりその権限に属さ
せられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政
機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明そ
の他の必要な協力を求めることができる。

【趣旨・沿革】
１　趣旨
⑴　本条は、委員会が関係行政機関等に資料の提出等を求めることがで
きる旨を定めたものである。
⑵　委員会の所掌事務を遂行するためには、資源エネルギー庁など関係
行政機関が保有している情報内容を把握することが不可欠となる場合
が多い。このため、必要な情報を得るための手段の担保として、関係
行政機関の長その他の関係者に対し資料の提出等の協力を求めること
ができる旨を規定することとされたる。

２　沿革
　本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】
　本条に基づいて委員会が関係者に協力を求めることができるのは、委員
会の所掌事務を遂行するために必要な事項に限られる。協力を求める「関
係行政機関の長」としては資源エネルギー庁長官や消費者庁長官、「その
他の関係者」としては金融機関等を想定している。提出等を求める内容と
しては、受理した供給計画についての考え方（資源エネルギー庁長官）や、
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電力市場における消費者問題の動向（消費者庁長官）、送配電部門におけ
る資金管理の適切性についての意見（金融機関）等が想定される。

　（公表）
第六十六条の十六　委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しな
ければならない。

【趣旨・沿革】
１　趣旨
⑴　本条は、委員会の事務の処理状況の公表について定めるものである。
⑵　委員会が有すべき「独立性」には、市場参加者から見てその独立性
に疑義が生じないよう、中立性と透明性を確保することが含まれるた
め、委員会の事務運営の透明性を確保し、公正な事務執行を担保する
ため、委員会による事務の処理状況を公表することとされた。

２　沿革
　本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】
　本条に基づき、委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表する義務を
負うため、「電力・ガス取引監視等委員会の活動状況」を公表している。「電
力・ガス取引監視等委員会の活動状況」では、対象期間中に委員会が行っ
た、事業者に対する指導、規制料金の事後評価、監査結果の概要、各種指
針の整備又は改定に関する建議などの事務の処理状況が記載されている。

　（政令への委任）
第六十六条の十七　この編に規定するもののほか、委員会に関し必要
な事項は、政令で定める。
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【趣旨・沿革】
　本条は、委員会の内部構成等の詳細設計について、政令委任する旨を定
めるものである。。
　本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】
　本条に基づき、委員会の特別委員及び専門委員並びに委員会の内部組織
等について、電力・ガス取引監視等委員会令（平成27年政令第309号）が
定められている。
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は、卸電力取引所で適正な価格が形成されていたとしても、「電気事
業者に対し卸電力の取引の機会の拡大を図る」という目的は達成され
ないこととなる。同様に、例えば、卸電力取引所の市場監視が不十分
であり、相場操縦などの結果、取引所で不適正な価格が形成されてい
る場合においては、電気事業者に対して卸電力取引所への市場参加の
機会が広く確保されていたとしても、「取引の指標となる適正な価格
の形成」という目的は達成されないこととなる。
⑸　「一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて」
とし、指定法人制度を採用する理由については、このような措置を講
じることにより、経済産業大臣は当該指定を受けた卸電力取引所を通
じて卸電力取引市場に関する情報の把握ができるようになるととも
に、当該卸電力取引所を通じ、卸電力取引市場における電力の売買取
引について一定の規律を働かせることも可能となるためである（詳細
後述）。
　　他方、卸電力取引所については、発電事業者や小売電気事業者を始
めとする電気事業者に対して円滑な売買取引ができる機会を提供する
とともに、指標性を有する適正な価格を形成することを目的とするも
のであることから、この市場における主たる市場参加者は電気事業者
であり、限定的な参加者の間で（差金決済を伴わない）現物の電力の
取引を行うことが想定される。
　　このため、「人の一定種類の行動を一般的に禁止した上で、この一
般的禁止を行政機関が特定の場合について解除し得ることとする」法
制である許可制を採用する積極的な理由がなく（詳細後述）、経済産
業大臣による指定制度を設けることによって卸電力取引所を適切に監
督し、当該卸電力取引所を通じて市場運営の状況を経済産業大臣が把
握した上で、仮に問題がある場合にはこれを是正することができる制
度を構築することができれば、卸電力取引市場の目的を達成すること
が十分に可能であるものと考えられる。
　　また、基準に適合する法人であれば、一般社団法人や一般財団法人
に限定する必要は必ずしもないことから、「その他政令で定める法人」
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として株式会社等が本条に基づく指定を受けることも排除しない仕組
みとされた。
⑹　第１号は、市場開設業務に係る実施の方法に関する基準である。具
体的には、卸電力取引所が市場開設業務を実施していくために必要な
事項、すなわち組織構成、組織の運営方法、市場開設業務の実施方法、
役員及び職員の構成や行動規範等に関する事項についての市場開設業
務の実施に関する計画（以下「実施計画」という。）の適正性を確実
なものとし、市場開設業務を適確に実施することを可能とする体制の
構築を求める必要があることから、指定の基準の一つとして規定する
ものである。
⑺　第２号は、卸電力取引所としての業務運営の健全性を確保するため
には、その財務面の確実性が要求されるとともに、市場開設業務に関
して、人的・物的両面での技術的な能力が要求されることから、経理
的及び技術的な基礎を有することを指定の基準の一つとして規定する
ものである。
　　「経理的基礎」とは、市場開設業務の実施に関する計画を実施する
ために適切な水準の資産及び運転資金が確保されており、市場開設業
務を遂行するための設備資金、運転資金等の調達方法、借入金の返済
計画等についての確実性があり、長期に健全な状態で市場開設業務を
継続できる財務上の確実性を有していることをいう。また、人的側面
としては、経理を行うに十分な人員の確保及び業務体制が整っている
ことも必要である。
　　「技術的基礎」とは、実施計画を実施するために十分な施設及び設
備を保有し、又は賃借すること等により整っていること、また市場開
設業務に使用する情報処理システムについて、効率性・セキュリティ
に十分配慮がなされるとともに、今後の技術革新等に適切に対応でき
るよう十分な拡張性が兼ね備えられているものであることも必要であ
る。人的側面としては、卸電力取引所の役員及び職員が市場開設業務
を実施するに当たり、十分な技術的基礎・経験等を有していること及
びこれらの役員及び職員の配置が実施計画を円滑に実施するために適
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切であることが必要である。
⑻　第３号は、市場開設業務は常に公平性・透明性・中立性をもって実
施される必要があることから、業務の実施主体である卸電力取引所の
役員又は職員の構成自体が公平中立であることが必要であり、特定の
利益を代表する立場の者の意向が市場開設業務の実施に反映されるこ
と等、市場開設業務の公正な遂行に支障を及ぼすことがあってはなら
ないため、指定の基準の一つとして規定するものである。
⑼　第４号は、例えば業務遂行の面において、市場開設業務と市場開設
業務以外の業務を特定の役職員が兼ねて担当することがある場合に
は、それぞれ担当する市場開設業務以外の業務が、市場開設業務の公
正な実施に支障を及ぼすおそれがないような必要な措置を講じること
等を求める必要があることから、指定の基準の一つとして規定するも
のである。
⑽　第５号及び第６号は、卸電力取引所の公正性・透明性を確保する観
点から欠格事由を定め、一定の条件に当てはまるものを排除すること
とした。これにより、第５号及び第６号に該当する法人から経済産業
大臣に指定の申請がなされた場合であっても、経済産業大臣は指定を
行うことができないこととなる。
　　また、経済産業大臣が卸電力取引所を適切に監督するため、名称や
住所等を変更しようとする場合は、経済産業大臣への届出義務を課す
こととされた（第２項）。
⑾　なお、卸電力取引所は、経済産業大臣が必要な監督を行うことに加
え、電気事業者はもちろん、取引所を利用する可能性がある者を含め
不特定多数の者と関係があるものであるから、第１項の規定に基づく
指定を行ったとき、又は第２項の規定に基づく届出があったときは、
経済産業大臣はその旨を官報で公示することとされた（第112条の２
第１号及び第３号）。

　（業務）
第九十八条　卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。
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一　電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引
の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行う
ための市場（第九十九条の二において「卸電力取引市場」という。）
を開設すること。
二　前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三　前二号に掲げるもののほか、卸電力取引所の目的を達成するた
めに必要な業務を行うこと。

【趣旨・沿革】
　本条は、卸電力取引所の業務の範囲を定めるものである。
　本条は、平成二十六年改正により設けられたものである。

【解説】
　卸電力取引所の業務として、市場開設業務、すなわち、卸電力取引市場
を開設すること（第１号）、これに附帯する業務を行うこと（第２号）、そ
の他卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと（第３号）
を定めることとされた。
　なお、第２号の「附帯する業務」とは、例えば卸電力取引所の活動に関
する広報活動を行うこと等、第３号の「目的を達成するために必要な業務」
とは、第97条に規定する卸電力取引所の目的（卸取引機会の拡大、価格形
成、取引円滑化）に照らし必要な業務を意味し、例えば、卸取引市場の活
性化に資する取組である間接送電権の導入に伴う値差清算処理や非化石価
値取引市場の運営に係る業務、電力の卸取引の円滑な実施を支援するため
の調査研究等が考えられる。

　（業務規程の認可）
第九十九条　卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは、当該業務
の開始前に、市場開設業務の実施に関する規程（以下この章におい
て「業務規程」という。）を作成し、経済産業大臣の認可を受けな
ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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２　経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設業務の公
正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程
を変更すべきことを命ずることができる。
３　業務規程に記載すべき事項及び第一項の認可の基準については、
経済産業省令で定める。

【趣旨・沿革】
　本条は、市場開設業務の実施に関する規程（以下「業務規程」という。）
の作成の認可及びその変更前の認可について定めるものである。
　本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】
⑴　業務規程の認可等【第１項】
　　卸電力取引所が行う市場開設業務には、公平性・透明性が強く求めら
れることから、卸電力取引所は、当該業務の開始前に、市場開設業務の
実施に関する規程（以下「業務規程」という。）を作成し、経済産業大
臣の認可を受けなければならないこととされた。また、経済産業大臣の
認可を受けた業務規程を自由に変更できることとすると、業務規程を認
可制にかからしめている趣旨が没却されることから、その変更に際して
も経済産業大臣の認可を受けなければならないこととされた。
⑵　業務規程の変更命令【第２項】
　　卸電力取引所の業務運営の適正性を担保するため、経済産業大臣は、
業務規程が市場開設業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認め
る場合は、卸電力取引所に対して、その業務規程を変更すべきことを命
ずることができることとされた。
⑶　業務規程に記載すべき事項及び業務規程の認可等の基準【第３項】
　　業務規程に記載する事項やその認可基準は施行規則に規定されてい
る。具体的には、①市場開設業務を行う時間及び休日に関する事項、②
卸電力取引市場を利用できる者の要件、③取引の方法に関する事項、④
取引を行う者に対する指導・監督・処分に関する措置、⑤役員及び職員
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に関する事項等について定めることとした。認可の基準については、市
場開設業務を適正かつ確実に実施する上で上記のような事項が適当なも
のであることとすること（例えば、卸電力取引市場を利用できる者の要
件について恣意性を排除し客観性を有しているか等）が規定されている。

　（売買取引を行うことができる者）
第九十九条の二　卸電力取引市場における電力の売買取引（以下この
章において単に「売買取引」という。）を行うことができる者は、
電気事業者その他これに準ずる者であつて電力の卸取引の業務を適
確に遂行するに足りる資力信用を有するものとして業務規程で定め
る者とする。

【趣旨・沿革】
　本条は、卸電力取引市場において電力の売買取引を行うことができる者
の範囲について定めるものである。
　本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】
⑴　卸電力取引市場における電力の売買取引（以下単に「売買取引」とい
う。）を行うことができる者は、電気事業者その他これに準ずる者であっ
て電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有するもの
として業務規程で定める者とすることとされた。
⑵　売買取引を行うことができる者については、あえて電気事業者のみに
限定する必要性はなく、また逆に電気事業者であったとしても、電力の
卸取引の業務を適確に遂行するだけの能力（資金調達や電源調達に関す
る能力等）を有していない者については、取引の安定性を確保する観点
から、卸電力取引市場への参加を制限する必要がある。
　　すなわち、卸電力取引所の市場開設業務は、あくまで第一義的には、
電気事業者がその事業を営む上で必要となる電力を売買するための機会
（＝電力の卸取引の機会）を増大させること等を目的とするものである
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ため、第97条第１項において「電気事業者に対し電力の卸取引の機会を
提供する」と規定しているところであるが、電気事業者以外の一定の要
件を満たす者（例えば、発電事業者には該当しないが、発電用の電気工
作物を維持し、及び運用する者等）が、卸電力取引市場に参加すること
により、当該市場において取引される電力の量が増加することは、電気
事業者による卸電力の取引の機会の増大にも資するものである。
　　このため、電気事業者以外の者であっても電気事業者に準ずるものに
ついては、電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有
する限りにおいて、卸電力取引市場における電力の売買取引を行うこと
ができる者として業務規程で定めることとされた。
⑶　なお、JEPXにおいては、取引に参加する際の純資産額の要件や、信
用力に関する欠格事由（破産者で復権を得ない者等）を取引会員規程に
おいて定めている。
⑷　「電力の卸取引の業務」とは卸電力取引市場のみならず相対取引も広
く含めた業務を意味するものである。

　（売買取引）
第九十九条の三　売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方
法によらなければならない。
２　卸電力取引所は、売買取引において、不正な行為が行われ、又は
不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めると
ころにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限その他の売
買取引の公正を確保するために必要な措置を講ずることができる。
３　卸電力取引所は、前項に規定する措置を講じたときは、速やかに、
その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

【趣旨・沿革】
　本条は、卸電力取引所における売買取引の方法（第１項）、卸電力取引
所が取引の公正を確保するために必要な措置を講ずることができること
（第２項）等を定めるものである。
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　本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】
⑴　卸電力取引市場において不正取引や不当な価格形成が行われることを
防ぎ、適正な取引が行われるようにするため、売買取引は第99条第１項
の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けた業務規程に定める方法によ
り行うことを、売買取引を行う者に対して義務付けることとされた（第
１項）。
⑵　また、卸電力取引所は売買取引において不正な行為が行われ、又は不
当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところに
より、売買取引を行う者に対し取引を制限することその他取引の公正を
確保するための措置を講じることができることとし（第２項）、経済産
業大臣との適切な連携を確保するため、卸電力取引所が上記措置を講じ
たときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない
ことを規定することとされた（第３項）。
　　取引制限を発動する主体を経済産業大臣ではなく卸電力取引所とされ
た趣旨は、卸電力取引市場においては、電気事業者に対して円滑に取引
ができる機会を提供するとともに、指標性を有する適正な価格を形成す
るという卸電力取引市場の目的に照らして必要な範囲での規制を行えば
足りるため、経済産業大臣による取引制限に係る規定を設け、違反者に
は罰則を課すという厳しい措置ではなく、卸電力取引所の私的自治に委
ねることが適当かつ十分である。このため、卸電力取引市場に対して経
済産業大臣が取引制限を発動することを可能とする規定は設けないこと
とし、あくまで卸電力取引所が発動する取引制限で対応することとした
ものである。
⑶　想定される不正な行為の具体例としては、例えば、小売電気事業者が
買占めを行った結果、卸電力取引市場で形成される価格が高騰する場合
などが考えられる。このような場合には、卸電力取引所はその業務規程
に基づいて取引制限を発動し、その旨を経済産業大臣に報告することと
なる。当該報告を受けた経済産業大臣は、当該小売電気事業者の行為に
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より、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、当該小売電
気事業者に対して、業務改善命令を発動することがあり得る。
⑷　なお、いわゆる相場操縦等の行為の禁止については、法律上当該禁止
に係る規定を置き、罰則によりその実効性を担保することも想定される
ところであるが、卸電力取引市場については、市場参加者が限定され、
かつ、上述の卸電力取引市場の目的に照らして必要な範囲での規制を行
えば足りるため、相場操縦等への対応についても、法律上の禁止行為と
した上で違反者には罰則を課すという厳しい措置ではなく、卸電力取引
所の私的自治に委ねることが適当かつ十分であると考えられることか
ら、措置しないこととされた。したがって、当該行為の禁止については、
業務規程における規律に委ねられることとなる。
⑸　第２項の「その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置」と
は、売買取引の制限では対応することができない事態が発生した場合に、
卸電力取引所が取引の公正を確保するために行う措置のことである。
　　売買取引の制限では対応できない事態としては、例えば、取引参加者
が、卸電力取引所における相場が自己又は他人の操作によって変動する
旨を流布する事態が想定される。こうした事態が発生した場合には、卸
電力取引所が正確な情報を取引参加者に提供すること、風説の流布を
行っている者の名を公表して取引参加者に注意を呼びかけること、風説
の流布を行っている者に過怠金を課すこと等が取引の公正を確保するた
めの措置として想定される。

　（売買取引数量等の公表）
第九十九条の四　卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところによ
り、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公
表しなければならない。

【趣旨・沿革】
　本条は、卸電力取引所による売買取引数量等の公表について定めるもの
である。
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　本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】
⑴　卸電力取引市場における電気の価格が一定の指標性を有して電力市場
全体に影響することに鑑み、卸電力取引所は、売買取引の数量及び価格
その他経済産業省令で定める事項を公表することを、卸電力取引所に対
して義務付けることとされた。また、公表を行うべき時期やその具体的
方法についても併せて経済産業省令で定めることとされた。
⑵　「経済産業省令で定める事項」としては、スポット市場における売買
取引に係る電力の受渡しが行われる時間帯における電力の売渡しに係る
入札数量及び当該時間における電力の買入れに係る入札数量を規定して
おり、「売買取引の数量及び価格」については、スポット市場、一時間
前市場等の市場の区分に応じ一定の時間帯ごとの売買取引の数量を公表
することとされている（施行規則第132条の７）。
　　また、公表の方法については、インターネットを利用して日々行うと
ともに、月間及び年間の合計値についても確定後遅滞なく行わなければ
ならないこととされている。

　（差別的取扱いの禁止）
第九十九条の五　卸電力取引所は、市場開設業務の運営に関し、売買
取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

【趣旨・沿革】
　本条は、卸電力取引所の差別的取扱い禁止義務について定めるものであ
る。
　本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】
　卸電力取引市場において、発電事業者や小売電気事業者に対して円滑に
取引ができる機会を提供し、指標性を有する適正な価格を形成するために
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は、正当な理由によらずに特定の者の取引を優遇する又は特定の者の取引
機会を制限すること等があってはならない。
　市場の運営には一般に公正さが求められるところ、従来、JEPXに対し
て運営の中立性を懸念する指摘がなされていた。また、公正取引委員会と
経済産業省が共同で定めている適取GLにおいても、差別的取扱いにより
新規参入者の事業活動を困難にすることなどが公正かつ有効な競争の観点
から問題となる可能性がある行為とされている。
　これらの実態に鑑み、平成26年改正においては、卸電力取引所が売買取
引を行う者に対する不当な差別的取扱いを行うことを禁止する規定を設け
ることとされたものである。これを受けて、JEPXは、役員（理事及び監事）
について、取引会員等の利害関係者に対する差別的取扱いの禁止を役員行
動規範において定めている。

　（事業計画等）
第九十九条の六　卸電力取引所は、毎事業年度開始前に（第九十七条
第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を
受けた後遅滞なく）、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成
し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよ
うとするときも、同様とする。
２　卸電力取引所は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の
事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなけれ
ばならない。

【趣旨・沿革】
　本条は、卸電力取引所は毎年度事業計画等の認可を受けるべきこと（第
１項）及び事業報告書等を提出しなければならないこと（第２項）を定め
るものである。
　本条は、平成26年改正により設けられたものである。
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【解説】
　卸電力取引所の業務運営の適正性を担保し、経済産業大臣がこれを常時
把握するため、卸電力取引所の事業計画及び収支予算を経済産業大臣の認
可にかからしめることとする（第１項）とともに、事業年度ごとに事業報
告書及び収支決算書を作成し経済産業大臣に提出しなければならないこと
とされた（第２項）。

　（業務の休廃止等）
第九十九条の七　卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受けなけれ
ば、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならな
い。
２　経済産業大臣が前項の規定により市場開設業務の全部の廃止を許
可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

【趣旨・沿革】
　本条は、卸電力電力取引所の休廃止について定めるものである。
　本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】
　卸電力取引所の業務の突然の休廃止により、発電事業者や小売電気事業
者等が電気の取引を行う機会や、卸電力取引市場における価格指標が失わ
れ、当該取引が円滑になされないことによって電気の効率的かつ安定的な
供給に悪影響を及ぼすことを防止するため、卸電力市場の業務の休廃止に
は、経済産業大臣による許可を要することとされた（第１項）。
　また、業務の廃止に係る権利関係の変動を明確にするため、上記の業務
の全部の廃止の許可がなされた場合には、指定の効力が失われるとともに
（第２項）、経済産業大臣はその旨官報で公示しなければならない（第112
条の２第６号）。

　（役員の選任及び解任）
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第九十九条の八　卸電力取引所の役員の選任及び解任は、経済産業大
臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

　（解任命令）
第九十九条の九　経済産業大臣は、卸電力取引所の役員がこの法律若
しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したとき
は、その卸電力取引所に対し、その役員を解任すべきことを命ずる
ことができる。

【趣旨・沿革】
　本条は、卸電力取引所の役員の選解任について定めるものである。
　本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】
　卸電力取引所の業務運営の適正性を確保するため、卸電力取引所の役員
の選任及び解任を経済産業大臣の認可にかからしめることとされた（第99
条の８）。
　また、卸電力取引所の役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の
規定又は業務規程に違反したときは、経済産業大臣は、卸電力取引所に対
し、その役員を解任すべきことを命ずることができる（第99条の９）。

　（秘密保持義務）
第九十九条の十　卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職に
あつた者は、市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗
用してはならない。

【趣旨・沿革】
　本条は、卸電力取引所の役員等の秘密保持義務について定めるものであ
る。
　本条は、平成26年改正により設けられたものである。
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【解説】
⑴　卸電力取引所の業務を通じて、卸電力取引所の役職員は、売買取引を
行う者にとって営業上の秘密に当たる情報（個々の取引における申込価
格や約定した数量等）を知り得ることとなるが、これが漏洩すると当該
売買取引を行う者が不利益を被ることになりかねないことから、卸電力
取引所の役職員及び役職員であった者に対して、秘密保持義務を課すこ
とにより、こうした事態を防ぐ必要がある。
　　したがって、卸電力取引所の業務運営の適正性を確保するため、卸電
力取引所の役職員及びこれらの職にあった者に対しては、業務に関して
知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務を課すこととされ
た。
⑵　「盗用してはならない」という規定振りについては、推進機関の役職
員等の秘密保持義務について規定した第28条の29と同様の趣旨であり、
卸電力取引所の非開示情報を用いて電力先物市場で不当に利益を上げる
といった行為を規制するためには、より幅広く対象を規定することが望
ましいことから、「又は盗用してはならない」と規定することとされた。

　（監督命令）
第九十九条の十一　経済産業大臣は、市場開設業務の公正かつ適確な
実施を確保するため必要があると認めるときは、卸電力取引所に対
し、市場開設業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

【趣旨・沿革】
　本条は、経済産業大臣の卸電力取引所に対する監督権限を定めるもので
ある。
　本条は平成26年改正により設けられたものである。

【解説】
　卸電力取引所の業務運営の適正性を担保するため、経済産業大臣は、市
場開設業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるとき

20-11-084　第7章.indd   62220-11-084　第7章.indd   622 2021/03/13   11:01:462021/03/13   11:01:46



623

は、卸電力取引所に対して、市場開設業務に関し監督上必要な命令をする
ことができる旨規定することとされた。

　（指定の取消し等）
第九十九条の十二　経済産業大臣は、卸電力取引所が次の各号のいず
れかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて市
場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一　第九十七条第一項第一号から第四号までに掲げる基準に適合し
ていないと認めるとき。
二　第九十七条第一項第六号に掲げる基準に適合しないこととなつ
たとき。
三　第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、
第九十九条の四から第九十九条の六まで又は第九十九条の七第一
項の規定に違反したとき。
四　第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで市場開
設業務を行つたとき。
五　第九十九条第二項、第九十九条の九又は前条の規定による命令
に違反したとき。
六　不正の手段により第九十七条第一項の指定を受けたとき。

【趣旨・沿革】
　本条は、卸電力取引所の指定の取消し等について定めるものである。
　本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】
⑴　卸電力取引所が、この法律の規定に違反した場合等において、経済産
業大臣が当該卸電力取引所の指定を取消し、又は期間を定めて業務の全
部若しくは一部の停止を命ずることができる旨規定することとされた。
⑵　第１号は、第97条第１項第１号から第４号までに掲げる基準に適合し
ていないと認める場合に指定を取り消すものである。
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「これを変更する」とは、当初付した条件をその時々の状況に応じてい
つでも変更できることをいう。また、「最小限度のもの」であっても「当
該登録、変更登録、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課すること
となる」条件は、第２項の規定により付することができない。
⑵　条件に違反した場合には、内容いかんによっては、罰則の対象となる
ほか、登録、変更登録、許可又は認可が取り消されることもあり得る。

　（発電水力）
第百一条　経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわな
ければならない。

【趣旨・沿革】
　本条は、発電水力調査について規定したものである。水力発電は、安定
的供給が可能な国内資源を利用するもので、国土の総合開発という点から
も重要であり、また特に貯水池式発電、揚水式発電等は、他の電源との合
理的、経済的な組合せができるという点からも重要な地位を占めている。
本条は、水力発電所建設の前提となる発電水力調査を国が自ら行い、その
開発を推進しようとするものである。
　発電水力調査の一環である包蔵水力調査は、全国的に統一された調査方
針による水力の開発地点の調査であるが、これは、時々の社会・経済情勢
や技術水準等によって変化するものである。我が国では明治末以来５回に
わたって全国的な調査が行われ（第５回は昭和55年－61年）、その間２度
にわたる石油危機を経て、石油代替エネルギーとして水力が見直されるに
至り、これらの成果は、電力行政の大きな指針として重要な役割を果たし
ている。

【解説】
　本条における「発電水力の開発上必要な調査」とは、水力資源を発電に
利用するために必要な調査をいい、包蔵水力調査、流量調査、更に具体的
な個別地点の調査等を含む。
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第百二条　経済産業大臣は、発電水力の開発上必要があると認めると
きは、水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者に
対し、その電気工作物を設置している河川について、経済産業省令
で定めるところにより、その流量を測定し、その測定の結果を報告
すべきことを命ずることができる。

【趣旨・沿革】
　本条は、河川の流量調査について規定したものである。水力発電を行う場
合において河川の流量が正確に分からなければ、発電可能量、貯水池の大き
さ等を決定することはできない。河川の流量は、気象、地形等により変化する
ため一定の地点において長年月（我が国では10年の資料が使用されている。）
にわたって精密に測定しなければならないが、その調査記録は、最近の開発方
式が他電源との経済的組合せによる高度化の傾向にあるため、ますます重要
性を増している。本条においては、経済産業大臣は、発電水力の開発上必要
があると認めるときは、水力発電所を設置している者に対しその設置している
河川について流量を測定し、その結果を報告するように命ずることができるも
のとし、流量測定の設備、測定方法の統一を行い得るようにしている。流量測
定を行う測水所は、必要に応じて設置されるが、令和２年３月末現在において
は全国に約230の測水所があり、その測定記録は、長年月にわたって蓄積され、
電力行政上重要な指針を与えることになる。

【解釈】
　本条における「発電水力」とは、発電に利用される水資源をいう。この
命令は、「水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者に対
し」て発せられるのであるから、工事中の場合は含まれない。また、電気
工作物を「設置」しておればよいから、取水路、取水ダム等だけが設置さ
れ、発電所は他の河川にあってもよい。なお、同一水系に属している河川
に水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置しておれば、その水系の
全ての河川についてこの規定が適用される。
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第百三条　都道府県知事又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七
号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」と
いう。）の長は、河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第
二十三条若しくは第二十九条第二項の許可又は同法第二十四条若し
くは第二十六条第一項の許可（同法第二十三条の二の登録の対象と
なる流水の占用に係る水利使用（同条に規定する水利使用をいう。
第三項において同じ。）に関する許可を除く。）の申請があつた場合
において、その申請が発電水力の利用のためのものであつて政令で
定めるものであるときは、意見を付して経済産業大臣に報告し、経
済産業大臣の意見を求めなければならない。
２　経済産業大臣は、前項の規定により意見を求められたときは、国
土交通大臣に協議するものとする。
３　経済産業大臣は、都道府県知事又は指定都市の長に対し河川法第
二十三条若しくは第二十九条第二項の許可又は同法第二十四条若し
くは第二十六条第一項の許可（同法第二十三条の二の登録の対象と
なる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。）の申請があ
つた場合（第一項に規定する場合を除く。）において、発電水力の
有効な利用を確保するため必要があると認めるときは、その都道府
県知事又は指定都市の長に対し、これらの規定による処分に関し必
要な勧告をすることができる。

【趣旨・沿革】
１　趣旨
　本条は、河川法第23条（流水の占用）の許可申請等に係る都道府県知
事等と経済産業大臣等の関係を定めたものである。都道府県知事等は、
河川法第23条（流水の占用）の許可申請等があった場合であって、当該
許可申請が発電水力の利用のためのものであって政令で定めるものであ
るときは、意見を付して経済産業大臣に報告し、その意見を求めなけれ
ばならないこと（第１）、当該意見を求められた経済産業大臣は、国土
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交通大臣に協議すること（第２項）、経済産業大臣は、河川法第23条（流
水の占用）の許可申請等（第１項の場合を除く。）があった場合において、
都道府県知事等に対し必要な勧告をすることができる（第３項）旨が規
定されている。
　水力発電所を建設し、これを運用するためには、河川法において水利
使用等の許可を得ることが必要であるなど、河川行政と電力行政とは密
接に関連するものであることから、両者を担当する行政庁が事前に十分
な意見調整を行い得る環境を整備することにより、これらの行政分野の
円滑な遂行を図ろうというものである。

２　沿革
　平成25年改正前の電気事業法においては、水力発電所はその出力規模
にかかわらず、上記の手続を経ることが必要とされているところ、近年
の各都道府県における小水力発電設備の導入促進に向けた取組や、当該
発電設備を導入するための手続簡素化の要望を踏まえれば、一律に上記
の手続を存置する必要性が乏しくなっていることから、水力発電所の出
力規模にかかわらず、電気事業法第103条第１項及び第２項の手続を経
ることとされていた制度を見直し、当該手続を経る必要がある水力発電
所については、「政令で定めるもの」に限定することとされたものである。

【解説】
⑴　第１項及び第３項中「発電水力」とは、発電に利用できる水資源をい
う。第１項中「意見を付して」とは、許可又は不許可の方針等を付する
ことをいう。「政令で定めるもの」とは、施行令第24条において、1,000kW
以上の水力発電所を規定しており、1,000kW未満のいわゆる小水力発電
設備については、上記の手続を経ることが不要とされている。都道府県
知事等は、「意見を求めなければならない。」点において法的に拘束され
ているが、必ずしも経済産業大臣の意見に拘束されることを意味するも
のでない。
⑵　第３項中「第１項に規定する場合を除く」とは、第１項の場合には経
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済産業大臣は、必ず意見を述べることになるので、この間の重複を避け
る趣旨である。「発電水力の有効な利用を確保するため必要がある」とは、
例えば、ある地点が水力発電所の建設に最適であることから、電気事業
者が河川法に基づいて許可申請をしている場合において、これと競願の
関係にある他の申請に対して許可される可能性がある場合等がこれに当
たる。「勧告」とは、ある事柄を申し出てその申出に沿うよう相手の処
置を勧め、又は促す行為をいうが、法的拘束力はない。

　（電気工作物検査官）
第百四条　経済産業省及び原子力規制委員会に、電気工作物検査官を
置く。
２　経済産業省の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若しくは第
五十四条の検査又は第五十一条第三項若しくは第五十五条第四項の
審査に関する事務に従事する。
３　原子力規制委員会の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若し
くは第五十四条の検査又は第五十一条第三項の審査に関する事務に
従事する。
４　電気工作物検査官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。

【趣旨・沿革】
　本条は、電気工作物検査官制度について規定したものである。電力技術
は、土木、機械、電気、原子力等の各技術分野にまたがっているが、その
技術の進歩は極めて顕著であり、常に新しい技術を採用した電気工作物が
実用化されている。また、電気工作物の保安の確保には、設置者自らの自
主的な取組が欠かせないが、それに加えて国による検査及び審査も必要に
応じて行うことが重要である。国による検査及び審査においては、原子力
発電設備に係る電気工作物自体の安全性を確認することによる方法、原子
力発電設備以外の電気工作物については、安全管理を旨とした、設置者自
らの自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理等を確認する方法
である。したがって電気工作物の検査あるいは事業用電気工作物設置者の
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自主検査実施体制の審査においてもそれぞれの専門技術分野についての高
度な知識と経験を必要としている。
　このような状況に鑑み、電気工作物検査官制度を設け、電気工作物の検
査に関する高度な技術と経験を有する者を電気工作物検査官として検査及
び審査に従事させることにより、検査及び審査の適確かつ能率的な実施を
期そうとするものである。
　

【解説】
　検査官の行う事務は、公共の安全上特に重要な電気工作物に係る使用前
検査（第49条第１項）、及び定期検査（第54条）に加え、使用前安全管理
審査（第51条第３項）、及び定期安全管理審査（第55条第４項）である。
　また、第４項の検査官の資格は、施行令第25条において、学歴、検査の
経験等によって定められている。

　（監査）
第百五条　経済産業大臣は、毎年、一般送配電事業者及び送電事業者
の業務及び経理の監査をしなければならない。

【趣旨・沿革】
１　趣旨
　本条は、経済産業大臣が、毎年一般送配電事業者及び送電事業者（以
下この条の解説において「電気事業者」という。）の業務及び経理の監
査をすべきことを定めたものである。電気事業の「運営を適正かつ合理
的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事
業の健全な発達を図る」（第１条）ことを目的としている本法においては、
監査を通じて、電気事業者の業務及び経理の状況を適確に把握し、かつ、
これを適正にしておく必要がある。本条は、このような趣旨に鑑み、経
済産業大臣に監査の義務を課したものである。
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２　沿革
⑴　平成７年改正において部分自由化や料金引下げ時等における届出制
の導入が行われるなど、本法の規制体系が大幅に変更され、また、そ
の態様についても事後監視・ルール遵守型へ転換されたことに伴い、
本条に規定する監査についても、電気事業者の経営の自主性を尊重し、
電気の使用者の利益の保護のために必要最低限の範囲において、予め
定められたルールに従って業務及び経理が適正に行われているかを事
後的に確認するものへと変更された。
⑵　監査を行う対象については、事業の公益性に着目し、全国規模の電
力供給を担い、より公益性の強い一般電気事業者及び卸電気事業者と
されており、特定された需要に応じて電気を供給する特定電気事業者
及び特定規模需要のみに電気を供給する特定規模電気事業者はその対
象とされていなかった。
　　平成26年改正における事業類型の抜本的な見直しが行われた際も、
広域的な送配電設備を維持・運用し、高度の公益性を有する事業であ
る一般送配電事業者及び送電事業者が監査を行う対象とされており、
小売電気事業者、特定送配電事業者及び発電事業者はその対象とされ
ていない。なお、みなし小売電気事業者が供給義務（平成26年改正法
附則第16条第１項）を負う間は、みなし小売電気事業者も監査の対象
となる（平成26年改正法附則第21条）。
⑶　電力・ガス取引監視等委員会に対する監査の権限の委任については、
第114条の解説を参照されたい。

【解説】
⑴　監査は、「業務及び経理」について行われるが、その範囲については、
①第１条に定める「電気の使用者の利益の保護」と「電気事業の健全な
発達」を図るために必要と認められ、かつ、②先述（【趣旨・沿革】参照）
のように規制体系が変更されたことを踏まえた、自己責任原則を前提と
する必要最低限の範囲であり、具体的項目や手続の細目については、電
力・ガス取引監視等委員会令第４条に基づき制定された電気事業監査規
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程（20150901電委第８号）及び電気事業の託送供給等収支に関する監査
について（20170116電委第１号）に記載されている。
⑵　「業務」に関する監査とは、電気事業者の供給業務その他の業務が、
法令、託送供給等約款等の各種約款（送電事業者の場合はその届け出た
振替供給条件）によって適正に実施されているかの実態を把握し、託送
供給等約款により託送供給を受ける電気供給事業者間の競争を阻害して
いないかどうか等を確認するものである。
⑶　「経理」に関する監査とは、電気事業者の経理が、電気事業会計規則
等の法令等の規定に基づいて適正に実施されているかの実態を把握する
ものである。具体的には、①財務諸表に関する監査（電気事業会計規則
に基づく会計整理が行われているか）及び②託送供給等収支に関する監
査（電気事業託送供給等収支計算規則に基づき託送供給等収支（送電事
業者にあっては振替供給等収支）が作成されているか）が行われている。
みなし小売電気事業者の場合は、①のほか、部門別収支に関する監査（み
なし小売電気事業者部門別収支計算規則に基づく部門別収支が作成され
ているか）が行われる。なお、規制体系の転換に伴い、会社法及び金融
商品取引法上の監査が行われる部分については、経済産業大臣の確認は
必要最小限にとどめることとなる。
⑷　監査の内容には、業務及び経理が適法であるかどうかだけでなく、こ
れが適正であるかどうかという点も含まれ、問題がある場合には、第19
条の変更認可申請命令、第66条の12の規定による委員会による勧告など
の電気事業法上の措置が採られることとなる。
⑸　監査の手段としては、次条の報告徴収、第107条の立入検査がある。

　（報告の徴収）
第百六条　主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第
四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で
定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物（以
下「原子力発電工作物」という。）を設置する者に対し、その原子
力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出を
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させることができる。
２　主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原
子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場
合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があ
ると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九
条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発
電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は
資料の提出をさせることができる。
３　経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事
業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発
電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提
出をさせることができる。
４　経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで又は第
二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六までの規定の施行に
必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事
業者（小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送
配電事業者及び発電事業者を除く。次項及び次条第三項において「一
般送配電事業者の特定関係事業者」という。）又は第二十七条の
十一の三第一項に規定する特定関係事業者（小売電気事業者等、一
般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を
除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」
という。）に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせること
ができる。
５　経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者又は送電
事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給
事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認める
ときは、第二十三条第二項又は第二十七条の十一の四第二項の規定
の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事
業者等（一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。）又は送電事
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業者の特定関係事業者等（送電事業者の特定関係事業者を除く。）
に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
６　経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気
工作物を設置する者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関
し報告又は資料の提出をさせることができる。
７　経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機
関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさ
せることができる。
８　経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録安
全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資
料の提出をさせることができる。
９　経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試
験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報
告又は資料の提出をさせることができる。

【趣旨・沿革】
１　趣旨
　本条は、原子力発電工作物を設置する者、原子力発電工作物の保守点
検を行った事業者、電気事業者、小売供給契約の締結の媒介等を業とし
て行う者、一般送配電事業者の特定関係事業者等、送電事業者の特定関
係事業者等、自家用電気工作物を設置する者、登録調査機関、登録安全
管理審査機関、指定試験機関、推進機関及び卸電力取引所に対する監督
規制のために、経済産業大臣は、一定の報告を提出すべきことを命じる
ことができる旨を定めている。

２　沿革
⑴　第１項は、平成14年の東京電力の原子炉シュラウドの不正記録等の
事案を踏まえて改正されたもので、原子力発電工作物を設置する者を
対象として、技術基準適合義務（第39条）、技術基準適合命令（第40条）、
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工事計画（第47条）、使用前検査（第49条及び第50条）に関して、必
要な報告の徴収及び資料の提出を求めることができることとしたもの
である。これらの検査等に関しては、原子力発電工作物の安全性を確
保する上で特に重要なものであり、特に報告等を求めることができる
こととしたものである。
⑵　また、平成14年改正において、報告徴収規定について「資料の提出」
を求めることができる旨が追加された。他の立法例を見ると、「報告
又は資料の提出」のように「資料の提出」を明示的に規定する立法例
も少なくない（例えば、金融機関等による顧客等の本人確認に関する
法律、保険業法など）。そうした立法例について見ると、①社会的に
大きな問題となった等により、国の特に厳格な関与等の特段の対応が
必要となったもの、②報告徴収の対象として証明書や具体的な記録等
の具体的な資料が想定されているもの、といったものについては、特
に明示的に「資料の提出」を規定していると考えられる。平成14年改
正は、大きな社会問題となった東京電力による原子力発電所の自主点
検記録についての不正に関する事案に対応して、その再発防止策の一
環として法改正を行おうとしたものである。このため、この事案が社
会的に大きな問題となったため、国がより厳格に関与を行うことが求
められることとなったことに対応するものであるとともに、報告徴収
の対象としても、当該事案を踏まえて原子力施設の検査や運転の記録
といった具体的な資料が想定されていることから、「資料の提出」を
追加することとされたものである。
⑶　第２項は、原子力発電工作物を設置する者に報告等の徴収を求めた
場合において、特に必要があると認めるときは、その原子力施設の保
守点検を行った事業者に対しても報告等の徴収を求めることができる
旨を規定したものである。この規定も、平成14年の東京電力の事案を
踏まえて追加されたものである。この事案においては、原子力事業者
の自主点検における記録の改ざん、設備の不具合の隠蔽等が大きな問
題となったが、こうした問題の再発防止を図るためには、平成14年の
法改正で講ずることとした他の種々の措置に加え、問題のある原子力
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事業者から検査についての事実を正確、確実に徴求し、それに応じた
適切な措置をとっていくことが必要である。
　　しかしながら、平成14年の事案に際して原子力事業者が行う設備の
検査の実態を見ると、原子力事業者そのものが行うだけではなく、原
子力事業者から検査の業務を請け負った原子力設備の製造者等が行う
部分も少なくないことが明らかとなった。原子力発電所に関しては、
火力発電所等とは異なり、その設備の安全性に関する社会的関心が飛
び抜けて高く、国としても定期検査や定期事業者検査の実施体制の審
査等において設備の技術基準適合性の確認や検査の実施体制の適切性
の審査等を相当程度厳格に行っていくことが求められている。このた
めには、原子力事業者が行った自主検査の記録のみでなく、原子力事
業者から検査の業務を請け負った事業者が行った部分についての記録
その他の資料等をチェックすることが必要となる場合がある。例えば、
平成14年の事案においては、東京電力から設備の検査を請け負ってい
たゼネラル・エレクトリック社が行った検査の記録と、東京電力が保
持していた検査の記録との間で、同一の箇所についてその記述に差異
が見られたこと等を契機として東京電力は不正事案を認めた経緯があ
り、検査の業務を請け負った事業者等が有する資料の重要性が明らか
になった。
⑷　保守点検を行った事業者は、電気事業法の直接の規制対象者ではな
く、通常、法律上、直接規制対象となっている者以外の者に罰則担保
で報告を求める例は多くない。しかしながら、平成14年の法改正にお
いては、上述のような事情を踏まえ、原子力発電所の設備の検査の実
態を正確に把握し、それに応じて、例えば技術基準適合命令、定期事
業者検査の実施体制の審査等の電気事業法上の措置を適切にとってい
く上で、原子力事業者に対して報告を求めるのみでは不十分であると
認められるときには、原子力事業者から検査の業務等を請け負った施
設の保守点検に従事する者に対しても報告を求めることができること
とすることが不可欠であると考えられたものである。
⑸　第３項は、平成26年改正における事業類型の見直しを踏まえ改正さ
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れたものであり、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、
特定送配電事業者又は発電事業者に対して、「この法律の施行に必要
な限度において」、「業務又は経理の状況」に関し、「政令で定めると
ころにより」報告を徴収できることを示したものである。
⑹　第４項及び第５項は、平成27年改正において法的分離に伴う行為規
制が創設されたことを踏まえ、経済産業大臣が一般送配電事業者の特
定関係事業者等に対し、必要な事項の報告を徴収できる旨を規定した
ものである。
⑺　第７項は、平成25年改正において、推進機関に係る規定が創設され
たことを踏まえ、経済産業大臣が推進機関に対し報告を徴収できる旨
を追加したものである。
⑻　第９項は、平成26年改正において、卸電力取引所に係る規定が創設
されたことを踏まえ、経済産業大臣が卸電力取引所に対し報告を徴収
できる旨を追加したものである。

【解説】
⑴　本条第３項において、報告等を求めることができる相手方及び報告等
の対象は、具体的には、以下の表のとおりである（施行令第26条第２項）。

号 事業者 ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ

１
小売電気事業者
媒介等を業として行う者

○ ○ × × ×
× ○ × × ×

２ 一般送配電事業者 ○ × ○ ○ ○
３ 送電事業者 ○ × ○ ○ ×

４
特定送配電事業者
登録特定送配電事業者

○ × × ○ ○
○ ○ × ○ ○

５ 発電事業者 ○ × ○ ○ ○

　（ⅰ）各事業者に係る事業の運営に関する事項
　（ⅱ）小売供給契約（小売供給に関する契約）の媒介等に関する事項
　（ⅲ）会計の整理に関する事項
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　（ⅳ�）各事業者に係る事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運
用の保安に関する事項

　（ⅴ）調査業務の運営に関する事項

【小売電気事業者等（第１号関係）】
　「小売電気事業者等」とは、第２条の13第１項に規定するとおり、小売
電気事業者及び小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ、代理を業として行う
者をいう。第２条の17第２項、第３項により、経済産業大臣はこれらの者
に対しても業務改善命令を発動し得るところ、当該業務改善命令の発動に
当たって必要な情報を収集し得る環境を整備する必要があることから、こ
れらの者に対して報告徴収を行い得ることとされた。
　小売電気事業者等に対する報告徴収等の対象は、（ⅰ）小売電気事業の
運営に関する事項及び（ⅱ）小売供給契約に係る締結の媒介、取次ぎ又は
代理に関する事項であり、媒介等を業として行う者を相手方とする場合は、
後者に限られる。
　（ⅲ）～（ⅴ）が対象とされていない理由は以下のとおりである。

（ⅲ）について
　平成26年改正後の電事法において、小売電気事業者に対して会計の整理
に係る義務が課せられていないため、会計の整理に係る報告徴収等を行う
ことは想定されない。

（ⅳ）について
　小売電気事業は電気工作物を維持・運用せず営むことができる事業であ
り、また仮に発電用の電気工作物を維持・運用していたとしても、発電事
業の要件に該当する場合は発電事業者として報告徴収等を、当該要件に該
当しない場合においても当該電気工作物は自家用電気工作物に該当する場
合には、施行令第26条第３項の規定により報告徴収等を行うことができる
ため、これらの事項について小売電気事業者に対して報告徴収等を行う必
要がない。
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のを除く。）に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることがで
きる。
６　経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職
員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類そ
の他の物件を検査させることができる。
７　経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職
員に、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所
に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させる
ことができる。
８　経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職
員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の
状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
９　前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明
書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければ
ならない。
10　経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二
項の規定による立入検査（次に掲げる事項を調査するために行うも
のに限る。）を行わせることができる。
一　第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われて
いること。
二　第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関
の会員がその指示に係る措置をとつていること。

11　経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせ
る場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事
項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
12　推進機関は、前項の指示に従つて第十項に規定する立入検査を行
つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
13　第十項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分
を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示
しなければならない。
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14　第一項から第八項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認
められたものと解釈してはならない。

【趣旨・沿革】
　本条は、原子力発電工作物を設置する者、ボイラー等の溶接をする者、
電気事業者、一般送配電事業者の特定関係事業者又は送電事業者の特定関
係事業者、自家用電気工作物を設置する者、登録安全管理審査機関、登録
調査機関、推進機関、指定試験機関及び卸電力取引所の業務、経理、保安
等に関して適正化を図るため、並びに一般用電気工作物の保安の確保を図
るために必要な立入検査を行うことができる旨を規定している。いずれも
「この法律（の規定）の施行に必要な限度において」等の条件がついてい
るが、本法に定める立入検査の性格上当然の注意規定である。第１項から
第８項までの権限は、本法に明示されたものに限られるのは当然であり、
例えば自家用電気工作物を設置する者に対して、経理等について検査する
ことは許されない。

【解釈】
⑴　第１項は、技術基準適合義務、技術基準適合命令、工事計画認可及び
使用前検査に関して、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等（原
子力発電工作物に係るものに限る。）の溶接をする者の工場その他の事
業場に対する立入検査権を定めている。「ボイラー等」とは、第52条第
１項で定義されている発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省
令で定める機械又は器具である電気工作物であり、具体的には施行規則
第79条に規定されている。
　　なお、溶接については、機械器具の製造業者が行うことが多いため、
溶接検査の受検義務者を法律上明示せず規制していたが、平成11年の基
準・認証一括法改正により、溶接自主検査の規制対象者として電気工作
物設置者が法律上明記された。したがって、溶接の健全性確保に関する
責任は電気工作物設置者に委ねられることとなるが、行政処分の対象と
なり得ない相手方（溶接業者）に対しても、溶接部は電気工作物の健全
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性確保のために極めて重要なものであることから、安全確保の観点から
従来から認められている溶接をする者への立入検査については引き続き
行うこととされた（第４項においても同様）。
⑵　第２項は、電気事業者の事業場に対する立入検査権を定めている。検
査の対象は、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿等の物件で
ある。電気事業者が電気事業を適確に遂行しているかどうか、保安の確
保を十分に行っているかどうかが電気事業者に対する立入検査の目的で
ある。
⑶　第３項は、第106条第４項と同様の趣旨から、一般送配電事業者の特
定関係事業者又は送電事業者の特定関係事業者に対する立入検査を可能
とするものであり、規定の趣旨に照らし、検査の対象は第22条の３から
第23条の３まで又は第27条の11の３から第27条の11の６までの規定の施
行に必要な限度に限られることとなる。
⑷　第４項は、第１項に規定するもの以外の立入検査であって、自家用電
気工作物を設置する者又はボイラー等の溶接をする者の事業場に対する
立入検査権を定めている。立入検査の対象は、電気工作物、帳簿等の物
件である。これらの者に対しては、本法は主に保安上の観点からの規制
を定めているので、第２項の場合とは異なり、業務や経理の状況は対象
とはならない。しかしながら、特定供給の事業を行う自家用電気工作物
を設置する者については、第106条第４項に規定する政令で定めるとこ
ろにより、具体的には施行令第26条第３項第２号において、当該事業の
運営に関する事項を報告徴収対象としていることから、必要に応じて事
業の運営に関する立入検査を行う場合もある。
⑸　第５項は、一般用電気工作物の設置の場所に対する立入検査権である。
一般用電気工作物については、第38条の解説を参照されたい。なお、「居
住の用に供されている」場所が除かれているのは、一般用電気工作物は
一般家庭等に設置されていることが多いので、当該所有者の住居不可侵
の利益を考慮したためである。
⑹　第６項は、第106条第７項と同様の趣旨から、推進機関に対する立入
検査を可能とするものである。立入検査の結果、推進機関が不適切な業
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務運営を行っていることが判明した場合には、第28条の51の規定により、
監督命令を行うこととなる。
⑺　第７項は、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業
所に対する立入検査権を規定している。検査の対象は、業務の状況又は
帳簿等の物件である。電線路維持運用者（第57条参照）が自ら調査業務
を行っている場合には、第１項、第２項又は第４項によって立入検査が
できるが、第57条の２によって調査業務が登録調査機関に委託されてい
る場合には、本項によって登録調査機関の業務の状況を立入検査するこ
ととなる。調査業務は、保安確保に重要な役割を果たすために設けられ
たのは先述したとおりである。
⑻　第８項は、指定試験機関及び卸電力取引所の事務所に対する立入検査
権を規定したものである。
⑼　第９項は、立入検査に従事する職員は、身分証明書を携帯し、関係人
の請求があったときはこれを提示しなければならない旨を定めている。
なお、昭和41年の事務次官会議申合せにより、①立入検査の執行時間は
原則として被検査者の営業時間又は勤務時間内に行うこと。②立入検査
には命令書を携行すること。③立入検査の予告をできるだけ行うこと。
④立入検査は、被検査者側責任者及び必要な場合には関係者の立会いの
上行うこと。⑤検査結果に基づく現場の指示は必ず検査執行者が行い、
指示事項は明確に内容を告げること。⑥検査結果に基づく指示を行うと
きはできるだけ被検査者側に弁明の機会を与えること等が定められてい
る。
⑽　第10項は、経済産業大臣が必要であると認めるときは、①第28条の43
に規定する情報提供義務を会員が履行しているか否かを確認するための
もの、②推進機関が供給指示を行った場合に当該指示を受けた会員が当
該指示に係る措置をとったか否かを確認するためのものに限り、推進機
関にこれを委任することができる旨を規定したものである。
　　行政機関そのものではない認可法人が立入検査を行うことの許容性に
ついては、建物・土地への立入りは憲法に保障された住居の不可侵権（憲
法35条第１項）を犯すおそれがあるため、その権限の付与及び行使は慎
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重でなければならないが、①もともと行政庁による立入権限が認められ
ている場合において、②当該行政庁の適切な監督のもとにいわばその手
足として当該権限を適正に行使することが期待される場合には、当該監
督下にある者の立入検査を認めても問題ないものと考えられる。
　　推進機関については、まず、経済産業大臣による電気事業者に対する
立入検査権限が認められていることから上記①の要件は満たしている。
次に、推進機関は経済産業大臣の一般的監督下にある認可法人であるこ
と、経済産業大臣による推進機関の役員の選任に係る認可権限と解任権
限が確保されていること、推進機関の役職員は秘密保持義務が課されて
いることから上記②の要件も満たしている。
　　したがって、認可法人たる推進機関に対して、経済産業大臣が有する
立入検査権限の一部を委任することは許容される。
⑾　第11項は、第10項の規定に基づき経済産業大臣の立入検査権を推進機
関に委任するに際し、経済産業大臣は立入検査を行う場所や検査を行う
に当たり必要となる事項を推進機構に示し検査を指示することを規定し
たものである。
⑿　第12項は、経済産業大臣の指示に基づき推進機関が実施した立入検査
について、推進機関はその結果を経済産業大臣に報告しなければならな
い旨を規定したものである。
⒀　第13項は、立入検査に従事する推進機関の職員は、身分証明書を携帯
し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない旨を定
めている。
⒁　第14項は、立入検査権は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し
てはならない旨を規定している。憲法第35条第１項は住居の不可侵を規
定し、「何人も、その住居、書類及び所有品について、侵入、捜索及び
押収を受けることのない権利は、第33条［現行犯逮捕］の場合を除いて
は、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物
を明示する令状がなければ、侵されない。」としている。また、犯罪捜
査のための立入りは、同条第２項の規定により「権限を有する司法官憲
［裁判官］が発する各別の令状」がなければ許されない。本項は、本条
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による権限が行政上の措置であって犯罪捜査のためのものでないことを
注意的に規定したものである。

　（聴聞の特例）
第百八条　経済産業大臣は、第十六条第二項の規定による供給区域の
減少をしようとするときは、行政手続法（平成五年法律第八十八号）
第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわ
らず、聴聞を行わなければならない。
２　第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第
一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第
二十七条の九第一項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の
二十三第六項、第七十八条、第八十四条の五、第八十七条、第
九十五条、第九十九条の九又は第九十九条の十二の規定による処分
に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならな
い。

【趣旨・沿革】
１　趣旨
　行政手続法において、行政庁が不利益処分をしようとする場合には、
国民の権利利益の保護を図るとともに、行政の適正な運営を確保する観
点から、処分の相手方に意見陳述の機会を与えるため、あらかじめ通知
し、許認可の取消し等の処分については聴聞手続、その他の不利益処分
については、弁明の機会の付与の手続を執ることが義務づけられている。
一方、本条においては、一般則として行政手続法の規定による執るべき
手続のほかに、より厳格な手続を執るべきことを行政庁に義務づけたも
のである。

２　沿革
　平成26年改正前の第109条の規定は、行政手続法（平成５年法律第88号）
第13条（不利益処分をしようとする場合の手続）の特例を定めたもので
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あり、経済産業大臣が事業許可の取消し（第15条第１項から第４項まで）、
供給区域等の変更許可の取消し（第16条第１項）、供給区域の減少処分（第
16条第２項）、供給地点の減少処分（第16条第３項）、登録安全管理審査
機関の登録の取消し等（第78条）、指定試験機関の役員若しくは試験員
の解任命令（第84条の５）、指定試験機関の指定の取消し等（第87条）
又は登録調査機関の登録の取消し（第95条）等をしようとするときには、
事前に公開による聴聞を行わなければならない旨を規定するものである。
　平成26年改正における事業類型の見直しに伴い、各事業者に対する不
利益処分に係る規定も見直されることになること、また、卸電力取引所
に係る指定制度を創設することから、本条の規定について所要の見直し
が行われた。

【解説】
　経済産業大臣が、小売電気事業者の登録取消し（第２条の９第１項）、
一般送配電事業者の事業許可の取消し（第15条第１項及び第２項）、供給
区域の変更許可の取消し（第16条第１項）、供給区域の減少処分（第16条
第２項）、送電事業者の事業許可の取消し（第27条の８第１項から第３項
まで）、振替供給の相手方たる一般送配電事業者の変更許可の取消し（第
27条の９第１項）、登録特定送配電事業者の登録取消し（第27条の21第１
項）、推進機関の役員の解任命令等（第28条の23第６項）、登録安全管理審
査機関の登録の取消し等（第78条）、指定試験機関の役員若しくは試験員
の解任命令（第84条の５）、指定試験機関の指定の取消し等（第87条）、登
録調査機関の登録の取消し（第95条）、卸電力取引所の役員の解任命令（第
99条の９）、又は卸電力取引所の指定の取消し等（第99条の12）をしよう
とするときには、事前に公開による聴聞を行わなければならない。

　（指定試験機関の処分等に係る審査請求）
第百九条　指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為に
ついて不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすること
ができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法（平
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成二十六年法律第六十八号）第二十五条第二項及び第三項、第
四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用に
ついては、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

【趣旨・沿革】
　本条は、行政不服審査制度が「行政庁の違法又は不当な処分その他公権
力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く
行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることに
より、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保す
ることを目的とする。」（行政不服審査法第１条参照）ものであることから、
できる限り広くこれを認めるのが望ましいとの観点から、指定試験機関が
行う試験事務に係る処分について、その事案の重要性に鑑み、経済産業大
臣に対し審査請求をすることができることとしたものである。
　なお、本条は、平成26年度の「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律」の公布・施行に伴い、以下の観点から改正された。
　①　旧行政不服審査法では、審査請求と異議申立ての手続が存在してい

たことから、これら両方を指すための用語として「不服申立て」が用
いられていた。しかし、行政不服審査法の改正において、原則として
審査請求に一本化されることから、「不服申立て」の用語は全て「審
査請求」に改めることとされた。

　②　個別法において、指定法人や独立行政法人等の処分又は不作為につ
いて、主務大臣に対して審査請求をすることができることとしている
場合があった（電気事業法における指定試験機関についても該当）。
このような場合について、争訟の一回的解決を図る観点から、主務大
臣に対して、不作為に係る申請を認容するか否かを判断する権限、処
分・事実行為を変更する権限及び申請を認容する処分をすべき旨を命
ずる権限、執行停止に関する権限を付与することを原則とする統一方
針が示された。電気事業法において、指定試験機関の処分又は不作為
について主務大臣に対して審査請求ができるとしている規定について
は、この方針に従い、経済産業大臣を上級行政庁とみなして行政不服
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審査法を適用することにより、経済産業大臣に対して各種権限を付与
することとした。

　③　指定試験機関が行う試験事務に係る処分であって、「試験の結果」
についての処分については、不服を申し立てることはできないとする
規定が存在していた。しかし、専ら人の学識技能に関する試験の結果
についての処分は、旧行政不服審査法においても不服申立てをするこ
とができないとされており、改正後の行政不服審査法においても当該
規定は引き継がれた。個別法の規定は、このことを確認的に規定した
ものと解されるが、他方で確認規定を置いていない個別法も存在して
おり、整合性がとれていなかった。これは、確認規定が置かれていな
い個別法では不服申立てができるのではないかという反対解釈を生じ
るおそれがあることから、当該確認規定は削除された（引き続き、「試
験の結果」についての処分については、不服を申し立てることはでき
ないことに変わりはない。）。

　（審査請求の手続における意見の聴取）
第百十条　この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又は
その不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第
二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請
求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二
項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければ
ならない。
２　前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、
その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければ
ならない。
３　第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一
条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項か
ら第五項までの規定を準用する。
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【解説】
　本条は、主務大臣又は第104条の規定により権限を委任された委員会は、
行政不服審査法による審査請求に対して裁決をしようとするときは、事前
に公開による意見の聴取を行わなければならない旨を定めている（第109
条の聴聞の特例についての解説参照）。

　（苦情の申出）
第百十一条　小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特
定送配電事業者又は発電事業者の電気の供給又は小売供給契約の締
結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大
臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出（委
員会に対するものにあつては、電力の取引に関するものに限る。）
をすることができる。
２　登録調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、経済産業大臣に
対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができ
る。
３　経済産業大臣及び委員会は、前二項の申出（委員会にあつては、
第一項の申出）があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果
を申出者に通知しなければならない。

【趣旨】
　本条は、電気事業者及び媒介等を業とする者に関する苦情の申出につい
て定めるものである。
　
 【解説】
一　電気事業者及び媒介等を業とする者に関する苦情の申出【第１項関係】
⑴　平成26年改正前の第111条は、制度的独占による弊害を避けるため
に、「電気の使用者の利益の保護」を図る観点から、一般電気事業者
と特定電気事業者が行う電気の供給に関する経済産業大臣への苦情申
出を制度化したものであり、小売全面自由化によって一般電気事業者
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と特定電気事業者の制度的独占は廃止されることから、その点のみを
捉えると、廃止することも考えられたところである。

　　　しかし、①小売全面自由化により、多種多様な事業者の参入とそれ
に伴う競争の進展により、電気の使用者と事業者との間のトラブルが
従来以上に発生することが想定されること、②事業者数の増加により、
電気事業者間のトラブル（例えば送配電ネットワークの利用を巡る紛
争等）も相当程度に発生することが想定された。

　　　このため、「電気の使用者の利益の保護」という法目的の達成のみ
ならず、「電気事業の健全な発達」という法目的を達成するためにも、
経済産業大臣が電気事業者を適切に指導監督する観点から、本制度に
ついてはむしろ拡充することが適当である。

　　　すなわち、経済産業大臣が電気事業者の電気の供給に関する苦情の
申出を受け付け、調査実施の端緒とすることや、あるいは業務改善命
令等必要な措置を講じる際の判断の材料とすることによって、電気事
業者に対する適切な指導監督を行い、電気事業の健全な発達と電気の
使用者の利益の保護を図ることとされた。
⑵　また、委員会は、電力の適正な取引の確保を図る観点から、電気事
業者への立入検査や勧告を通じて、電力取引の監視に係る事務を担う
行政組織である。また、苦情の申出をする者にとっても、苦情の申出
を行える窓口が複数存在する方が、好ましいと考えられる。

　　　このため、平成27年改正において、委員会が適切に業務を行うこと
ができるよう、経済産業大臣だけでなく委員会も苦情を受け付けられ
ることとされた。もっとも、委員会は所掌事務外の苦情の申出がなさ
れても適切な対応を取ることができないことから、苦情の申出ができ
る内容を所掌事務の範囲に限定することとされた。

二　登録調査機関の業務に関する苦情の申出【第２項関係】
　　登録調査機関の業務についても、本来電気事業者の行うべき一般用電
気工作物の調査業務を代行するものであり、電気の供給と密接な関係を
有するのみならず、一般用電気工作物の保安の確保上重要であることに
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鑑み、苦情申出制度を設けることとされた。

三　苦情の申出に関する手続【第３項関係】
　　第３項においては、経済産業大臣及び委員会は、苦情の申出があった
ときは、これを誠実に処理して、その結果を申出者に通知しなければな
らない旨の規定を置き、サービス規定としての趣旨の徹底を更に図って
いる。
　　「誠実に処理」するとは、具体的にどのような措置を採るかは個々の
場合により異なる。すなわち、本法において、経済産業大臣に賦与され
た権限（例えば、電圧、周波数の維持命令、業務方法の改善命令等）又
は委員会に賦与された権限（例えば、事業者又は経済産業大臣に対する
勧告等）を行使すべきときはこれを行使することはもちろんのことであ
るが、このような権限が与えられていない場合においては、苦情の対象
たる事実の有無、その事実があるときはその原因、その事実の解決方法
等を調査し、電気事業者、媒介等を業とする者又は登録調査機関に適切
な対応を求めることが「誠実に処理」したことになるものと解される。

　（手数料）
第百十二条　次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める
額の手数料を納めなければならない。
一　第四十四条第二項第一号の規定により、又は指定試験機関がそ
の試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任
技術者免状の交付を受けようとする者
二　電気主任技術者試験を受けようとする者
三　主任技術者免状の再交付を受けようとする者
四　第五十五条第四項の審査（経済産業大臣が行う場合に限る。）
を受けようとする者
五　第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う安全管理審査
を受けようとする者

２　次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を
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納めなければならない。
一　第四十九条第一項の検査を受けようとする者
二　第五十四条の検査を受ける者
三　第五十一条第三項の審査（登録安全管理審査機関が行う場合を
除く。）を受けようとする者

３　前二項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受
けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付
を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主
任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定
試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。

【趣旨】
　本条は、主任技術者免状の交付・再交付、電気主任技術者試験、使用前
検査、定期検査、使用前安全管理審査、又は定期安全管理審査を受けよう
とする者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなけ
ればならないものとしたものである。具体的金額については、電気事業法
関係手数料規則（平成７年通商産業省令第81号）で定められている。
　昭和58年12月の改正以前は、上限が法定されていたが、昭和54年の行政
改革本部決定、昭和56年の手数料一括改正の際の参議院附帯決議等により、
法定上限を廃すべきであるとの方向が打ち出されたことを踏まえて現在の
ような規定に至っている。　　
　第３項は、手数料の帰属を定めたものである。
　手数料を国に納める場合には、次に掲げる申請にあっては納入告知書に
より、その他の申請にあっては収入印紙により納めることになる。また、
指定試験機関又は機構に納める場合には、指定試験機関及び機構の定める
ところ（業務規程）によることになる。
　（納入告知書により納入する申請）
　・使用前検査　
　・�使用前安全管理審査、定期安全管理審査（水力発電施設、地熱発電施

設、送電線路、変電所及び需要設備に係るものに限る。）
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　・定期検査

　（公示）
第百十二条の二　経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官
報に公示しなければならない。
一　第四十五条第二項又は第九十七条第一項の指定をしたとき。
二　第五十一条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一
項の登録をしたとき。
三　第五十七条の二第二項、第七十二条、第七十四条、第九十三条
又は第九十七条第二項の規定による届出があつたとき。
四　第七十八条の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の
業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五　第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業
務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つ
ていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないことと
するとき。
六　第八十四条の二の二又は第九十九条の七第一項の許可をしたと
き。
七　第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規
定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
八　第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しく
は一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務
の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
九　第九十五条の規定により登録を取り消したとき。
十　第九十九条の十二の規定により指定を取り消し、又は市場開設
業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

【解説】
　本条は、経済産業大臣は、指定試験機関及び卸電力取引所の指定をした
とき、登録安全管理審査機関及び登録調査機関の登録をしたとき、登録調
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査機関への調査業務の委託や登録調査機関の調査業務の廃止、登録安全管
理審査機関の事業所の所在地の変更や業務の休廃止、卸電力取引所の名称、
住所及び事業所の所在地の変更等に関する届出があったとき、登録安全管
理審査機関の登録の取消しや業務停止命令を行ったとき、経済産業大臣に
よる安全管理審査の業務の開始や停止をするとき、指定試験機関の業務や
卸電力取引所の市場開設業務の全部又は一部の休廃止の許可をしたとき、
指定試験機関の指定を取消しや業務停止命令を行ったとき、経済産業大臣
による試験事務の開始や停止をするとき、登録調査機関の登録を取り消し
たとき、卸電力取引所の指定を取消しや業務停止滅命令を行ったときにお
いて、その旨を官報に公示しなければならない旨を定めている。これは、
これらの事項が検査や試験、調査等を受ける者に利害関係があること、卸
電力取引所が行う業務は電気事業者を始め不特定多数の者に関わるもので
あることから、官報に公示することによりこれらの者に周知させることが
必要であることに鑑み、定められた規定である。

　（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律との関係）
第百十二条の三　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律（昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子
炉等規制法」という。）第四十三条の三の九第一項の規定による認
可を受けた設計及び工事の方法その他の工事の計画（以下この条に
おいて「設計及び工事の計画」という。）に係る原子力発電工作物
の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第
四十八条第三項の規定の適用については、当該工事の計画が第
四十七条第三項第一号に掲げる要件（第三十九条第二項第一号に掲
げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四
の技術上の基準に該当する部分に限る。次項において同じ。）又は
第四十八条第三項第一号に掲げる要件（第四十七条第三項第一号に
掲げる要件（第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であ
つて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当す
る部分に限る。）に限る。次項において同じ。）に適合しているもの
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とみなす。
２　原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をし
た設計及び工事の計画（同条第四項の規定による命令があつた場合
において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。）
に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第
四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当
該工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件又は第四十八
条第三項第一号に掲げる要件に適合しているものとみなす。
３　原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による確認を
受けた原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する
発電用原子炉施設である特定事業用電気工作物に対する第四十九条
第二項の規定の適用については、当該特定事業用電気工作物が同項
第二号に掲げる要件（第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る
部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準
に該当する部分に限る。）に適合しているものとみなす。
４　第五十一条、第五十二条、第五十四条及び第五十五条の規定は、
原子炉等規制法及びこれに基づく命令の規定による検査を受けるべ
き原子力発電工作物については、適用しない。

【趣旨・沿革】
　平成23年８月12日の関係閣僚了解において、原子力安全規制に係る業務
を原子力の利用を担う省庁から分離し、原子力規制委員会に一元化するこ
とで、規制機関として一層の機能向上を図ることとされた。このため、電
気事業法における原子力を原動力とする発電用の電気工作物（以下「原子
力発電工作物」という。）に関する事務のうち原子力安全規制に係るもの
については原子力規制委員会が所管することとなり、電気事業法における
原子力発電工作物に係る事務の一部は経済産業大臣と原子力規制委員会の
共管となった。
　従来、原子力安全規制は、原子炉等規制法及び電気事業法の２つの法律
体系に基づいて行われており、原子力発電工作物は、発電用原子炉施設（原
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子炉等規制法第43条の３の５第２項第５号に規定する発電用原子炉及びそ
の附属施設をいう。）として原子炉等規制法による規制が課されるととも
に、電気工作物としても電気事業法の規制が課されてきた。しかし、複数
の法律体系に基づく制度運用が複雑かつ不明瞭であり、東京電力福島第一
原子力発電所の事故も踏まえると、原子力安全規制体系を明瞭なものとし、
設置者による発電用原子炉の安全確保に向けた取組を促進する環境の整備
が必要であるとの指摘がされた。こうした指摘を踏まえ、電気事業法上の
原子力発電工作物の安全規制に係る規定に相当する規定を原子炉等規制法
に設けるとともに、原子炉等規制法により規制が課される発電用原子炉施
設である原子力発電工作物には、電気事業法の一部の規定を適用しない旨
の規定等を電気事業法に整備することで、発電用原子炉施設に対する原子
力安全規制を原子炉等規制法に一元化することとした。
　具体的には、電気事業法における、事業用電気工作物の維持（平成24年
改正前の法（以下、本条の趣旨・沿革及び解説において、（旧電気事業法）
という。）第39条）、工事計画（旧電気事業法第47条、第48条）、使用前検
査（旧電気事業法第49条）、燃料体検査（旧電気事業法第51条）、溶接安全
管理検査（旧電気事業法第52条）、定期検査（旧電気事業法第54条）、定期
安全管理検査（旧電気事業法第55条）等に相当する規定を原子炉等規制法
に設けるとともに、従来原子炉等規制法第73条に設けられていた適用除外
規定を削除することとした。
　本条は、発電用原子炉施設に対する原子力安全規制の一元化に係る措置
の一環として、電気事業法の原子力安全規制に係る規定と原子炉等規制法
の相当規定の関係を整理するため、設けられた規定である。

【解説】
⑴　工事計画の認可等【第１項、第２項】
　　第１項及び第２項は、電気事業法における工事計画の認可等（同法第
47条及び第48条）と原子炉等規制法において新設された設計及び工事の
計画の認可等（同法第43条の３の９及び第43条の３の10）の関係を整理
した規定である。
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二　前号に掲げる事項以外の事項　経済産業大臣
２　第六十五条第三項及び第五項における主務大臣は、同条第一項に
規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土
地の管理を所掌する大臣とする。
３　この法律における主務省令は、第一項各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。

【趣旨】
　平成23年８月12日の関係閣僚了解において、原子力安全規制に係る業務
を原子力の利用を担う省庁から分離し、原子力規制委員会に一元化するこ
とで、規制機関として一層の機能向上を図ることとされた。このため、電
気事業法における原子力安全に関する業務の主務大臣を原子力規制委員会
に変更する必要が生じた。

【解説】
一　電気事業法の主務大臣【第１項、第３項関係】
　　経済産業大臣が担っている「原子力の安全の確保に関する業務」につ
いては原子力規制委員会に移管する一方、「原子力の安全の確保に関す
る業務以外の業務」については引き続き経済産業大臣が担うこととされ
た。このため、原子力の安全の観点からのみ行われる業務は、原子力規
制委員会の専管となった。また、一部の規制対象物（原子炉施設等）に
ついては、原子力の安全の確保の観点から原子力規制委員会、原子力の
安全の確保以外の産業保安の観点から経済産業省がそれぞれ規制するこ
ととなった。

二　公共用の土地の使用に係る手続の主務大臣【第２項関係】
　　公共用の土地の使用に係る手続における主務大臣の考え方について
は、従来、公共用の土地の使用に係る規定中に置かれていたが、平成24
年改正における第一項の創設に伴い、本条に移設されたものである。第
65条第３項及び第５項の内容については、それぞれの解説を参照された
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い。

　（権限の委任）
第百十四条　経済産業大臣は、第百六条第三項及び第七項並びに同条
第九項（卸電力取引所に係るものに限る。）並びに第百七条第二項
及び第六項並びに同条第八項（卸電力取引所に係るものに限る。）
の規定による権限（電力の適正な取引の確保に係る規定として政令
で定める規定に関するものに限る。）並びに第百六条第四項及び第
五項並びに第百七条第三項の規定による権限を委員会に委任する。
ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら
行うことを妨げない。
２　経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条の規定に
よる権限並びに第百六条第三項及び第七項並びに同条第九項（卸電
力取引所に係るものに限る。）並びに第百七条第二項及び第六項並
びに同条第八項（卸電力取引所に係るものに限る。）の規定による
権限（前項の政令で定める規定に関するものを除く。）を委員会に
委任することができる。
３　委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、
速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
４　経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定に
よる権限（第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたもの
を除く。）の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任する
ことができる。
５　委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定
により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができ
る。
６　前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関
しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
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【趣旨・沿革】
１　趣旨
　　本条は、この法律の規定による権限の委任について定めるものである。

２　沿革
　　平成27年改正前の第114条においては、同法の規定により経済産業大
臣の権限に属する事項を、政令で定めるところにより、地方支分部局で
ある経済産業局長又は産業保安監督部長に委任できる旨が規定されてい
た。
　　平成27年改正において、電力市場における適正な取引や送配電部門の
中立性確保のための行為規制の遵守状況を監視する機関として委員会が
設立されたことに伴い、経済産業大臣の権限の一部を委員会に委任する
ため、所要の改正が行われた。

【解説】
一　電力の適正な取引の確保に係る権限の委任【第１項関係】
　　電気事業法に基づく経済産業大臣の権限のうち、電力の適正な取引の
確保に係る権限であって、取引監視の本務に必要なものについて、委員
会に委任することとされた。
　　ただし、今般の法律改正によって電力取引の監視に係る個別の業務は
委員会が担うことになるとしても、電力取引の監視に係る制度も含め、
電気事業法等の法令の制定・改正を行うのは所管大臣たる経済産業大臣
である。したがって、電力取引の監視に係るものについて経済産業大臣
が自ら報告徴収を行うことができず、法令改正等の企画立案に必要な情
報も委員会を経由して情報を得るしかないこととすると、実務上不都合
が生じてしまう。したがって、これらの権限については、委員会に委任
しつつも、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない旨の規定を置くこと
とされた。なお、第105条に基づく権限（監査）を本項による権限委任
の対象と位置づけていない趣旨は、監査は、毎年度、一般送配電事業者
及び送電事業者の業務及び経理の状況を把握し、事業全体の監督を適切
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に果たすために実施されるものであり、電気事業全体の監督権限を有す
る経済産業大臣が行使するべきものであること、即ち、適正な電力取引
が行われているか否かという観点からのみ行われるものではないからで
ある。
　
　ⅰ�）電気事業者・推進機関に対する報告徴収・立入検査（第106条第３項・

第７項、第107条第２項・第６項）
　　　第106条第３項・第７項及び第107条第２項・第６項においては、経

済産業大臣が、電気事業者や推進機関に対し、その業務又は経理に関
し報告又は資料の提出をさせるとともに、その職員に、事業場に立ち
入り、物件を検査させることができる旨を規定している。

　　　委員会による取引監視を実効性あるものにするためには、これらの
者に対する報告徴収・立入検査に係る権限を委員会に付与することが
適当である一方、この権限を包括的に委任してしまうと、委員会の所
掌に留まらない広い目的で委員会が監査や報告徴収・立入検査を行う
ことができてしまうことから、「電力の適正な取引の確保に係る規定
として政令で定める規定に関するもの」に限定した上で委員会に委任
することとされた。

　ⅱ�）卸電力取引所に対する報告徴収・立入検査（第106条第９項、第107
条第８項）

　　　第106条第９項及び第107条第８項においては、経済産業大臣が指定
試験機関及び卸電力取引所に対し、その業務又は経理に関し報告又は
資料の提出をさせるとともに、その職員に、事業場に立ち入り、物件
を検査させることができる旨を規定している。

　　　このうち、卸電力取引所は、電気事業者に対する電力の卸取引の機
会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な
価格の形成を図り、もってその円滑な取引に資することを目的とする
法人である（第97条第１項）。このため、卸電力取引所に対する報告
徴収・立入検査は、電力の取引の適正性を確保するに当たって必要な

20-11-084　第8章.indd   66920-11-084　第8章.indd   669 2021/03/13   11:02:172021/03/13   11:02:17



670

情報を入手し、検証を行うための権限といえることから、「電力の適
正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するもの」に
限定した上で委員会に委任することとされた。

　
　ⅲ�）一般送配電事業者又は送電事業者の特定関係事業者及び特定関係事

業者等に対する報告徴収・立入検査（第106条第４項及び第５項、第
107条第３項）

　　　第106条第４項及び第５項、第107条第３項においては、経済産業大
臣が一般送配電事業者又は送電事業者の特定関係事業者及び特定関係
事業者等に対し、必要な事項に関し報告又は資料の提出をさせるとと
もに、その職員に、事業場に立ち入り、物件を検査させることができ
る旨を規定している。

　　　委員会による取引監視を実効性あるものにするためには、これらの
者に対する報告徴収・立入検査に係る権限を委員会に付与することが
適当である一方、この権限を包括的に委任してしまうと、委員会の所
掌に留まらない広い目的で委員会が監査や報告徴収・立入検査を行う
ことができてしまうことから、委員会に委任することとされた。なお、
ⅰ）ⅱ）と規定を分けた趣旨は、第106条第４項及び第５項、第107条
第３項の対象となる規定が、その性質上当然に「電力の適正な取引の
確保に係る規定」であることから、政令において委任の範囲を限定す
る必要がないためである。

　
　　なお、具体的には、施行令第27条第１項において「電力の適正な取引
の確保に係る規定」を定め、これらに関する報告徴収・立入検査権限を
委員会に委任することとされた。

二�　電力の適正な取引の確保に係る権限以外の権限の委任【第２項・第３
項関係】
　　電気事業法に基づく経済産業大臣の権限のうち、第１項において委員
会に当然委任されるもの以外の報告徴収・立入検査に係る権限であって
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も、委員会が取引監視等の実務の中で有するノウハウを活用して執行す
ることが行政実務上合理的な権限については、委員会に委任できること
することが、効率的な行政の実現に資するとともに、委員会が関連分野
での経験を重ねることでそのノウハウを更に向上させるという意味でも
必要である。
　　このため、こうした権限については、政令で定めるところにより委員
会に委任できることとした。また、当該委任を受けて委員会が権限を行
使したときは、経済産業大臣は本来その権限を行使すべき者としてその
結果を知り、それをもとに行政処分の必要性等を検討する必要性がある
ため、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告する旨を規定す
ることとされた。
　ⅰ）監査（第105条）
　　先述のとおり、監査に係る権限は第一項の規定に基づく委員会への委

任事項とは位置づけていない。他方、監査は報告徴収と立入検査によ
り果たされる調査そのものであるため、報告徴収・立入検査と一体的
不可分である。したがって、ⅱ）、ⅲ）の報告徴収や立入検査について、
監視の専門家集団たる委員会が有する報告徴収・立入検査に関するノ
ウハウを活用し実施することが必要かつ合理的であることに鑑み、こ
れと一体的な権限である監査についても政令で委員会に委任できるよ
う規定された。

　ⅱ�）電気事業者に対する報告徴収・立入検査（第106条第３項・第７項、
第107条第２項・第６項）

　　　第１項の規定により委員会に委任する報告徴収・立入検査以外にも、
電気事業者に対し報告徴収・立入検査を行う場面は想定される。これ
らに係る行政処分等について具体的な判断を行うのは経済産業大臣で
はあるが、その判断材料を収集する前置行為としての報告徴収・立入
検査については、経済産業大臣がその職員に行わせるよりも、監視の
専門家集団たる委員会が有する報告徴収・立入検査に関するノウハウ
を活用する方が合理的である。
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　ⅲ�）卸電力取引所に対する報告徴収・立入検査（第106条第９項、第107
条第８項）

　　　ⅱ）と同様の趣旨から、第一項の規定により委員会に委任する報告
徴収・立入検査以外についても委員会に委任できることとされた。

　　　なお、取引の監視を担う委員会の知見を活用できない内容（例えば、
保安規制に関するもの等）についてまで、委員会が報告徴収・立入検
査を行うこととすると、かえって効率的な行政の実現を妨げるおそれ
があることから、施行令第27条第２項では、取引監視等を通じて監査、
報告徴収及び立入検査に関するノウハウの蓄積があり、その要員が多
く存在する委員会が報告徴収・立入検査を執行できるよう権限を委任
することを原則とし、例外的に、一部の規定に係る報告徴収・立入検
査の権限を委任の対象から除くこととされた。

三　経済産業局長等への経済産業大臣の権限の委任【第４項関係】
　　平成27年改正前の第114条と同様、政令で定めるところにより、経済
産業大臣の権限を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することが
できる旨を規定することとするものである。その際、委員会に委任され
た権限については対象から除くこととされた。

四�　経済産業局長への委員会の権限の委任・指揮監督【第５項・第６項関
係】
　　経済産業大臣から委員会に委任された権限の一部を、政令で定めると
ころにより、経済産業局長に委任できることとされた。また、その経済
産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局
長を指揮監督することとされた。

　（委員会に対する審査請求）
第百十四条の二　委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任さ
れた第百六条第三項から第五項まで、第七項又は第九項の規定によ
り行う報告又は資料の提出の命令（同条第五項の規定により経済産
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業局長が行う場合を含む。）についての審査請求は、委員会に対し
てのみ行うことができる。

【趣旨・沿革】
　本条は、委員会に対する審査請求について定めるものである。
　本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】
⑴　第114条においては、電気事業法に基づく経済産業大臣の権限のうち、
電力の適正な取引の確保又は電気の効率的な供給の確保のための電気事
業者等に対する報告徴収に係る権限を委員会に委任することとしてい
る。この命令については、行政不服審査法に基づく審査請求の対象とな
るものの、経済産業大臣を委員会の上級行政庁と位置付け、経済産業大
臣に対する審査請求を認めることは、委員会が発する命令を取り消す権
限を経済産業大臣に与えること、すなわち、委員会が個別の職務執行に
ついて経済産業大臣の指揮命令を受けることを意味するため、委員会の
独立性の保持という観点からは適当でない。　
　　したがって、本条において行政不服審査法による審査請求は委員会に
対してのみ行うことができる旨を規定することとされた。
⑵　なお、経済産業大臣の立入検査に係る権限についても委員会に委任さ
れることとなるが、立入検査のような継続的な性質を有さない事実行為
は、仮に審査請求がなされても申立ての利益がなく却下となるため、本
条には規定していない。
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第九章　罰則

　本章は、第二章以降の各章の規定に対する違反が、第１条の規定する電
気事業法の目的である、電気の使用者の利益の保護、電気事業の健全な発
達、公共の安全の確保あるいは環境の保全を阻害する点に鑑み、その違反
者に対して、その社会的損害の軽重に応じて、刑事罰（第115条）、行政罰

（行政刑罰（第116条から第121条まで）又は秩序罰（第122条から第123条
まで）を課すべき旨を定めている。

第百十五条　電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気
事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、変電、送
電又は配電を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金
に処する。
２　みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して発電、変電、

送電又は配電を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。
３　電気事業に従事する者が正当な理由がないのに電気事業の用に供

する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電、変電、
送電又は配電に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
４　第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。

【解説】
⑴　本条は、電気が国民生活及び産業活動に必要不可欠なものであること

に鑑み、発電、変電、送電若しくは配電を妨害し、又はこれに障害を与
えた場合の罰則（刑事罰）について規定している。

⑵　第１項の罪は、電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電
気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて、発電・変電・送
電又は配電を妨害することによって成立する。したがって、電気事業の
用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作
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物の機能に障害を与えたとしても、発電・変電・送電又は配電を妨害し
たことにならなければ、本罪は成立しない（未遂罪にはなり得る。）。こ
れは、講学上結果的加重犯といわれているものである。電気事業の用に
供する電気工作物の損壊その他機能に障害を与えることという行為と発
電・変電・送電又は配電が妨害されるという結果との間に相当因果関係
があることが必要であり、かつ、それをもって足りる。行為主体につい
ては、電気事業に従事する者に限らず、一般人も含まれる。また本罪は
過失犯を処罰するものではないから、本罪の成立には、電気事業の用に
供する電気工作物であるという事実の認識が必要である。すなわち、行
為者にこの構成要件に該当する事実の認識がなければ、故意の責任を認
めることはできないからである。したがって、たとえ電気事業の用に供
する電気工作物を損壊した場合でも、電気事業の用に供する電気工作物
であるという認識がないときは、本罪は成立せず、毀損の対象が建造物
かその他の物かによって、それぞれ、刑法第260条の建造物損壊罪（５
年以下の懲役）又は同法第261条の器物損壊罪（３年以下の懲役又は30
万円以下の罰金若しくは科料。親告罪。）が成立することとなる。

　　「損壊」とは、広義の毀棄の一種であって、一部を破損することをもっ
て足り、必ずしもその破損によってその電気工作物の効用を全く不能に
することを要しない。

　　「機能に障害を与えて」とは、損壊に至らない範囲においてその電気
工作物の本来の効用を発揮すべき能力を侵害する行為をいい、送電線に
物を接触させて送電、配電を妨害する場合等が考えられる。

　　「発電、変電、送電又は配電」とは、電気の供給の全ての段階をいう
もので、発電設備から需要家の引込み口の責任分界点までを含むもので
ある。

⑶　第２項の罪は、みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して、
発電、変電、送電又は配電を妨害することによって成立する。本罪も、
第１項の罪と同様に、電気事業の用に供する電気工作物であるという事
実の認識が必要であり、また行為主体についても限定はない。電気工作
物の操作と発電、変電、送電又は配電の妨害との間に相当因果関係のあ
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ることが必要かつ十分であることも同様である。
　　「みだりに」という字句は、軽犯罪法（昭和23年法律第39号）第１条

第７号等にも使われているが、通常法令に使用される「正当な理由なく」
と同趣旨の用語であって、行為の目的、方法等が法律秩序の要求に違反
する場合等、社会通念上公序良俗ないし条理に違反する場合をその行為
の態様に着目して構成要件として表現したものである。したがって、正
当な理由（例えば、火災発生時に緊急避難として行う場合等）があって
電気工作物を誤って操作し、その結果発電、変電、送電又は配電を妨害
したことになったとしても、本罪は成立しない。

　　「操作」とは、電気工作物本来の作動方法に従って、その工作物を運
用することをいう。

　　なお、刑法第234条（威力業務妨害罪）と競合する場合には、刑法第
54条第１項の規定により、重い刑を定めている刑法第234条（３年以下
の懲役又は50万円以下の罰金）の規定により処断されることになる。

⑷　第３項の罪は、電気事業に従事する者が正当な理由がないのに電気事
業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電、
変電、送電又は配電に障害を生ぜしめることによって成立する。

　　本罪も、電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取
り扱わない行為自体の認識及びその行為と結果の発生との間の相当因果
関係の存在が必要である。また、本罪は、不作為犯であって、電気事業
の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を収り扱わないという不
作為（消極的動作）によって構成要件の内容を実現するものである。

　　「電気事業に従事する者」とは、電気事業及び石炭鉱業における争議
行為の方法の規制に関する法律（昭和28年法律第171号。いわゆるスト
規制法）第２条でいう「電気事業に従事する者」に限らず、「電気事業
の事業主」も含むものである。

　　「正当な理由」とは、社会通念上客観的認識の下に法律秩序の要求に
応じ、公序良俗及び社会的条理に適合する理由をいう。「正当な理由なく」
は、第２項の「みだりに」と同趣旨の言葉である。

　　「維持又は運行の業務」とは、電気工作物本来の効用を十分に発揮させ、
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電気の正常な供給を確保するための保守、修理及び操作並びにこれに直
接関連した作業（例えば、部品の取替え）の全てをいう。

　　なお、スト規制法では、「電気の正常な供給を停止する行為その他電
気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為」を争議行為として行う
ことを禁止しているが、これは、発電、変電、送電又は配電に障害を生
ずる結果を惹起しなくても労働法上適法な行為とみなされないとしたも
のである。これに対し、本罪は、障害の結果の発生を必要としている。

⑸　第４項は、第１項及び第２項に規定する罪の未遂罪を罰する旨の規定
である。すなわち、第１項及び第２項に規定する行為については、たと
えその結果が発生しなかったとしても、その行為そのものが公共の安全
に重大な危険を及ぼすものであるので、その未遂を罰するべきこととし
たものである。

　　なお、未遂罪を処罰する場合は、各本条において定められることになっ
ている（刑法第44条）ので、本項において第１項及び第２項の未遂罪を
罰する旨を定めたものである。また、未遂罪の刑は、減軽され得る（刑
法第43条前段）。

第百十六条　次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若
しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一　第三条の規定に違反して一般送配電事業を営んだ者
二　第二十七条の四の規定に違反して送電事業を営んだ者
三　第四十条（原子力発電工作物に係る場合に限る。）の規定によ

る命令又は処分に違反した者
四　第四十七条第一項（原子力発電工作物に係る場合に限る。）の

規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者

【解説】
⑴　本条は、許可を受けずに一般送配電事業又は送電事業を営んだ者、原

子力発電工作物に係る技術基準適合命令・処分に違反した者及び工事計
画の認可を受けずに原子力発電工作物の設置又は変更の工事をした者に

20-11-084　第9章.indd   67720-11-084　第9章.indd   677 2021/03/13   11:02:442021/03/13   11:02:44













683

【解説】
　本条は、試験事務の全部又は一部の停止命令又は市場開設業務の全部又
は一部の停止命令に違反した指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職
員に対する罰則の適用を規定したものである。

第百十七条の四　次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲
役又は百万円以下の罰金に処する。
一　第四十四条の二第二項又は第八十五条の規定に違反して秘密を

漏らした者
二　第九十九条の十の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した

者

【解説】
　本条は、①委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らした指
定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者、試験事務に関
して知り得た秘密を漏らした指定試験機関の役員若しくは職員（試験員を
含む。）又はこれらの職にあった者、②市場開設業務に関して知り得た秘
密を漏らし、又は盗用した卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの
職にあった者に対する罰則の適用を規定したものである。

第百十七条の五　第二十八条の二十九第一項又は第二項の規定に違反
した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【解説】
　本条は、第28条の29第１項（秘密保持義務）又は第２項（情報の目的外
利用の禁止）の規定に違反した推進機関の役職員等に対する罰則の適用を
規定したものである。
　なお、電気事業法の指定法人である指定試験機関の役職員等が秘密保持
義務に違反した場合には、前条の規定により１年以下の懲役又は100万円
以下の罰金を科すこととされているが、認可法人の役職員等については、
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役員の選任及び解任を認可事項とするなど、経済産業大臣が役職員等の人
事を管理する手段が確保されていることから 、罰則によって役職員等に
守秘義務を遵守させる必要性は指定法人に比して小さいため、１年以下の
懲役又は50万円以下の罰金というより軽い処罰としたものである。

第百十八条　次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰
金に処する。
一　第二条の十二第二項（第二十七条の二十六第二項において準用

する場合を含む。）、第二条の十七第一項、同条第二項（第二十七
条の二十六第三項において準用する場合を含む。）、第二条の十七
第三項（第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含
む。）、第九条第五項（第二十七条の十二において準用する場合を
含む。）、第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項、第
二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第
二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十六条第二項

（第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。）、第
二十七条第一項（第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項
及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。）、第
二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第
二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第
二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第
二十七条の十三第五項（同条第八項において準用する場合を含
む。）、第二十九条第六項、第三十一条第一項、第五十七条第三項
又は第九十二条第二項の規定による命令に違反した者

二　第十七条第三項（離島供給に係る場合を除く。）又は第二十七
条の十四の規定に違反して電気の供給を拒んだ者

三　第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第一項又は第
二十七条の十一第二項の規定に違反して電気を供給した者

四　第二十七条の二十八の規定に違反して発電及び電気の供給を拒
んだ者

20-11-084　第9章.indd   68420-11-084　第9章.indd   684 2021/03/13   11:02:442021/03/13   11:02:44



685

五　第四十条（原子力発電工作物に係る場合を除く。）の規定によ
る命令又は処分に違反した者

六　第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつ
た者

七　第四十七条第一項（原子力発電工作物に係る場合を除く。）の
規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者

【解説】
⑴　本条は、前条までに掲げる事項に次いで重要な事項に違反した者を

300万円以下の罰金に処する旨を定めた規定である。経済産業大臣の許
可若しくは認可を必要とする事項又は経済産業大臣の命令に違反した事
項のうちの重要なものについて規定されており、これは電気事業の適確
な遂行ないしは健全な発達を図るための義務の違反又は公共の安全を確
保するための義務の違反のうちの重要なものについての罰則の適用を規
定するものである。

⑵　第１号の罪は、以下の各処分に違反することにより成立する。なお、
こうした命令に違反したというためには、命令が発せられた後、各命令
の主旨に照らして相当の時間の経過を必要とすると解すべきであろう。
①　小売電気事業については、第２条の12第２項（供給力確保命令）又

は第２条の17第１項、第２項及び第３項（業務改善命令）の処分に違
反すること

②　一般送配電事業については、第９条第５項（電気工作物の重要な変
更の届出に対する変更命令又は中止命令）、第18条第６項若しくは第
11項（同条第５項又は第８項の規定により届け出られた託送供給等約
款の変更命令）、第20条第３項（最終保障約款変更命令）、第21条第３
項（離島供給約款変更命令）、第22条の３第３項（一般送配電事業者
の取締役等の兼職の制限違反に対する是正措置命令）、第23条第６項

（一般送配電事業者の禁止行為等の違反に対する停止命令又は変更命
令）、第23条の２第２項（一般送配電事業者の特定関係事業者が一般
送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等の
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違反に対する是正措置命令）、第23条の３第２項（一般送配電事業者
の特定関係事業者の禁止行為等の違反に対する停止命令又は変更命
令）、第26条第２項（電圧・周波数維持命令）又は第27条（業務改善
命令）の処分に違反すること

③　送電事業については、第27条の11第３項（振替供給条件変更命令）
若しくは第四項（振替供給命令）、第27条の11の３第３項（送電事業
者の取締役等の兼職の制限違反に対する是正措置命令）、第27条の11
の４第５項（送電事業者の禁止行為等の違反に対する停止命令又は変
更命令）、第27条の11の５第２項（送電事業者の特定関係事業者が送
電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等の違反
に対する是正措置命令）、第27条の11の６第２項（送電事業者の特定
関係事業者の禁止行為等の禁止に対する停止命令又は変更命令）又は
②に掲げる規定のうち、第27条の12において準用するもの（第９条第
５項及び第27条第１項）の処分に違反すること

④　特定送配電事業については、第27条の13第５項（事業の届出に対す
る変更命令又は中止命令。同条第８項において準用する場合を含む。）
又は①②に掲げる規定のうち第27条の26において準用するもの（第２
条の12第２項、第２条の17第２項及び第３項、第26条第２項、第27条
第１項）の処分に違反すること、④発電事業については、第27条の29
において準用する第27条第１項（業務改善命令）の処分に違反するこ
と

⑤　その他、第29条第６項（広域的運営上の供給命令等）、第31条第１
項（非常時の供給命令等）、第57条第３項（一般用電気工作物の調査
又はの通知等の改善命令）又は第92条第２項（登録調査機関の調査業
務の改善命令等）の処分に違反すること

⑶　第２号の罪は、第17条第３項（最終保障供給義務）に違反して一般送
配電事業者が、正当な理由なく最終保障供給を拒むこと、第27条の14（託
送供給義務）に違反して小売電気事業者又は一般送配電事業者に託送供
給を行うことを約している特定送配電事業者が、正当な理由なく当該小
売電気事業者又は一般送配電事業者に対する託送供給を拒むことにより
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成立する。
⑷　第３号の罪は、以下の規定に違反して各行為を行うことにより成立す

る。
①　一般送配電事業者が第18条第２項（託送供給等約款による供給の義

務）の規定に違反して、経済産業大臣の認可を受け、又は経済産業大
臣に届出をした託送供給等約款以外の供給条件により託送供給等を行
うこと

②　一般送配電事業者が第21条第２項（離島供給約款による供給の義務）
の規定に違反して、経済産業大臣に届出をした離島供給約款以外の供
給条件により離島供給を行うこと、

③　一般送配電事業者が第24条第１項（供給区域外に設置する電線路に
よる供給）の規定に違反して、同項の許可を受けないで、自らの供給
区域以外の地域に電線路を設置し、電気を供給すること

④　送電事業者が第27条の11第２項（振替供給条件による供給の義務）
の規定に違反して、経済産業大臣に届出をした供給条件以外の供給条
件により一般送配電事業者に振替供給を行うこと

⑸　第４号の罪は、第27条の28（発電等義務）の規定に違反して一般送配
電事業者に発電した電気を供給することを約している発電事業者が、正
当な理由なく当該一般送配電事業者に対する発電及び電気の供給を拒む
ことにより成立する。

⑹　第５号の罪は、第40条（技術基準適合命令）の規定により命じられた
事項（原子力発電工作物に係る場合を除く。）を行わないことにより成
立する。

⑺　第６号の罪は、第43条第１項（主任技術者の選任）の規定に違反して、
主任技術者を選任しないで電気工作物の工事、維持若しくは運用をする
ことにより成立する。

⑻　第７号の罪は、第47条第１項（工事計画の認可）の規定に違反して、
原子力発電工作物以外の電気工作物の設置又は変更の工事に着手するこ
とにより成立する。
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第百十九条　次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金
に処する。
一　第二条の六第一項の規定に違反して第二条の三第一項第三号に

掲げる事項を変更した者
二　第九条第一項（第二十七条の十二において準用する場合を含

む。）又は第二十七条の十三第七項の規定による届出をせず、又
は虚偽の届出をした者

三　第九条第三項（第二十七条の十二において準用する場合を含
む。）又は第二十七条の十三第三項（同条第八項において準用す
る場合を含む。）の規定に違反した者

四　第二十条第二項の規定に違反して電気を供給した者
五　第二十七条の十三第二項（同条第八項において準用する場合を

含む。）又は第二十七条の二十七第二項の規定に違反して添付書
類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

六　第二十七条の十九第一項の規定に違反して第二十七条の十六第
一項第四号に掲げる事項について変更をした者

七　第二十七条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽
の届出をして発電事業を営んだ者

八　第二十七条の三十第一項の規定に違反して電気を供給する事業
を営んだ者

九　第三十四条第一項の規定による命令に違反した者
十　第四十八条第四項の規定による命令に違反して電気工作物の設

置又は変更の工事をした者
十一　第四十九条第一項（原子力発電工作物に係る場合を除く。）

の規定に違反して電気工作物を使用した者

【解説】
⑴　本条は、特定供給、電気の使用制限等に関する規制又は公共の安全の

確保のための規制に違反した者を100万円以下の罰金に処する旨を定め
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た規定である。
⑵　第１号の罪は、小売電気事業者が第２条の６第１項（変更登録）の規

定に違反して、第２条の３第１項第３号（供給能力の確保に関する事項）
を変更することにより成立する。

⑶　第２号の罪は、①一般送配電事業者が第９条第１項（電気工作物の重
要な変更の届出）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして一般
送配電事業を行うこと、②送電事業者が第27条の12において準用する第
九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして送電事業を
行うこと、③特定送配電事業者が第27条の13第７項（供給地点及び電気
工作物の変更）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送
配電事業を行うことにより成立する。

⑷　第３号の罪は、①一般送配電事業者が第９条第３項（電気工作物の重
要な変更の届出に係る変更の20日間待機義務）の規定による期間を経過
せず、一般送配電事業を行うこと、②送電事業者が第27条の12において
準用する第９条第３項の規定による期間を経過せず、送電事業を行うこ
と、③特定送配電事業者が第27条の13第３項（届出後の20日間待機義務。
同条第８項において準用する場合を含む。）の規定による期間を経過せ
ず、特定送配電事業を行うことにより成立する。

⑸　第４号の罪は、一般送配電事業者が第20条第２項（最終保障供給約款
による供給義務）の規定に違反して、経済産業大臣に届出をした最終保
障供給約款以外の供給条件により最終保障供給を行うことにより成立す
る。

⑹　第５号の罪は、①特定送配電事業者が第27条の13第２項（届出時の書
類添付義務。同条第８項において準用する場合を含む。）の規定による
書類を添付せず、又は虚偽の書類を添付すること、②発電事業者が第27
条の27第２項（届出時の書類添付義務）の規定による書類を添付せず、
又は虚偽の書類を添付することにより成立する。

⑺　第６号の罪は、登録特定送配電事業者が第27条の19第１項（変更登録）
の規定に違反して、第27条の16第１項第４号（供給能力の確保に関する
事項）を変更することにより成立する。
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⑻　第７号の罪は、発電事業者が第27条の27第１項（事業の届出）の規定
による届出をせず、又は虚偽の届出をして発電事業を営むことにより成
立する。

⑼　第８号の罪は、第27条の30第１項（特定供給の許可）の規定に違反し
て同項の許可を受けないで特定供給をすることにより成立する。

⑽　第９号の罪は、第34条第１項（電気の使用制限等）の規定による電気
の使用制限又は受電制限に違反して電気を使用又は受電することにより
成立する。

⑾　第10号の罪は、工事計画の届出の場合に第48条第４項（工事計画の変
更命令）の規定に違反してその変更命令に従わないで電気工作物の設置
又は変更の工事に着手することにより成立する。

⑿　第11号の罪は、第49条第１項（使用前検査）の規定による検査を受け
て合格することが必要なもの（原子力発電工作物に係るものを除く。）
について、検査を受けず、又は不合格になったものを使用することによ
り成立する。

第百十九条の二　次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反
行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰
金に処する。
一　第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添

付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二　第二十九条第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）

の規定による送付をしなかつたとき。
三　第百六条第七項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、

又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四　第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した

とき。

【解説】
　高い公益性が求められる推進機関の適切な業務運営を担保するため、以
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下の場合に、推進機関の発起人、役員又は職員に対して、30万円以下の罰
金を科すものである。
①　推進機関の発起人が、第28条の14第１項（認可申請）又は第２項（書

類添付義務）の規定により経済産業大臣に提出する認可申請書及びその
添付書類について、虚偽の記載をしてこれを提出した場合（第１号）

②　推進機関の役員等が、第29条第２項（供給計画の送付義務。同条第４
項において準用する場合を含む。）の規定により経済産業大臣に供給計
画の送付をしなかった場合（第２号）

③　推進機関の役員等が、第106条第７項の規定による経済産業大臣の報
告徴収に対して報告等をせず、又は虚偽の報告等をした場合（第３号）

④　推進機関の役員等が、第107条第６項の規定による経済産業大臣の立
入検査を忌避等した場合（第４号）

第百十九条の三　次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反
行為をした指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、
三十万円以下の罰金に処する。
一　第八十四条の二の二又は第九十九条の七第一項の許可を受けな

いで試験事務又は市場開設業務の全部を廃止したとき。
二　第八十七条の二第一項の規定に違反して同項に規定する事項の

記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
三　第八十七条の二第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた

とき。
四　第百六条第九項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、

又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
五　第百七条第八項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した

とき。

【解説】
　指定試験機関又は卸電力取引所の業務運営を担保するため、以下の場合
に、指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員に対して、30万円以下
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の罰金を科すものである。
①　第84条の２の２（業務の休廃止）又は第99条の７第１項（業務の休廃

止等）に基づく経済産業大臣の許可を受けないで、試験事務又は市場開
設業務の全部を廃止した場合（第１号）

②　第87条の２第１項（帳簿の記載）の規定に違反して、同項に規定する
事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした場合（第２号）

③　第87条の２第２項（帳簿の保存義務）の規定に違反して、帳簿を保存
しなかった場合（第３号）

④　第106条第９項に基づく経済産業大臣の報告徴収に対して報告等をせ
ず、又は虚偽の報告等をした場合（第４号）

⑤　第107条第８項に基づく経済産業大臣の立入検査を忌避等した場合（第
５号）

第百二十条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰
金に処する。
一　第二条の七第二項（第二十七条の二十九において準用する場合

を含む。）、第二条の八第一項、第七条第四項（第八条第二項（第
二十七条の十二において準用する場合を含む。）及び第二十七条
の十二において準用する場合を含む。）、第二十条第一項、第
二十一条第一項、第二十七条の十一第一項、第二十七条の二十第
一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項（第
二十七条の二十九において準用する場合を含む。）、第二十八条の
三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項
若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは
第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第
七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二　第二条の十四第一項（第二十七条の二十六第三項において準用
する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定に違反して
第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載
若しくは表示をした書面を交付した者
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三　第十八条第十二項（第二十条第四項及び第二十一条第四項にお
いて準用する場合を含む。）の規定に違反した者

四　第二十三条の四第二項（第二十七条の十二において準用する場
合を含む。）又は第三十四条第二項の規定による報告をせず、又
は虚偽の報告をした者

五　第二十六条第三項（第二十七条の二十六第一項において準用す
る場合を含む。）又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若し
くは第五十五条第一項（原子力発電工作物に係る場合を除く。）
の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保
存しなかつた者

六　第四十二条第三項の規定による命令に違反した者
七　第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設

置又は変更の工事をした者
八　第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項（原

子力発電工作物に係る場合を除く。）又は第百七条第二項から第
五項まで若しくは第七項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、
又は忌避した者

九　第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した者
十　第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において

準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、
第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第
一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした者

十一　第五十七条第五項、第七十九条第二項又は第九十六条におい
て準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなか
つた者

十二　第百二条又は第百六条第二項から第六項まで若しくは第八項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若
しくは資料の提出をした者
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【解説】
⑴　本条は、電気事業の適確な遂行ないしは公共の安全の確保のため監督

上必要とされる届出、掲示、記載、命令、帳簿保存、報告等に関する諸
規則に対する違反並びに定期検査及び立入検査の拒否、妨害等について
の罰則の規定である。これによって、以下の届出、命令等の実効性を担
保し、ひいては経済産業大臣の監督を徹底させ、電気事業の適確な遂行
ないしは公共の安全の確保を図るという趣旨である。

⑵　第１号の罪は、以下の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をする
ことにより成立する。
①　小売電気事業者については、第２条の７第２項（承継の届出）、第

２条の８第１項（事業の休廃止の届出）の規定による届出
②　一般送配電事業者については、第７条第４項（事業開始の届出。第

８条第２項において準用する場合（供給区域等の変更後の届出）を含
む。）、第20条第１項（最終保障約款の届出）、第21条第１項（離島供
給約款の届出）の規定による届出

③　送電事業者については、第27条の11第１項（振替供給条件の届出）、
第27条の12において準用する第７条第４項（第８条第２項において準
用する場合を含む。）の規定による届出

④　特定送配電事業者については、第27条の20第１項（小売供給の全部
又は一部の休廃止の届出）、第27条の24第２項（特定送配電事業者の
地位の承継の届出）、第27条の25第１項（事業の休廃止の届出）の規
定による届出

⑤　発電事業者については、第27条の29において準用する第２条の７第
２項及び第27条の25第１項の規定による届出

⑥　その他、第28条の３第１項（特定自家用電気工作物設置者の届出）、
第29条第１項（供給計画の届出）若しくは第３項（供給計画の変更の
届出）、第42条第１項（保安規程の届出）若しくは第２項（保安規程
の変更の届出）、第43条第３項（主任技術者の選任、解任の届出）、第
47条第４項（事業用電気工作物における一時的工事の届出）若しくは
第５項（事業用電気工作物の工事計画の軽微な変更の届出）、第51条
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の２第３項（事業用電気工作物設置者による自己確認の結果の届出）、
第57条の２第２項（電気供給者の登録調査機関への業務の委託及び委
託の終了の届出）又は第74条（登録安全管理審査機関の業務の休廃止）
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出

⑶　第２号の罪は、小売電気事業者については第２条の14第１項、登録特
定送配電事業者については第27条の26第３項において準用する第２条の
14第１項（契約締結後書面の交付）の規定に違反して、契約締結後書面
を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付することに
より成立する。

⑷　第３号の罪は、一般送配電事業者が託送供給等約款、最終保障供給約
款又は離島供給約款を公表しなかったことにより成立する。

⑸　第４号の罪は、第23条の４第２項（一般電気事業者の体制整備等の報
告義務。第27条の12において準用する場合を含む。）又は第34条第２項（電
気の使用状況の報告）に違反して、報告をしなかいことにより成立する。
第２号から本号までの罪は、掲示や公表等をしなかったという行為に
よって既遂となる。

⑹　第５号の罪は、第26条第３項（電圧及び周波数の測定、記録及び保存。
第27条の26第１項において準用する場合を含む。）又は第51条第１項（使
用前自主検査の結果の記録・保存）、第52条第１項（溶接事業者検査の
結果の記録・保存。）若しくは第55条第１項（特定電気工作物の事業者
検査の結果記録・保存。原子力発電工作物に係る場合を除く。）の規定
に違反して記録をしないこと若しくは虚偽の記録をすること又は記録を
保存しないことにより成立する。測定したか否かにかかわらず、記録と
いう行為に着目して処罰するか否かを判断することとなる。

⑺　第６号の罪は、第42条第３項（保安規程の変更命令）の規定による命
令に違反して保安規程を変更しないことにより成立する。

⑻　第７号の罪は、第48条第１項（事業用電気工作物の工事計画の届出）
の規定に違反して届出をせずに、又は第２項の規定による届出受理後30
日を経過する前に、電気工作物を設置又は変更する工事を行うことによ
り成立する。
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⑼　第８号の罪は、第51条第３項（使用前自主検査の体制審査）、第54条（定
期検査）若しくは第55条第４項（定期検査の体制審査。原子力発電工作
物に係るものを除く。）又は第107条第２項から第５項まで若しくは第７
項（立入検査）の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避する
ことにより成立する。

⑽　第９号の罪は、第56条第１項（一般用電気工作物の技術基準適合命令）
の規定による命令又は処分に違反することにより成立する。

⑾　第10号の罪は、第57条第４項（電線路維持運用者の帳簿の備置、記載
義務）、第79条第１項（登録安全管理審査機関の帳簿の備置、記載義務）
又は第96条において準用する第79条第１項（登録調査機関の帳簿の備置、
記載義務）の規定に違反して記載をせず、又は虚偽の記載をすることに
より成立する。

⑿　第11号の罪は、第57条第５項（電線路維持運用者の帳簿保存義務）、
第79条第２項（登録安全管理審査機関の帳簿保存義務）又は第96条にお
いて準用する第79条第２項（登録調査機関の帳簿保存義務）の規定に違
反して帳簿を保存しないことにより成立する。

⒀　第12号の罪は、第102条（流量測定報告）又は第106条第２項から第６
項まで若しくは第８項（報告の徴収）の規定に違反して報告若しくは資
料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をすることにより
成立する。

第百二十一条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者が
その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為を
したときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定
める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一　第百十六条第三号又は第四号　三億円以下の罰金刑
二　第百十七条の二（第一号から第八号まで及び第十二号に係る部

分を除く。）　一億円以下の罰金刑
三　第百十六条第一号若しくは第二号、第百十七条、第百十七条の

二（第一号から第八号まで及び第十二号に係る部分に限る。）、第
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百十八条、第百十九条又は前条　各本条の罰金刑

【解説】
⑴　本条は、いわゆる「両罰規定」である。本法は、電気事業の運営を適

正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益の保護及び
電気事業の健全な発達を図るとともに、公共の安全の確保及び環境の保
全を図ることを目的にしている。本法における罰則は、このような本法
の目的達成のために必要最低限度のものを規定しているものであるが、
これらの目的達成のための規制は、例えば電気工作物を直接に操作する
従業者等に限らず、これらの従業者に職務上の命令を発動することがで
きる電気事業者等にも及ぼすことが必要である。なぜなら、これらの従
業者は法人又は使用者の手足として行動することが多いから、行為者の
みを処罰しても各条の罰則の趣旨が貫徹されるとは限らないからであ
る。しかし、現在の我が国の刑罰体系は第一義的には行為者を処罰する
こととされているので、特別に本条のような両罰規定をおいて、法の趣
旨を十分に実現しようとするものである。すなわち、本条は、第116条、
第117条、第117条の２、第118条、第119条又は第120条の罰則はまず直
接の行為者に課せられることを前提として、当該行為者が罰せられるほ
か、当該行為者が従事していた業務主である法人又は人も処罰されるこ
とを規定している。

⑵　「法人の代表者」とは、例えば株式会社における代表取締役等をいう。
また、第22条の２第３項第２号において「使用人その他の従業者」を単
に従業者ということとされており、ここでいう「従業者」とは、法人又
は人から、委任、命令等を受けてその法人又は人の業務を遂行する者と
解するべきである。

⑶　「業務に関し」というのは、会社法第350条における「職務を行うにつ
いて」と同義と解され、違反行為が「職務を行うについて」の範囲に含
まれるかどうかは行為者の主観的意図に関わりなく、行為の外形からみ
て客観的に判断すべきこととなる。

　　また、法人に対して懲役刑を課すことは原理上不可能なので、本条に
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おいては、行為者が懲役刑を課される場合でも、業務主は罰金刑が課さ
れる。

第百二十二条　次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過
料に処する。
一　第十三条第二項（第二十七条の十二において準用する場合を含

む。）において準用する第九条第五項、第二十七条の三（第
二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を
含む。）又は第四十六条の十七第一項の規定による命令に違反し
た者

二　第二十二条第一項（第二十七条の十二において準用する場合を
含む。）又は第二十七条の二第一項（第二十七条の十二及び第
二十七条の二十九において準用する場合を含む。）の規定に違反
した者

三　第二十二条第二項（第二十七条の十二において準用する場合を
含む。）の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表
をした者

四　第二十七条の二第二項（第二十七条の十二及び第二十七条の
二十九において準用する場合を含む。）の規定による書類の提出
をせず、又は虚偽の書類の提出をした者

【解説】
⑴　本条は、会計整理の義務、会計整理の公表義務、償却、積立金、引当

金に関する命令等会計に関する規制に対する違反について、100万円以
下の過料という秩序罰をもって公益事業としての責務を全うせしめるこ
とを目的としている。また、供給義務を設備の維持の側面から補強する、
諸設備の譲渡し等、環境影響評価書の変更についても同様としている。

⑵　第１号は、①一般送配電事業者が第13条第２項において準用する第９
条第５項（設備の譲渡し等に関する変更命令又は中止命令）の規定によ
る命令に違反して設備の譲渡しを行うことにより、②一般送配電事業者
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が第27条の３（償却等に関する命令）の規定による命令に違反して償却
等を行うことにより、③特定事業者が第46条の17第１項（環境影響評価
書の変更命令）の規定による命令に違反することにより成立する。送電
事業者については①②、発電事業者については②と同様である。

⑶　第２号は、一般送配電事業者が①第22条第１項（一般送配電事業等の
業務に関する会計整理等）又は②第27条の２第１項（会計の整理）の規
定に違反して会計整理を行わないことにより成立する。送電事業者につ
いては①②、発電事業者については②と同様である。

⑷　第３号は、第22条第２項（一般送配電事業等の業務に関する会計整理
の結果の公表）の規定に違反して整理の結果を公表しない又は不実の公
表をすることにより成立する。送電事業者についても同様である。

⑸　第４号は、第27条の２第２項（財務計算に関する諸表の提出）の規定
に違反して提出をせず、又は虚偽の書類の提出をすることにより成立す
る。送電事業者及び発電事業者についても同様である。

第百二十二条の二　次の各号のいずれかに該当する場合には、その違
反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に
処する。
一　この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければなら

ない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二　第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記するこ

とを怠つたとき。
三　第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
四　第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、

又は不正の公告をしたとき。
五　第二十八条の四十に規定する業務以外の業務を行つたとき。
六　第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告

をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七　第二十八条の四十六第三項又は第二十八条の五十一の規定によ

る命令に違反したとき。
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